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備考　１　市町村は、この通知に不服がある場合における救済の方法及び取消訴訟を行う場合の被告とすべき者、出訴期間等を記載すること。

　　　２　受給者番号は、給与支払報告書（個人別明細書）に記載された当該納税義務者の受給者番号を記載すること。

　　　３　市町村は、変更となった理由を摘要欄に記載すること。

　　　４　差引納付額欄は、特別徴収税額⑧から既納付額⑪を差し引いた額から控除不足額⑨又は既充当額⑩のいずれか大きい方の額を差し引くこと。

　　　５　変更前税額⑫欄は、税額を変更する前の既に通知した額を記載すること。

地方税法に定
める割合

３３万円 勤労学生控除 １万円 同居老親等 １３万円
0円未満
（課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合）

扶養控除
90%15,000円超のとき 10,000円

医療費控除
医療費の実質負担額－(10万円と総所得金額等の５%のいずれか
低い金額)(限度額200万円)

配 当 割 又 は
株 式 等 譲 渡 所 得 割

3/5 2/5地震保険料、旧長期契約の両方がある場合は、限度額は25,000円 基　礎　控　除

44.055%

同　居　老　親　等 ４５万円 寡　夫　控　除 １万円 老人 １０万円 区　　　分 市町村民税 道府県民税

特定 １８万円
雑損控除

（実質損失額－総所得金額等の合計額×10％）又は（災害関連
支出の金額－５万円）のうちいずれか高い方の金額

◎税額控除(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除) 4,000万円超

0円未満
（課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合）

◎所得控除 市町村民税 3/5 道府県民税 2/5 1,800万円超4,000万円以下
5,000円超15,000円以下
のとき

支払金額の1/2＋2,500円 特　　　　定 ４５万円

一般 ５万円 900万円超1,800万円以下 56.307%
旧
長
期
契
約

5,000円以下のとき 全額
49.16%

特別 ５万円

扶

養

控

除

695万円超900万円以下 66.517%
　　　市町村民税　　　　 ％　　道府県民税　　　　 ％

老　　　　人 ３８万円 寡　婦
控　除

一般 １万円

69.58%
　・所得割（総合課税分） 一　　　　般 ３３万円 同居特別 ２２万円 40万円以上45万円未満 ３万円

50,000円超のとき 25,000円

配偶者
特　別
控　除

38万円超40万円未満 ５万円 195万円超330万円以下 79.79%
　　　市町村民税　　　　 円　　道府県民税　　　　 円

地
震

保
険
料

50,000円以下のとき 支払金額の1/2 330万円超695万円以下

0円以上195万円以下 84.895%
　・均等割

地

震

保

険

料

控

除

支払金額 控除額
勤 労 学 生 控 除 ２６万円 特別 １０万円

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割合
◎税率 寡 婦（寡夫）控 除

（特別寡婦の場合）
２６万円
３０万円

障害者
控　除

普通 １万円 老人 １０万円

金額

　　　額のことです。 基　礎　控　除 ５万円 配偶者
控　除

一般 ５万円

　　　きなかった配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除の 障  害  者  控  除
（特別障害者の場合）

（同居特別障害者の場合）

２６万円
３０万円
５３万円

控除の種類 金額 控除の種類

35,000円 70万円以上75万円未満   ６万円

　　　ています。 一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料につい
て、それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額（限度額
70,000円）
一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契
約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約そ
れぞれ上の算式により計算した控除額の合計額（限度額28,000
円）

75万円以上76万円未満   ３万円

　　 3　「控除不足額⑨」は所得割額より控除することがで 76万円以上     ０円

◎税額控除（住宅借入金等特別税額控除）

      金等特別税額控除、寄附金税額控除、配当割額又は株 40,000円超70,000円以下のとき 支払金額の1/4＋17,500円 65万円以上70万円未満 １１万円 前年分の所得税において平成11年から18年まで又は平成21年から31年ま
での入居に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、①から②を控
除した金額（前年分の所得税に係る課税総所得金額等の100分の５に相当
する金額（97,500円を限度）を超える場合には、当該金額）に下欄の割合
を乗じた金額
ただし、居住年が平成26年から平成31年までであって、特定取得に該当す
る場合には、「100分の５」を「100分の７」と、「97,500円」を
「136,500円」として計算した金額
 ① 前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額（特定増改築等に係
    る住宅借入金等の金額又は平成19年若しくは平成20年の居住年に係
    る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったもの
    として計算した金額）
 ② 前年分の所得税の額（住宅借入金等特別控除等適用前の金額）
  ※　平成11年から18年までの間に入居した者で、市町村長に住宅借入
    金等特別税額控除申告書を提出した場合、上記の控除額に代えて
   、地方税法附則第５条の４の規定に基づいて算出した金額

　　　式等譲渡所得割額の控除等の控除額の合算額を記載し 70,000円超のとき

外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

     2　「税額控除額⑤」は調整控除、配当控除、住宅借入 15,000円超40,000円以下のとき 支払金額の1/2＋7,500円 60万円以上65万円未満 １６万円

0.8% 0.6% 0.4% 0.3%

 (注)1　分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります｡ 旧

契

約

15,000円以下のとき 全額 55万円以上60万円未満 ２１万円

２６万円 外貨建等以外の証券投資信託

３１万円 利益の配当等
　所得割額⑥＋均等割額⑦＝特別徴収税額⑧

32,000円超56,000円以下のとき 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%

道府県民税 市町村民税 道府県民税市町村民税　税額控除前所得割額④－税額控除額⑤＝所得割額⑥ 配

偶

者

特

別

控

除

種  類

　特別徴収税額⑧－控除不足額⑨＝差引納付額
56,000円超のとき 28,000円 50万円以上55万円未満

全額 所 得 金 額
12,000円超32,000円以下のとき 支払金額の1/2＋6,000円 38万円超45万円未満 ３３万円

　総所得金額①－所得控除合計②＝課税総所得金額③ 合計課税所得金額が200万円以下の者
  次の①と②のいずれか少ない額の５％（道府県民税２％、
　市町村民税３％）に相当する金額
  　①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合に
　　　おいては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
  　②合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円超の者
  ①の金額から②の金額を控除した金額（５万円を下回る場
　合は５万円）の５％（道府県民税２％、市町村民税３％）に
　相当する金額
　　①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合に
　　　おいては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
  　②合計課税所得金額から200万円を控除した金額

1,000万円

支払金額の1/4＋14,000円 45万円以上50万円未満

課税所得金額
　課税総所得金額③×税率＝税額控除前所得割額④ 以下の部分

新

契

約

1,000万円 　前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額（寄附金の合計額が総
所得金額の合計額の30％を超える場合には当該30％に相当する金額）

が２千円を超える場合には、その超える金額の道府県民税は４％、市

町村民税は６％に相当する金額

１　都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金

２　住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附

金

３　所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の

増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定め

るもの

４　特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に

寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの

  ただし、１の寄附金が２千円を超える場合は、その超える金額に、

下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の道府県民税は

５分の２、市町村民税は５分の３に相当する金額をさらに加算した金

額（所得割の20％に相当する金額を超えるときは、その20％に相当す

る金額）

生

命

保

険

料

控

除

支払金額 控除額

控除額
超の部分

12,000円以下のとき

地方税法に定
める割合

◎税額の計算方法 社会保険料
控除等 支払金額

配　偶　者　控　除
一　般
老　人

３３万円
３８万円

◎税額控除(調整控除) ◎税額控除(配当控除) ◎税額控除(寄附金税額控除)

３３万円 勤労学生控除 １万円 同居老親等 １３万円
0円未満
（課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合）

扶養控除
90%15,000円超のとき 10,000円

医療費控除
医療費の実質負担額－(10万円と総所得金額等の５%のいずれか
低い金額)(限度額200万円)

配 当 割 又 は
株 式 等 譲 渡 所 得 割 3/5 2/5地震保険料、旧長期契約の両方がある場合は、限度額は25,000円 基　礎　控　除

44.055%

同　居　老　親　等 ４５万円 寡　夫　控　除 １万円 老人 １０万円 区　　　分 市町村民税 道府県民税

特定 １８万円
雑損控除

（実質損失額－総所得金額等の合計額×10％）又は（災害関連
支出の金額－５万円）のうちいずれか高い方の金額

◎税額控除(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除) 4,000万円超

0円未満
（課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合）

◎所得控除 市町村民税 3/5 道府県民税 2/5 1,800万円超4,000万円以下
5,000円超15,000円以下
のとき

支払金額の1/2＋2,500円 特　　　　定 ４５万円

一般 ５万円 900万円超1,800万円以下 56.307%
旧
長
期
契
約

5,000円以下のとき 全額
49.16%

特別 ５万円

扶

養

控

除

695万円超900万円以下 66.517%
　　　市町村民税　　　　 ％　　道府県民税　　　　 ％

老　　　　人 ３８万円 寡　婦
控　除

一般 １万円

69.58%
　・所得割（総合課税分） 一　　　　般 ３３万円 同居特別 ２２万円 40万円以上45万円未満 ３万円

50,000円超のとき 25,000円

配偶者
特　別
控　除

38万円超40万円未満 ５万円 195万円超330万円以下 79.79%
　　　市町村民税　　　　 円　　道府県民税　　　　 円

地
震

保
険
料

50,000円以下のとき 支払金額の1/2 330万円超695万円以下

0円以上195万円以下 84.895%
　・均等割

地

震

保

険

料

控

除

支払金額 控除額
勤 労 学 生 控 除 ２６万円 特別 １０万円

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割合
◎税率 寡 婦（寡夫）控 除

（特別寡婦の場合）
２６万円
３０万円

障害者
控　除

普通 １万円 老人 １０万円

金額

　　　額のことです。 基　礎　控　除 ５万円 配偶者
控　除

一般 ５万円

　　　きなかった配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除の 障  害  者  控  除
（特別障害者の場合）

（同居特別障害者の場合）

２６万円
３０万円
５３万円

控除の種類 金額 控除の種類

35,000円 70万円以上75万円未満   ６万円

　　　ています。 一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料につい
て、それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額（限度額
70,000円）
一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契
約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約そ
れぞれ上の算式により計算した控除額の合計額（限度額28,000
円）

75万円以上76万円未満   ３万円

　　 3　「控除不足額⑨」は所得割額より控除することがで 76万円以上     ０円

◎税額控除（住宅借入金等特別税額控除）

      金等特別税額控除、寄附金税額控除、配当割額又は株 40,000円超70,000円以下のとき 支払金額の1/4＋17,500円 65万円以上70万円未満 １１万円 前年分の所得税において平成11年から18年まで又は平成21年から31年ま
での入居に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、①から②を控
除した金額（前年分の所得税に係る課税総所得金額等の100分の５に相当
する金額（97,500円を限度）を超える場合には、当該金額）に下欄の割合
を乗じた金額
ただし、居住年が平成26年から平成31年までであって、特定取得に該当す
る場合には、「100分の５」を「100分の７」と、「97,500円」を
「136,500円」として計算した金額
 ① 前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額（特定増改築等に係
    る住宅借入金等の金額又は平成19年若しくは平成20年の居住年に係
    る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったもの
    として計算した金額）
 ② 前年分の所得税の額（住宅借入金等特別控除等適用前の金額）
  ※　平成11年から18年までの間に入居した者で、市町村長に住宅借入
    金等特別税額控除申告書を提出した場合、上記の控除額に代えて
   、地方税法附則第５条の４の規定に基づいて算出した金額

　　　式等譲渡所得割額の控除等の控除額の合算額を記載し 70,000円超のとき

外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

     2　「税額控除額⑤」は調整控除、配当控除、住宅借入 15,000円超40,000円以下のとき 支払金額の1/2＋7,500円 60万円以上65万円未満 １６万円

0.8% 0.6% 0.4% 0.3%

 (注)1　分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります｡ 旧

契

約

15,000円以下のとき 全額 55万円以上60万円未満 ２１万円

２６万円 外貨建等以外の証券投資信託

３１万円 利益の配当等
　所得割額⑥＋均等割額⑦＝特別徴収税額⑧

32,000円超56,000円以下のとき 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%

道府県民税 市町村民税 道府県民税市町村民税　税額控除前所得割額④－税額控除額⑤＝所得割額⑥ 配

偶

者

特

別

控

除

種  類

　特別徴収税額⑧－控除不足額⑨＝差引納付額
56,000円超のとき 28,000円 50万円以上55万円未満

全額 所 得 金 額
12,000円超32,000円以下のとき 支払金額の1/2＋6,000円 38万円超45万円未満 ３３万円

　総所得金額①－所得控除合計②＝課税総所得金額③ 合計課税所得金額が200万円以下の者
  次の①と②のいずれか少ない額の５％（道府県民税２％、
　市町村民税３％）に相当する金額
  　①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合に
　　　おいては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
  　②合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円超の者
  ①の金額から②の金額を控除した金額（５万円を下回る場
　合は５万円）の５％（道府県民税２％、市町村民税３％）に
　相当する金額
　　①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合に
　　　おいては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
  　②合計課税所得金額から200万円を控除した金額

1,000万円

支払金額の1/4＋14,000円 45万円以上50万円未満

課税所得金額
　課税総所得金額③×税率＝税額控除前所得割額④ 以下の部分

新

契

約

1,000万円 　前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額（寄附金の合計額が総
所得金額の合計額の30％を超える場合には当該30％に相当する金額）

が２千円を超える場合には、その超える金額の道府県民税は４％、市

町村民税は６％に相当する金額

１　都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金

２　住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附

金

３　所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の

増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定め

るもの

４　特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に

寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの

  ただし、１の寄附金が２千円を超える場合は、その超える金額に、

下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の道府県民税は

５分の２、市町村民税は５分の３に相当する金額をさらに加算した金

額（所得割の20％に相当する金額を超えるときは、その20％に相当す

る金額）

生

命

保

険

料

控

除

支払金額 控除額

控除額
超の部分

12,000円以下のとき

地方税法に定
める割合

◎税額の計算方法 社会保険料
控除等 支払金額

配　偶　者　控　除
一　般
老　人

３３万円
３８万円

◎税額控除(調整控除) ◎税額控除(配当控除) ◎税額控除(寄附金税額控除)

３３万円 勤労学生控除 １万円 同居老親等 １３万円
0円未満
（課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合）

扶養控除
90%15,000円超のとき 10,000円

医療費控除
医療費の実質負担額－(10万円と総所得金額等の５%のいずれか
低い金額)(限度額200万円)

配 当 割 又 は
株 式 等 譲 渡 所 得 割 3/5 2/5地震保険料、旧長期契約の両方がある場合は、限度額は25,000円 基　礎　控　除

44.055%

同　居　老　親　等 ４５万円 寡　夫　控　除 １万円 老人 １０万円 区　　　分 市町村民税 道府県民税

特定 １８万円
雑損控除

（実質損失額－総所得金額等の合計額×10％）又は（災害関連
支出の金額－５万円）のうちいずれか高い方の金額

◎税額控除(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除) 4,000万円超

0円未満
（課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合）

◎所得控除 市町村民税 3/5 道府県民税 2/5 1,800万円超4,000万円以下
5,000円超15,000円以下
のとき

支払金額の1/2＋2,500円 特　　　　定 ４５万円

一般 ５万円 900万円超1,800万円以下 56.307%
旧
長
期
契
約

5,000円以下のとき 全額
49.16%

特別 ５万円

扶

養

控

除

695万円超900万円以下 66.517%
　　　市町村民税　　　　 ％　　道府県民税　　　　 ％

老　　　　人 ３８万円 寡　婦
控　除

一般 １万円

69.58%
　・所得割（総合課税分） 一　　　　般 ３３万円 同居特別 ２２万円 40万円以上45万円未満 ３万円

50,000円超のとき 25,000円

配偶者
特　別
控　除

38万円超40万円未満 ５万円 195万円超330万円以下 79.79%
　　　市町村民税　　　　 円　　道府県民税　　　　 円

地
震

保
険
料

50,000円以下のとき 支払金額の1/2 330万円超695万円以下

0円以上195万円以下 84.895%
　・均等割

地

震

保

険

料

控

除

支払金額 控除額
勤 労 学 生 控 除 ２６万円 特別 １０万円

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割合
◎税率 寡 婦（寡夫）控 除

（特別寡婦の場合）
２６万円
３０万円

障害者
控　除

普通 １万円 老人 １０万円

金額

　　　額のことです。 基　礎　控　除 ５万円 配偶者
控　除

一般 ５万円

　　　きなかった配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除の 障  害  者  控  除
（特別障害者の場合）

（同居特別障害者の場合）

２６万円
３０万円
５３万円

控除の種類 金額 控除の種類

35,000円 70万円以上75万円未満   ６万円

　　　ています。 一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料につい
て、それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額（限度額
70,000円）
一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契
約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約そ
れぞれ上の算式により計算した控除額の合計額（限度額28,000
円）

75万円以上76万円未満   ３万円

　　 3　「控除不足額⑨」は所得割額より控除することがで 76万円以上     ０円

◎税額控除（住宅借入金等特別税額控除）

      金等特別税額控除、寄附金税額控除、配当割額又は株 40,000円超70,000円以下のとき 支払金額の1/4＋17,500円 65万円以上70万円未満 １１万円 前年分の所得税において平成11年から18年まで又は平成21年から31年ま
での入居に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、①から②を控
除した金額（前年分の所得税に係る課税総所得金額等の100分の５に相当
する金額（97,500円を限度）を超える場合には、当該金額）に下欄の割合
を乗じた金額
ただし、居住年が平成26年から平成31年までであって、特定取得に該当す
る場合には、「100分の５」を「100分の７」と、「97,500円」を
「136,500円」として計算した金額
 ① 前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額（特定増改築等に係
    る住宅借入金等の金額又は平成19年若しくは平成20年の居住年に係
    る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったもの
    として計算した金額）
 ② 前年分の所得税の額（住宅借入金等特別控除等適用前の金額）
  ※　平成11年から18年までの間に入居した者で、市町村長に住宅借入
    金等特別税額控除申告書を提出した場合、上記の控除額に代えて
   、地方税法附則第５条の４の規定に基づいて算出した金額

　　　式等譲渡所得割額の控除等の控除額の合算額を記載し 70,000円超のとき

外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

     2　「税額控除額⑤」は調整控除、配当控除、住宅借入 15,000円超40,000円以下のとき 支払金額の1/2＋7,500円 60万円以上65万円未満 １６万円

0.8% 0.6% 0.4% 0.3%

 (注)1　分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります｡ 旧

契

約

15,000円以下のとき 全額 55万円以上60万円未満 ２１万円

２６万円 外貨建等以外の証券投資信託

３１万円 利益の配当等
　所得割額⑥＋均等割額⑦＝特別徴収税額⑧

32,000円超56,000円以下のとき 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%

道府県民税 市町村民税 道府県民税市町村民税　税額控除前所得割額④－税額控除額⑤＝所得割額⑥ 配

偶

者

特

別

控

除

種  類

　特別徴収税額⑧－控除不足額⑨＝差引納付額
56,000円超のとき 28,000円 50万円以上55万円未満

全額 所 得 金 額
12,000円超32,000円以下のとき 支払金額の1/2＋6,000円 38万円超45万円未満 ３３万円

　総所得金額①－所得控除合計②＝課税総所得金額③ 合計課税所得金額が200万円以下の者
  次の①と②のいずれか少ない額の５％（道府県民税２％、
　市町村民税３％）に相当する金額
  　①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合に
　　　おいては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
  　②合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円超の者
  ①の金額から②の金額を控除した金額（５万円を下回る場
　合は５万円）の５％（道府県民税２％、市町村民税３％）に
　相当する金額
　　①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合に
　　　おいては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
  　②合計課税所得金額から200万円を控除した金額

1,000万円

支払金額の1/4＋14,000円 45万円以上50万円未満

課税所得金額
　課税総所得金額③×税率＝税額控除前所得割額④ 以下の部分

新

契

約

1,000万円 　前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額（寄附金の合計額が総
所得金額の合計額の30％を超える場合には当該30％に相当する金額）

が２千円を超える場合には、その超える金額の道府県民税は４％、市

町村民税は６％に相当する金額

１　都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金

２　住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附

金

３　所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の

増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定め

るもの

４　特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に

寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの

  ただし、１の寄附金が２千円を超える場合は、その超える金額に、

下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の道府県民税は

５分の２、市町村民税は５分の３に相当する金額をさらに加算した金

額（所得割の20％に相当する金額を超えるときは、その20％に相当す

る金額）

生

命

保

険

料

控

除

支払金額 控除額

控除額
超の部分

12,000円以下のとき

　
　
　
　
　
裏

◎税額の計算方法 社会保険料
控除等 支払金額

配　偶　者　控　除
一　般
老　人

３３万円
３８万円

◎税額控除(調整控除) ◎税額控除(配当控除) ◎税額控除(寄附金税額控除)



　

続柄

日
生年
月日

明・大

第
五
号
の
四
様
式

(

第
二
条
関
係

）

表
平成　　　年度分

市 町 村 民 税
　申 告 書

円

利　　　子 エ

配　　　当 オ

給　　　与 カ

こ
の
申
告
書
を
提
出
し
た
方
は
事
業
税
の
申
告
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん

。

道 府 県 民 税 整 理 番 号

現　住　所 業種又は職業

　　市町村長殿
1月1日現在

電 話 番 号
の   住   所
フリガナ

個人番号提出年月日
氏　　　名 印　

世帯主
の氏名

・　　・

３ 所得から差し引かれる金額に関する事項

　⑩ 損 害 の 原 因 損害年月日 損害を受けた資産の種類

１
　
収
　
入
　
金
　
額
　
等

雑損控除 

支 払 っ た 医 療 費 保険金などで補塡される金額
円 円

  ⑭

生命保険料

控　　　　 除
介護医療保険料の計

医療費控除

　⑫ 社 会 保 険 の 種 類 支 払 っ た 保 険 料
円

社会保険料

控　　　　 除

　 昭・平

年 月

事 営 業 等 ア
・　　　・

業 農　　業 イ損  害  金  額 保険金などで補塡される金額 差引損失額のうち災害関連支出の金額

円 円 円

不　動　産 ウ
  ⑪

雑
公 的 年 金 等 キ

合　　　　　　計 　
そ の 他 ク新生命保険料の計 旧生命保険料の計

円 円
総
合
譲
渡

短    期 ケ新個人年金保険料の計 旧個人年金保険料の計
円 円

長    期 コ

一 時 サ円

①円 円
　険料控除

  ⑮　地震保 地震保険料の計 旧長期損害保険料の計

２
　
所
　
得
　
金
　
額

事
業

営 業 等

総合譲渡・一時 ⑧

　寡婦（寡夫）、
　勤労学生控除

　　　　　　　□ 死別　□ 生死不明 （学校名）
　　　　　　　□ 離婚　□ 未帰還　

不 動 産 ③ ⑱

障　害　者

　⑯～⑰ ⑯　□寡婦（寡夫）控除  ⑰　□　勤労学生控除　
農 業 ②

雑 ⑦

障害の
程度

給　　　与 ⑥

配　　　当 ⑤

利　　　子 ④

級
度

配 偶 者 控
除 ・ 配 偶 者
特 別 控 除

氏
名

配　偶　者　の 円

合計所得金額

個人番号

　⑲ ～ ⑳　 配
偶
者

フリ
ガナ 生年月日

 明・大
 昭・平

　　　・　　　・　

合　　　計 ⑨

21

1

フリ
ガナ 生年

月日
 明・大
 昭・平

・　・

　
扶
　
養
　
控
　
除

⑩氏
名

医 療 費 控 除 ⑪個人
番号

控除額
万円

同居・
別居の
区分

□　同居
□　別居

続
柄

４
　
所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

雑 損 控 除

社 会 保 険 料 控 除 ⑫

2

フリ
ガナ 生年

月日
 明・大
 昭・平

・　・
同居・
別居の
区分

⑬氏
名

共 済 等 掛 金 控 除

生命保険料控除 ⑭個人
番号

控除額

地 震 保 険 料 控 除

氏
名

寡 婦 ( 寡 夫 ) 控 除 ⑯

□　同居
□　別居

続
柄

小 規 模 企 業

個人
番号

控除額
勤 労 学 生 、
障 害 者 控 除

⑮フリ
ガナ 生年

月日
 明・大
 昭・平

・　・
同居・
別居の
区分

□　同居
□　別居

続
柄

⑰～
⑱

4

フリ
ガナ 生年

月日
 明・大
 昭・平

・　・

3

氏
名 配 偶 者 特 別 控 除 ⑳

個人
番号

控除額
扶 養 控 除

同居・
別居の
区分

□　同居
□　別居

続
柄

配 偶 者 控 除 ⑲

21

1
6
歳
未
満
の
扶
養
親
族

（
控
除
対
象
外

）

1

フリ
ガナ 生年

月日
 明・大
 昭・平

・　・
3 3 0，0 0 0

氏
名 合計 23

個人
番号

同居・
別居の
区分

□　同居
□　別居

続
柄

基 礎 控 除 22

分離課税に係る所得等のある方は、「市町村民税・道府県民税
申告書（分離課税等用）」をあわせて提出して下さい。

2

フリ
ガナ 生年

月日
 明・大
 昭・平

・　・

3

フリ
ガナ 生年

月日
 明・大
 昭・平

・　・
同居・
別居の
区分

個人
番号

□　同居
□　別居

続
柄氏

名
　□　給与から差引き（特別徴収）
　□　自分で納付（普通徴収）

個人
番号

給与・公的年金等に係る所得以外（平成　年4
月1日において65歳未満の方は給与所得以外）
の市町村民税・道府県民税の納税方法

同居・
別居の
区分

□　同居
□　別居

続
柄氏

名 5

1

2

フリ
ガナ

氏
名

裏面にも記載する欄がありますから注意してください。
（切り取らないでください。）

平成　　年度分市町村民税・道府県民税申告書受付書
受付日付印住　　所

氏　　名

　「個人番号」欄には、個人番号（行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規
定する個人番号をいう。）を記載してください。

別居の扶養親族等がいる場合には、裏面「12」に氏名、個人
番号及び住所を記入してください。

扶養控除
額の合計

控　　　 除

個人
番号

フリ
ガナ 障害の

程度
級
度氏

名

個人
番号



  

（切り取らないでください。）

損益通算の特
例適用前の
不動産所得

個人
番号

従事
月数

専従者給与
（控除）額

非課税所
得など

14　配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に関する事項

配 当 割 額 控 除 額
円

　特定配当等に係る所得金額、特定株式等譲渡所得金額を総所得金額に含め、配当割
額又は株式等譲渡所得割額の控除を受けようとする場合は､下の各欄に配当割額及び
株式等譲渡所得割額を書き入れてください。

株 式 等 譲 渡 所 得 割 額 控 除 額

住所

合  計  額

12 別居の扶養親族等に関する事項

15 寄附金に関する事項

2

3

フリ
ガナ

所得金額

資産の種類
事業用
資産の
譲渡損
失など

損失額、被災損失額(白)

　□　他都道府県の事務所等

続柄
生年
月日

専従者給与
（控除）額

明・大
・　　　　・

昭・平

続柄
生年
月日

専従者給与
（控除）額

円

円

円

前年中の
開廃業

開始　・　廃止

　　月　　　　　　日

６ 給与所得の内訳 裏

(日給などの給与所得のある人で、源泉徴収
票のない人は記入してください。 ) ７ 事業・不動産所得に関する事項

1

・　　　　・

1
円 円

月 日 給
勤務
日数 月 収

2

3

円

所得の種類 所得の生ずる場所

円 円

収入金額 必要経費 青色申告特別控除額

円

10 総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項

収入金額 必要経費
差引金額

特別控除額

長 期  

所得金額
（収入金額－必要経費）

6

5

4

7 ８ 配当所得に関する事項

8
配当所得
の種類

所得の生ずる場所 支払確定年月 収入金額 必要経費

9 ・
円 円

10 ・

12 ・

11 ・

賞 与 等
円 国外株式等に係

る外国所得税額
９ 雑所得（公的年金等以外）に関する事項

合 計 種　目 所得の生ずる場所 収入金額 必要経費

勤 務 先 名

勤務先所 在地
円 円

円 円 円 ｲ

ﾛ

電 話 番 号

個人
番号

住所

氏名

フリ
ガナ

個人
番号

所得税における青色申告の承認の有無

（差引金額－特別控除額）

ﾊ
 

　右上のイの金額を表面のケに、ロの金額を表面のコに、ハの金額を表面のサに記入してください。
ニ　合計　ｲ+〔(ﾛ+ﾊ)×1/2〕

　右のニの金額を表面の⑧の所得金額欄へ記入してください。

一 時

総 合 譲 渡
短 期

円

13 事業税に関する事項

都道府県、市区町村分
円

　支出した寄附金に応じて、各欄にそれぞれ寄附した金額を記入して
ください。ただし、認定特定非営利活動法人及び仮認定特定非営利活
動法人以外の特定非営利活動法人に対する寄附金については、上欄に
記入せず、別途「寄附金税額控除申告書（二）」を提出してくださ
い。

個人
番号

フリ
ガナ

氏名

市区町村

住所地の共同募金会、
日赤支部分

条例指定分
都道府県

フリ
ガナ

個人
番号

氏名

住所

氏名

2

フリ
ガナ

従事
月数

続柄
生年
月日

明・大

昭・平

1

11 事業専従者に関する事項

氏名

個人
番号

従事
月数

3

フリ
ガナ

氏名

明・大
・　　　　・

昭・平

承認あり　・　承認なし



. .

「個人番号」欄には、あなたの個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する
個人番号をいう。）を記載してください。

所得金額(Ｃ×１/２)
障害　　

円 年 □　普通 円 円 円

(　年　月間) □　障害

退　　　　職

Ａ 収入金額 勤続年数
普通　　

Ｂ 退職所得控除額 Ｃ 差引(Ａ－Ｂ)

Ｄ 青色申告特別控除額 所得金額(Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ)

円 円 円 円 円

円 円 円

７ 山林所得・退職所得に関する事項

山　　　　林

Ａ 収入金額 Ｂ 必要経費 Ｃ 特別控除額

６ 特定支出控除の適用がある場合の給与所得に関する事項

Ａ 給与収入金額 Ｂ 特定支出の金額の合計額
所得金額（Ａ－Ｂ）

(ただし赤字の場合は０)

・　　･

・　　･ 先 物 取 引 33

必要経費

・　　･
円 円

上場株式等の配当 32

株

式

等

の

譲

渡

未 公 開 分 30
４ 上場株式等の配当所得に関する事項

上 場 分 31所得の生ずる場所 支払確定年月 収入金額

優良住宅地等

に 係 る 譲 渡

特例適用条文
居住用財産の

29
譲 渡

雑

事業 譲渡 雑

27

軽 減 分 26

長
期
譲
渡

28

　

事業 譲渡 雑
円

所得の種類 種　　目 必　　要　　経　　費

５
　
所
　
得
　
金
　
額

短
期
譲
渡

一 般 分

一 般 の 譲 渡事業 譲渡

ツ

25
円

特例適用条文 上場株式等の配当 テ

先 物 取 引 ト

   
チ

   
上 場 分

譲 渡

円

株

式

等

の

譲

渡

居住用財産の

１
　
収
　
入
　
金
　
額

短
期
譲
渡

一 般 分

未 公 開 分

長
期
譲
渡

３ 株式等の譲渡等・先物取引に係る所得に関する事項

に 係 る 譲 渡

シ

 円

円 こ
の
申
告
書
（

分
離
課
税
等
用
）

は
、

市
町
村
民
税
・
道
府
県
民
税
申
告
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

ス

一 般 の 譲 渡 セ

タ

優良住宅地等
ソ

軽 減 分

市町村民税 申告書（分離課税等用）

２ 分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項

区分 所得の生ずる場所 必要経費 差引金額
(収入金額－必要経費)

特別控除額

個人番号

円

第
五
号
の
四
様
式
別
表
（

第
二
条
関
係
）

道府県民税

フリガナ 生　年　月　日
整理番号

電話番号

氏　　　名

平成　　 年度分



計

------------------------------------------切---取---線------------------------------------------

平成　　年度分市町村民税・道府県民税の給与所得者・公的年金等受給者用雑損控除・医療費控除申告受付書

受付日付印
住　　所

氏　　名 殿

円 円 円

計

医 療 費 控 除 　あなたが前年中にあなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族のために医療
費を支払ったときは、下の欄に必要な事項を書き入れてください。

医 療 を 受 け た 人 の
氏 名

あなたとの
続柄

支 払 っ た
医 療 費 ③

保険金などで補てん
さ れ る 金 額 ④

差引負担額
③－④

年 月 日

年 月 日

年 月 日

差引額負担
①－②

年 月 日
円 円 円

◎ 公 的 年 金 等 の 収 入 金 額 円

雑 損 控 除 　あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族（前年中の市町村民税及び道府
県民税の課税の対象となる各種所得の金額の合計額が前年の所得につき適用された所得
税の基礎控除額以下の者に限ります。）が前年中に災害や盗難・横領で損害を受けたと
きは、下の欄に必要な事項を書き入れてください。

損 害 の 原 因
損 害 を 受 け た
年 月 日

損 害 を 受 け た
資 産 の 種 類

損 害 の 金 額
①

保険金などで補てん
さ れ る 金 額 ②

給 与 所 得 の 収 入 金 円

給 与 支 払 者 又 は
公 的 年 金 等 支 払 者
の 住 所 （ 居 所 ）
又 は 所 在 地

同 上 の
氏 名 又 は 名 称

平成　　年度分
市町村民税
道府県民税

給与所得者・公的年金等受給者用雑損控除・医療費控除申告書 第
五
号
の
五
様
式
（
第
二
条
関
係
）

市町村長　殿

住 所

フ リ ガ ナ

氏 名

個 人 番 号

㊞　　

平成　　年　　月
日

提出

　「個人番号」欄には、あなたの個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律第２条第５項に規定する個人番号をいう。）を記載してください。

◎



平成　　　年度分
市町村民税
道府県民税 寄附金税額控除申告書（一） 第

五
号
の
五
の
二
様
式
（

第
二
条
関
係
）

平成　　　年　　　月
　　　　　　　　市町村長　殿

整理番号

住　所
フリガナ

氏　名 ㊞　

個人番号

　あなたが前年中に次の１から３までのいずれかに該当する寄附金を支出したとき
は、下の欄に必要な事項を記載してください。

１．都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
寄　附　先 寄　附　金　額

円

平成　　年
１月１日

現在の住所

生年月日
　明・大
　昭・平

・　　　・

電話番号

「個人番号」欄には、あなたの個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律第２条第５項に規定する個人番号をいう。）を記載してください。

計

(注) 認定特定非営利活動法人及び仮認定特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に対する寄附金は除き

ます。認定特定非営利活動法人及び仮認定特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に対する寄附金

は別途「市町村民税・道府県民税寄附金税額控除申告書（二）」を市町村長に提出してください。

２．住所地の都道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
寄　附　先 寄　附　金　額

円

計

３．住所地の都道府県、市町村又は特別区の条例で指定された寄附金

寄　附　先 指定区分 寄　附　金　額
都道府県

・
市区町村

円

（切り取らないでください。）

都道府県
・

市区町村

都道府県
・

市区町村

計

都道府県分

市区町村分

平成　　年度分市町村民税・道府県民税寄附金税額控除申告書（一）受付書

受付日付印
住　　所

氏　　名 殿



第
五
号
の
五
の
三
様
式
（

第
二
条
関
係
）

（特定非営利活動法人に対する寄附金用）

平成　　　年　　　月
　　　　　　　　市町村長　殿

整理番号

住　所
フリガナ

氏　名 ㊞　

個人番号

平成　　　年度分
市町村民税
道府県民税 寄附金税額控除申告書（二）

平成　　年
１月１日

現在の住所

生年月日
　明・大
　昭・平

・　　　・

電話番号

「個人番号」欄には、あなたの個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第２条第５項に規定する個人番号をいう。）を記載してください。

　あなたが前年中に住所地の都道府県、市町村又は特別区の条例で指定された

特定非営利活動法人(認定特定非営利活動法人及び仮認定特定非営利活動法人

（以下「認定特定非営利活動法人等」という。）を除く。）に対する寄附金を

支出したときは、下の欄に必要な事項を記載してください。

(注) この申告書は、認定特定非営利活動法人等以外の特定非営利活動法人に対する

寄附金の申告書です。その他の寄附金（認定特定非営利活動法人等に対する寄

附金等）は、別途「市町村民税・道府県民税寄附金税額控除申告書（一）」又

は「市町村民税・道府県民税申告書」を市町村長に提出してください。

寄　附　先 指定区分 寄　附　金　額

都道府県
・

市区町村

円

都道府県
・

市区町村

都道府県
・

市区町村

計

都道府県分

市区町村分

（切り取らないでください。）

平成　　年度分市町村民税・道府県民税寄附金税額控除申告書（二）受付書
（特定非営利活動法人に対する寄附金用）

受付日付印
住　　所

氏　　名 殿



フ リ ガ ナ

氏 名 ㊞　　　

第
五
号
の
六
様
式
（
第
二
条
関
係

)

平成　　　年度分
市町村民税
道府県民税 給与所得者・公的年金等受給者用繰越控除申告書

市町村長　殿　　　

住 所

平成　　年　　月　　日提出

給 与 支 払 者 又 は
公 的 年 金 等 支 払 者
の 住 所 （ 居 所 ）
又 は 所 在 地

同 上 の
氏 名 又 は 名 称

個 人 番 号

　「個人番号」欄には、あなたの個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をい
う。）を記載してください。

　平成　　年から平成　　年までの間に生じた下の各欄にあてはまる純損失又は雑損失の金額で、平成　　年度
分以前の各年度分の市町村民税及び道府県民税の所得金額の計算上引き切れなかったこれらの損失の金額がある
ときは、下の欄に必要な事項を書き入れてください。

損
失
の
生
じ
た
年

損　失　の　種　類

損失が生じた年の損

失額で、その年の末

日の属する年度の

翌々年度分へ繰り越

した損失額

前々年度分及び前年

度分の所得金額の計

算上差し引かれた損

失額

本年度分以後に繰り

越して差し引かれる

損失額

（a）　　　　円

　　　年が
白色の場合

変 動 所 得 の 損 失

被 災 事 業 用
資 産 の 損 失

山 林 以 外

（b）　　　　円 （a）-（b）　円

　　　年が
青色の場合

山 林 以外 の所 得の 損失

山 林 所 得 の 損 失

山 林

雑　　　損　　　失

平
成
　
　
　
　
年

純
　
損
　
失

　　　年が
青色の場合

山 林 以外 の所 得の 損失

平
成
　
　
　
　
年

純
　
損
　
失

山 林 所 得 の 損 失

　　　年が
白色の場合

変 動 所 得 の 損 失

被 災 事 業 用
資 産 の 損 失

山 林 以 外

山 林

雑　　　損　　　失

　　　年が
白色の場合

変 動 所 得 の 損 失

被 災 事 業 用
資 産 の 損 失

山 林 以 外

山 林

番地 方

雑　　　損　　　失

平成　　　年１月１月現在の住所が他の市町村にあった方は、その住所を下に書き入れてください。

都　道

府　県

郡
市
区

町

村
（大字） 丁目（字）

平
成
　
　
　
　
年

純
　
損
　
失

　　　年が
青色の場合

山 林 以外 の所 得の 損失

山 林 所 得 の 損 失



第
五
号
の
七
様
式
（

第
二
条
関
係

)
平成　　　年度分

市町村民税
道府県民税 配偶者控除・扶養控除申請書

市町村長　殿　　　

住 所

フ リ ガ ナ

氏 名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　

　前年中に給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった方で控除対象配偶者又は
控除対象扶養親族(以下「控除対象扶養親族等」という。)と生計を一にする他の納税義務者がある場合に、平
成　　年度の市町村民税の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載された控除対象扶養親族等につい
ての配偶者控除又は扶養控除と異なる配偶者控除又は扶養控除を受けようとする方は、この申請書を提出して
ください。

○

○

○
○

○
○

　「個人番号」欄には、あなたの個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）を記載してください。
　「給与支払者又は公的年金等支払者の所在地（住所）」及び「同上の名称（氏名）」欄には、あなたの
前年中の給与所得又は公的年金等に係る所得について記載された給与支払報告書又は公的年金等支払報告
書を提出した給与支払者又は公的年金等支払者について書いてください。
　下の欄の「氏名」欄には、生計を一にする控除対象扶養親族等の全ての者について書いてください。
　控除対象扶養親族のうち、他の納税義務者の扶養親族となるものについては、「他の納税義務者の住
所・氏名」欄にその者の住所・氏名を書いてください。
　下の欄の「個人番号」欄には、控除対象扶養親族等の個人番号を記載してください。
　控除対象扶養親族のうちに年齢70歳以上の扶養親族（以下「老人扶養親族」という。）に該当する者が
あり、その老人扶養親族が、あなたや配偶者の直系尊属で、あなたや配偶者との同居を常としている場合
には「同居老親等」欄に○をつけてください。

平成　　年　　月　　日提出

給 与 支 払 者 又 は
公 的 年 金 等 支 払 者
の 住 所 （ 居 所 ）
又 は 所 在 地

同 上 の
氏 名 又 は 名 称

個 人 番 号

他の納税義務者の
住所・氏名

控除対象配偶者
の合計所得金額

控除対象
配偶者

区分 氏　　名 個　人　番　号 続柄 生年月日
同居

老親等
円

平成　　年度分市町村民税・道府県民税の配偶者控除・扶養控除申請受付書

受付日付印
住　　所

　
氏　　名 殿

---------------------------------------------------切---取---線---------------------------------------------------

控除対象
扶養親族



第
五
号
の
八
様
式
（

用
紙
縦
百
七
十
八
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
横
八
十
五
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
）
（

第
二
条
関
係
）

氏 名
又 は 名 称

円十 億 千 百 十 十万 千 百
退 職 手 当 等
支 払 金 額

特別
徴収
税額

市町村民税

道府県民税

　地方税法第50条の5及び第328条の5第2項の規定によ
り上記のとおり分離課税に係る所得割の納入について
申告します。

㊞　　

特
別
徴
収
義
務
者

法人
番号
又は
個人
番号

住 所 （ 居 所 ）
又 は 所 在 地

市 町 村 民 税
道 府 県 民 税

　納入申告書

　市町村長殿

　平成　　　年　　　月　　　日提出

（受付印）

平成　　年　　月分 人員 人　　



整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号

法 人 番 号

区
分

受付印
平成　　　年　　　月　　　日

殿
年 月 日
申告年月日

所 在 地

本県が支店等
の場合は本店
所在地と併記 （電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（ふりがな）

（ふりがな） （ふりがな）

法 人 名

代 表 者
自署押印

経理責任者
自 署 押 印

　　

平成 年 月 年 月 日までの　　　　　　　の　　　　　の　　　　申告書日から平成
道 府 県 民 税
事　　業　　税
地方法人特別税

事業年度分又は
連結事業年度分

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

０００

０００

００

００

００

００

００

００

００

００

０００

００

００

０００

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

摘 要 税 額課 税 標 準

合計事業税額　#7＋$0＋$2＋$4又は#8＋$0＋$2＋$4

税率（　）１００

所

　

得

　

割

所
得
金
額
の
計
算
の
内
訳

収入金額総額

収 入 金 額

年４００万円以下の
金額
年４００万円を超え年
８００万円以下の金額
年８００万円を超える
金額

計 #4＋#5＋#6

軽減税率不適用法人
の金額

収
入
割

算定期間中において事務所
等を有していた月数

既に納付の確定した
当期分の均等割額
この申告により納付
すべき均等割額 !8－!9

月

円×!7
１２

均

等

割

額

（使途秘匿金税額等）
法人税法の規定によっ
て計算した法人税額
試験研究費の額に係る
法人税額の特別控除額
国家戦略特別区域において機械等を取得
した場合等の法人税額の特別控除額

退職年金等積立金に係る
法人税額

２以上の道府県に事務所又は事業所
を有する法人における課税標準とな
る法人税額又は個別帰属法人税額

外国の法人税等の額の控
除額
仮装経理に基づく法人税
割額の控除額

既に納付の確定した当期
分の法人税割額
租税条約の実施に係る法
人税割額の控除額

この申告により納付すべ
き道府県民税額　!6＋@0

@1のうち見込納付額

差　  引　　　@1－@2

この申告により納付すべき法人
税割額　　　　!2－!3－!4＋!5

還付法人税額等の控除額

０００

０００

０００

０００

０００

０００

００

００

０００

０００

資本金等の額総額

資本金等の額

資
本
割 $2

$3

$4

$1

付加価値額総額

付 加 価 値 額

付
加
価
値
割 $0

#9

#8

#7

#6

#5

#4

#3

$5

$8

%0

%2

%4

^1

%9

^3

%1

%3

%6%5

^6

^7

^8

^9

&0

&1

&2

&3

q

w

e

r

t

y

u

i

o

!0

!1

!2

!3

!4

!5

!6

!7

!8

!9

@0

@1

@2

@3

@4

@5

@6

@7

@8

@9

#0

#1

#2

&6

&5

こ　の　申　告　の　基　礎
年 日月

（
事

業

税
）

（
地
方
法
人
特
別
税
）

（
道
府
県
民
税
）

所 得 割

合計地方法人特別税額（%7＋%8）

資 本 割

摘　　要 税　　額課 税 標 準

付加価値割

収 入 割

繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は債務免除等が
あった場合の欠損金額等の当期控除額

仮計　^6＋^7＋^8－^9－&0

加

算

の
内
訳

減

算

損金の額又は個別帰属損金額に算入した海外投資等
損失準備金勘定への繰入額

損金の額又は個別帰属損金額に算入した所得税額及
び復興特別所得税額

益金の額又は個別帰属益金額に算入した海外投資等
損失準備金勘定からの戻入額
外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課さ
れた外国法人税額

課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額
q＋w＋e－r＋t

特別区分の課税標準
額

市町村分の課税標準
額

既に還付を請求した
利子割額

中 間 納 付 額

銀行　　　　　支店
口座番号（普通・当座）

利　子　割　額

既還付請求利子割額が過
大である場合の納付額

差引法人税割額
i－o－!0－!1

場
合
の
i
の
計
算

東
京
都
に
申
告
す
る

法 人 税 割 額
（y又はu×　）１００

@4×　１００
同上に対する税額

@6×　１００
同上に対する税額

利
子
割
額
に
関
す
る
計
算

還
付
請
求

利 子 割 額
（控除されるべき額）
控 除 し た 金 額
（i－o－!0と@8のうち

少ない額）

#1－#0（!5）

の　　・　・　・　による。修申
正告

更
正

決
定
再
更
正

※

００
兆 十億 百万 千 円

%7

%8

所 得 割 に 係 る
地 方 法 人 特 別 税 額
収 入 割 に 係 る
地 方 法 人 特 別 税 額

%0のうち見込納付額

^0

^2

仮 装 経 理 に 基 づ く
地方法人特別税額の控除額

既 に 納 付 の 確 定 し た
当期分の地方法人特別税額

この申告により納付すべき
地 方 法 人 特 別 税 額
%9－^0－^1－^2

租税条約の実施に係る
地方法人特別税額の控除額

$7

$6

$9

仮 装 経 理 に 基 づ く
事 業 税 額 の 控 除 額

平 成２７年 改 正 法 附 則 第 ８ 条 又 は 第 ９ 条 の 控 除 額

既に 納 付 の 確 定 し た
当 期 分 の 事 業 税 額

この申告により納付すべき
事業税額$5－$6－$7－$8－$9

租税条約の実施に係る
事 業 税 額 の 控 除 額

※
処
理
事
項

発 信 年 月 日
通信日付印 確認印

控除することができ
なかった金額  @8－@9

利子割還付額の均等割への充当　□ 希望する　□ 希望しない
兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

税率

差　　　  引
%0－%5

^5^4^3のうち見込納付額 差　　　  引
^3－^4

100

署
名
押
印

関
与
税
理
士

（
電
話
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

&4

平成 年 月 日平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成　年　月　日から
平成　年　月　日まで

法人税の申告書の種類 青色・その他有・無 有・無

法人税の当期の確定税額又は
連結法人税個別帰属支払額

法人税の期末現在の資本金等の額
又は連結個別資本金等の額

国外関連者の有無

申告期限の延長の処分
（承　認）の　有　無

要・否

法人税事業税

翌期の中間申告の要否この申告が中間申告
の場合の計算期間 有・無

決算確定の日

解 散 の 日 残余財産の最後の
分配又は引渡しの日

法第15条の４の徴収猶予を
受 けようとす る 税 額

（　　　　　　　　　　　　　　　）

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

事 業 種 目

法人税の
平成

期末現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額
（解散日現在の資本金の額
又は出資金の額）

期末現在の資本金の額及び
資本準備金の額の合算額
期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額

同上が１億円以下の普通法人のうち中小法人等に該当しないもの 非中小法人等

所 得 金 額 総 額
（&1－&2）又は別表５#2

%0

還付を受けようとする
金融機関及び支払方法

法人税の所得金額（法人税の明細書（別表４）の（４７））又は個別
所得金額（法人税の明細書（別表４の２付表）の（５５））

所得金額（法人税の明細書（別表４）の（３３））又は個別所得
金額（法人税の明細書（別表４の２付表）の（４２））

既還付請求利子割額が過
大である場合の納付額（#2）

利子割額の控除額
（控除した金額@9）

第
六
号
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）



申告
基礎

３３

３４

３５

３６

３７

３８

３９

４１

４２

４３

４０

４４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

３１

３２

２０

２１

２２

２３

２４

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

８９

０１

０２

０３

０４

０５

０６

０７

０８

０９

００

９０

Ｂ１２

Ｂ

Ａ

１２

０００

６０

６２

６４

５７

５８

４７

４９

５１

５３

５５

００

００

００

００

０００

０００

０００

０００

０００

０００

０００

０００

００

００

００

００

００

００

００

００

０００

０００

０００

５０

４８

４６

４５

５２

５４

５６

７９

８０

８１

８２

８３

８４

６３

６５

６６

６１

６７

６８

６９

７０

７１

７２

７３

５９

８８

８７

Ｂ
１２Ｂ

１２

１

３８

２５ ３７

４３

６９

２４

４４ ４９ ５０ ５５

年 月 日
申告年月日

事業年度又は
連結事業年度

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

使途秘匿金
税 額 等

８５

８６

７６

７５

７８

７７
法人税の繰戻しがある
場合の繰越欠損金額又
は繰越個別欠損金額
収入金額課税された
事業に係る所得金額
又は個別所得金額

７４

００

００

００

００

００

法 人 番 号

整 理 番 号 事務所 管 理 番 号区
分 申告区分

９１

９２

 予備
５６

期末現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額
（解散日現在の資本金の額 
 又 は 出 資 金 の 額）

期末現在の資本金の額及び
資本準備金の額の合算額

期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額

Ｂ
１２

事

業

税
売
上
高

住

民

税

２

３

１

総 数

総 数
軌 道 又
は 鉄 道

東 京 都
市町村分

本県分

総 数

本県分

総 数

本県分

総 数

本県分

分割
基準

分割
県数

１０４

９３

９４

９５

９６

９７

９８

９９

１００

１０１

１０２

１０３

第
六
号
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

012382
長方形



※
処理
事項

整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号

兆 十億 百万 円千

区
分

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

連結事業年度
又は事業年度

法 人 番 号

法人名

課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書

q

w

e

r

t

y

u

i

o

（個別帰属特別控除取戻税額等又は特別控除取戻税額等）

法人税法の規定によって計算した連結法人税額に係る個別帰属額又は法人税法の規定によって計算
した法人税額

差引個別帰属法人税額（（q＋w＋e）と（qの括弧書）のうちいずれか多い額）又は差引法人税額
（q＋w＋e）

控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額の控除額

控除対象個別帰属還付税額及び控除対象還付法人税額の控除額

退職年金等積立金に係る法人税額

連 結 親 法 人 の
本店所在地及び電話番号

（ ふ り が な ）
連 結 親 法 人 の 名 称
及 び 法 人 番 号

当期に発生した控除対象個別帰属税額
（qの括弧書）－（q＋w＋e）

課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額
r－t－y＋u

　〒

（電話　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）

!0

!1

!2

!3

!4

有（連結法人）・無（連結法人以外の法人）

連結親法人・連結子法人

法人税における連結
納税の承認の有無

連結親法人・子法人
の区分

連結親法人の区分

特定連結子法人・非特定連結子法人連結子法人の区分

連結申告・単体申告法人税の申告区分

普通法人・協同組合等・特定医療法人

試験研究費の額に係る連結法人税額の特別控除額に係る個別帰属額又は試験研究費の額に係る法人
税額の特別控除額

国家戦略特別区域において機械等を取得した場合等の連結法人税額の特別控除額に係る個別帰属額
又は国家戦略特別区域において機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除額

（法人番号）

第
六
号
様
式
別
表
一
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）



２４

４９

３７

５５

４４

４３

１２

２５

３８

５０

５６ ６９

整 理 番 号

Ｂ

事務所

予備

連結事業年度
又は事業年度

申告区分区
分

１

個別帰属特別控除取戻税額等
又は特別控除取戻税額等

申告年月日

管 理 番 号

０２

０３

０４

０５

０６

０７

０８

１０

０９

０１

第
六
号
様
式
別
表
一
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

法 人 番 号

（法人番号）
７０ ８２

012382
長方形



※
処理
事項

整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号区
分

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

事 業
年 度

法 人 名

所 得 金 額 に 関 す る 計 算 書

所 得 金 額 の 計 算 非 課 税 所 得 の 区 分 計 算

加

算

減

算

非
課
税
等
所
得

林 業 に 係 る 所 得

鉱 物 の 掘 採 事 業 に 係 る 所 得

社会保険等に係る医療の所得

農事組合法人の農業に係る所得

小 計

小 計

小 計

q

w

e

r

t

y

u

i

o

!0

!1

!2

!3

!4

!5

!6

!7

!8

!9

@0

@1

@2

@3

@4

@5

@6

@7

@8

@9

#0

#1

#2

#3

#4

#7

#8

#9

#6

#5

仮　　　　　計　　　　q＋y－!3

再 仮 計 　 !4－!5

外 国 の 事 業 に 帰 属 す る 所 得

所得金額差引計 　 !6－@1

繰越欠損金額等又は災害損失金額の
当期控除額
債務免除等があった場合の欠損金額
等の当期控除額

新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費
の特別控除額
農業経営基盤強化準備金積立額の損
金算入額
農用地等を取得した場合の圧縮額の
損金算入額
関西国際空港用地整備準備金積立額
の損金算入額
中部国際空港整備準備金積立額の損
金算入額

所得金額再差引計 　@2－@3－@4

再投資等準備金積立額の損金算入額

合計 @5－@6－@7－@8－@9－#0－#1

外
国
の
事
業
に
帰
属
す
る
所
得

外国における事務所又は事業所の期
末の従業者数

鉱物の掘採事業と精錬事業とを通じ
て算定した所得

生産品の収入金額又は生産品の収入
金額から買鉱価格を差し引いた金額

鉱産税の課税標準であるべき鉱物の
価額

期 末 の 総 従 業 者 数

外 国 か ら 生 ず る 事 業 所 得
（!4＋i）×#3／#4

鉱 物 の 掘 採 事 業 の 所 得
#6×#8／#7

鉱
物
の
掘
採
事
業
の
所
得

備

考

兆 十億 百万 千 円

損金の額又は個別帰属損金額に算入した
所得税額及び復興特別所得税額
損金の額又は個別帰属損金額に算入した
海外投資等損失準備金勘定への繰入額
損金の額又は個別帰属損金額に算入した
外国法人税の額
非適格の合併等又は残余財産の全部分
配等による移転資産等の譲渡利益額

益金の額又は個別帰属益金額に算入した
海外投資等損失準備金勘定からの戻入額
外国の事業に帰属する所得以外の所得
に対して課された外国法人税の額
外国の事業に帰属する所得に対して課
された外国法人税の額
特定目的会社又は投資法人の支払配当
の損金算入額
特定目的信託及び特定投資信託に係る
利益又は収益の分配の額の損金算入額
非適格の合併等又は残余財産の全部分
配等による移転資産等の譲渡損失額

円

人所得金額（法人税の明細書（別表４）の（３３））又は個別所得
金額（法人税の明細書（別表４の２付表）の（４２））

第
六
号
様
式
別
表
五
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）

法人番号



整 理 番 号

申告年月日
事業年度

事務所 申告区分管 理 番 号区
分

２４１

４９

３７

４４

４３

２５

３８

５５５０

５６ ６９

予備

B
１２

Ａ 第
六
号
様
式
別
表
五
（
入
力
用
）

０１

０２
０３

０４

０５

０６

０７

０８

０９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

３１

３２

法人番号

（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）

012382
長方形



第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
A
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

※
処理
事項

整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号区
分

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

事 業
年 度

法 人 名

付加価値額及び資本金等の額の計算書

付 加 価 値 額 の 計 算

１．付加価値額及び資本金等の額の計算

資 本 金 等 の 額 の 計 算

収
益
配
分
額
の
計
算

除
額
の
計
算

雇
用
安
定
控

q

w

e

r

t

y

u

i

o

!0

!1

!2

!3

!4

!5

!6

!7

!8

!9

@0

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

純支払利子
別表５の２の２#4又は別表５の４e

報酬給与額
別表５の２の２#3又は別表５の３!2

純支払賃借料
別表５の２の２#5又は別表５の５e

収益配分額
①＋②＋e

付加価値額
r＋t

収益配分額のうちに報酬給与額の占める割合
q／r

r×
  ７０

　　１００
雇用安定控除額

q－i

雇用者給与等支給増加額
別表５の６#4

課税標準となる付加価値額
y－o－!0

単年度損益
第６号様式&1又は別表５@2

差引
!4－!5

課税標準となる資本金等の額
!7＋!8＋!9

  !6のうち１,０００億円を超え  
×
５０

 ５,０００億円以下の金額　　　  １００

控除額計

当該事業年度の月数

!6のうち１,０００億円以下の金額

資本金等の額

％

月

!2× 
!3

　　１２

  !6のうち５,０００億円を超え  
×
２５

１兆円以下の金額　  　　　  １００

２．資本金等の額の明細

兆 十億 百万 千 円兆 十億 百万 千 円兆 十億 百万 千 円兆 十億 百万 千 円

差引期末現在の金額　@4
（@1－@2＋@3）

当期中の増加額　@3当期中の減少額　@2期首現在の金額　@1

資 本 金 の 額
又 は 出 資 金 の 額
資本金の額及び資本準備金
の 額 の 合 算 額
法人税の資本金等の額又は
連 結 個 別 資 本 金 等 の 額

期 中 に 金 額 の 増 減 が
あ っ た 場 合 の 理 由 等

区　　分

１

２

３

下表２@4若しくは下表３@4又は別表５の２の３w、
別表５の２の３@3若しくは別表５の２の３@5

別表５の２の３!2、別表５の２の３#0若しくは
別表５の２の３#5又は別表５の２の４!0

法人番号



第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
A
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号区
分

申告年月日

差引期末現在の金額当期中の増加額当期中の減少額期首現在の金額

２１

２２

２３

事業年度

２４１

４９

３７

４４２５

４３３８

１２

５５５０

５６ ６９

予備

Ａ

B

１２
B

０１

０２

１２

０３

１３

０４

１４

０５

１５

０６

１６

０７

１７

０８

１８

０９

１９

２０

１０

１１

１５ ２９２８ ４３４２ ５７５６ ７０１３

法人番号



※
処理
事項

整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号区
分

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

事 業
年 度

法人番号

付 加 価 値 額 に 関 す る 計 算 書
１．付加価値額の総額の計算

兆 十億 百万 千 円報酬給与額
別表５の３

純支払利子
別表５の４

純支払賃借料
別表５の５

兆 十億 百万 千 円単年度損益
別表５

付加価値額
＋ ＋ ＋

４．報酬給与額等の計算
兆 十億 百万 千 円報酬給与額

－ －
純支払利子

－ －

兆 十億 百万 千 円純支払賃借料
－ －

２．外国の事業に帰属する付加価値額の計算

３．非課税事業に係る報酬給与額等の計算

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

外国の事業に帰属する報酬給与額

外国の事業に帰属する純支払利子

外国の事業に帰属する純支払賃借料

外国の事業に帰属する単年度損益
別表５

兆 十億 百万 千 円

人

円

外国の事業に帰属する付加価値額
＋ ＋ ＋

外国の事業に帰属する付加価値額の計算方
法 区分計算・従業者数あん分

外国における事務所又は事業所の期末の従
業者数

期末の総従業者数

林

業

鉱
物
の
掘
採
事
業
農
事
組
合
法
人
の
行
う
農
業

非
課
税
事
業
計

報酬給与額

純支払利子

純支払賃借料

純支払利子

純支払賃借料
鉱物の掘採事業に係る報酬給与額

× ／

報酬給与額

純支払利子

純支払賃借料

報酬給与額
＋ ＋

純支払利子
＋ ＋

純支払賃借料
＋ ＋

報酬給与額

鉱
物
の
掘
採
事
業
に
係
る
報
酬
給
与
額
等

鉱物の掘採事業と精錬事業とを通じ
て算定した報酬給与額
鉱物の掘採事業と精錬事業とを通じ
て算定した純支払利子
鉱物の掘採事業と精錬事業とを通じ
て算定した純支払賃借料

鉱産税の課税標準であるべき鉱物の
価額

鉱物の掘採事業に係る純支払利子
× ／

鉱物の掘採事業に係る純支払賃借料
× ／

生産品の収入金額又は生産品の収入
金額から買鉱価格を差し引いた金額

法 人 名

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）



０１

０２
０３

０４

０５

３３

３４

３５

０６

０７
０８

０９

１０

１１

１２

１３
１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

整 理 番 号

申告年月日
事業年度

事務所 申告区分管 理 番 号区
分

２４１

４９

３７

４４

４３

２５

３８

５５５０

５６ ６９

予備

Ａ

B
１２

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
二
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

法人番号

012382
長方形



法附則第９条第１項関係

法附則第９条第４項から第７項関係

※
処理
事項

整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号区
分

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

事 業
年 度

資 本 金 等 の 額 に 関 す る 計 算 書

収 入 金 額 課 税 事 業 を あ わ せ て 行 う 法 人

法第７２条の２１第１項第１号から第３号及び同条第２項関係

特 定 内 国 法 人 又 は 非 課 税 事 業 を あ わ せ て 行 う 法 人

q

w

兆 十億 百万 千 円 人

収入金額課税事業以外の事業に係る資本金等の額
q×e／r

e

r

収入金額課税事業以外の事業に係る期末の
従業者数

期末の総従業者数

t

y

u

i

o

!0

!2

兆 十億 百万 千 円

％

月数あん分後の資本金等の額
別表５の２!4

特定子会社の株式又は出資に係る控除額
別表５の２の４!0

差引
t－y

外国の事業に係る控除額
（u×別表５の２の２!0／同表t）

又は（u×別表５の２の２!1／同表!2）

再差引
u－i

非課税事業に係る控除額
o×!4／!5

!1
課税標準の特例に係る控除額

#0

控除額計
y＋i＋!0＋!1

!3
特定内国法人の付加価値額の総額に占める
国内の事業に帰属する付加価値額の割合
（別表５の２の２t－同表!0）／同表t

人
!4国内における非課税事業に係る期末の従業

者数

!5国内における事務所又は事業所の期末の従
業者数

特定内国法人

非課税事業をあわせて行う法人

１．内国法人の資本金等の額に関する計算

!6

!7

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

資本金等の額
別表５の２下表３@4

法第７２条の２１第１項第１号に係る加算

!8

!9

@0

@1

@3

法第７２条の２１第１項第２号及び第３号に係る控除

仮計
!6＋!7－!8

資本金の額
別表５の２下表１@4

資本準備金の額

@2

!9と@2のいずれか大きい額

仮計
@0＋@1

@7課税標準の特例に係る控除割合

@8未収金の帳簿価額

@6

@5

@4

月数あん分後の資本金等の額
別表５の２!4又は（o－!0）

資本金の額
別表５の２下表１@4

法附則第９条第１項に係る額
@4×２

円

@9総資産価額

#0課税標準の特例に係る控除額
（@6×@7）又は（@6×@8／@9）

２．特例適用対象法人等の資本金等の額に関する計算

#1

#2

#3

#4

#5

兆 十億 百万 千 円 人月数あん分後の資本金等の額
別表５の２!4

外国の事業に係る控除額
#1×#6／#7

差引
#1－#2

非課税事業又は収入金額課税事業に係る控除額
#3×#8／#9

控除額計
#2＋#4

#7期末の総従業者数

#6外国における事務所又は事業所の期末の従
業者数

人
#8国内における非課税事業又は収入金額課税

事業に係る期末の従業者数

#9国内における事務所又は事業所の期末の従
業者数

非課税事業又は収入金額課税事業をあわせて行う法人

３．外国法人の資本金等の額に関する計算

法 人 名

法人番号

資本金等の額
　　別表５の２下表３@4又は@3若しくは@5

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
三
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）



０１

０２

０５

０６

０７

０８

０９

１０

１１

１２

１６

１７

１９

１８

２０

２１

２２

２３

３１

３２

３３

３４

３５

２４

２６

２５

３０

整 理 番 号

申告年月日
事業年度

事務所 申告区分管 理 番 号区
分

２４１

４９

３７

４４

４３

２５

３８

５５５０

５６ ６９

予備

Ａ

B
１２

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
三
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

法人番号

012382
長方形



※
処理
事項

整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号区
分

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

事 業
年 度

法人番号

報 酬 給 与 額 に 関 す る 明 細 書

役 員 又 は 使 用 人 に 対 す る 給 与

役 員 又 は 使 用 人 の た め に 支 出 す る 掛 金 等

労 働 者 派 遣 等 に 係 る 金 額 の 計 算

兆 十億 百万 千 円

１ 円
退職金共済制度に基づく掛金 １０ 円適格年金返還金額のうち厚生年金基金への

事業主払込相当額

２確定給付企業年金に係る規約に基づく掛金
又は保険料 １１適格年金返還金額のうち確定給付企業年金

基金への事業主払込相当額

３企業型年金規約に基づく事業主掛金 １２適格年金返還金額のうち他の適格年金への
事業主払込相当額

４勤労者財産形成給付金契約に基づく信託金
等 １３適格年金返還金額のうち特定退職金共済へ

の事業主払込相当額

５勤労者財産形成基金契約に基づく信託金等 １４適格年金の要留保額移管の場合における資
産価額相当額

６厚生年金基金の事業主負担の掛金及び徴収
金 ７－８

９適格退職年金契約に基づく掛金及び保険料

④小計 １＋２＋３＋４＋５＋６＋９ 計 （④－⑤）
兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

⑥

兆 十億 百万 千 円

⑫報酬給与額の計算
（③＋⑥＋⑧＋⑪）

１５適格年金返還金額のうち企業型年金の個人
別管理資産への事業主払込相当額

７事業主として負担する掛金及び負担金の
総額 １６適格年金返還金額のうち企業型年金の過去

勤務債務等に充てる事業主払込相当額

８代行相当部分 ⑤小計 １０＋１１＋１２＋１３＋１４＋１５＋１６

⑦
兆 十億 百万 千 円派遣元に支払う金額の合計

別表５の３の２①

労働者派遣等を受けた法人 労働者派遣等をした法人

⑧⑦×７５１００

兆 十億 百万 千 円

円人

③

②

①

計
（①＋②）

加算又は減算

小 計

事務所又は事業所

名称 所在地

期 末 の
従 業 者 数 給与の額 備 考

⑨
兆 十億 百万 千 円派遣労働者等に支払う報酬給与額の合計

別表５の３の２②

⑩派遣先から支払を受ける金額の合計
別表５の３の２③

⑪⑨－ ⑩×７５１００

第
六
号
様
式
別
表
五
の
三
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

法 人 名



整 理 番 号

申告年月日
事業年度

事務所 申告区分管 理 番 号区
分

２４１

４９

３７

４４

４３

２５

３８

５５５０

５６ ６９

予備

Ａ

B
１２

B
１２

B
１２

０４ ０６

１２

０５

０７

０８

０３

０９

１０

１１

第
六
号
様
式
別
表
五
の
三
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

法人番号

012382
長方形



氏名又は名称
区　分

住所又は所在地

計

借入金等の期末現在高

支 払 利 子

円円

①

備　　考期中の支払利子額借　　　入　　　先

※
処理
事項

整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号区
分

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

事 業
年 度

法人番号

法 人 名

純支払利子に関する明細書

第
六
号
様
式
別
表
五
の
四
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

兆 十億 百万 千 円

氏名又は名称
区　分

住所又は所在地

計

純支払利子の計算（①－②）

貸付金等の期末現在高

受 取 利 子

円円

②

③

備　　考期中の受取利子額貸　　　付　　　先

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円



整 理 番 号

申告年月日
事業年度

事務所 申告区分管 理 番 号区
分

２４１

４９

３７

４４

４３

２５

３８

５５５０

５６ ６９

予備

Ａ

０１
B

１２

０２

０３

第
六
号
様
式
別
表
五
の
四
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

法人番号

012382
長方形



所 在 地 住所又は所在地

計

支 払 賃 借 料

円

①

備 考契 約 期 間

平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで

期中の支払賃借料
貸主の氏名又は名称土 地 の 用 途 又 は

家屋の用途若しくは名称

※
処理
事項

整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号区
分

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

事 業
年 度

法人番号

純支払賃借料に関する明細書

第
六
号
様
式
別
表
五
の
五
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

兆 十億 百万 千 円

純支払賃借料の計算（①－②）

受 取 賃 借 料

③

兆 十億 百万 千 円

所 在 地 住所又は所在地

計

円

②

備 考契 約 期 間

平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで

期中の受取賃借料
借主の氏名又は名称土 地 の 用 途 又 は

家屋の用途若しくは名称

兆 十億 百万 千 円

法 人 名



整 理 番 号

申告年月日
事業年度

事務所 申告区分管 理 番 号区
分

２４１

４９

３７

４４２５

４３３８

５５５０

５６ ６９

予備

Ａ

０１
B

１２

０２

０３

第
六
号
様
式
別
表
五
の
五
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

法人番号

012382
長方形



管 理 番 号

第
六
号
様
式
別
表
十
四
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
A
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）

※
処理
事項

整 理 番 号 事務所 申告区分区
分

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

事 業
年 度

法人番号

法 人 名

基準法人所得割額及び基準法人収入割額に関する計算書

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

摘 要

１.基準法人所得割額の計算

所得割の課税標準 基準法人所得割額

基準法人収入割額

所 得 金 額 総 額

年 ８００ 万 円 を 超 え る 金 額

軽 減 税 率 不 適 用 法 人 の 金 額

計 ＋ ＋

年 ４００ 万 円 以 下 の 金 額

年４００万円を超え年８００万円以下の金額

所

得

割

兆 十億 百万 千 円

摘 要

２.基準法人収入割額の計算

収入割の課税標準

収 入 金 額 総 額

収 入 金 額

収
入
割

０００ ００

０００ ００

０００ ００

０００ ００

０００ ００

０００ ００

税 率
（ ）１００

税 率
（ ）１００



管 理 番 号

第
六
号
様
式
別
表
十
四
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
A
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）

整 理 番 号 事務所 申告区分区
分

申告年月日
事業年度

２４１

４９

３７

４４

４３３８

２５

１２

５５５０

５６ ６９

予備

Ａ

Ｂ
０１

０２ ０９

０３ １０

０４ １１

０５ １２

０６ １３０００ ００

０００ ００

０００ ００

０００ ００

０００ ００

１２

Ｂ
０７

０８ １４０００ ００

法人番号

012382
長方形



整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号区
分

受付印

関与税理士
署 名 押 印

（電話　　　　　　　　　　　　　　　）

平成 年 月 日から平成 年 月 日までの事業年度分の退職年金等積立金に係る道府県民税の

殿

※
処
理
事
項

申告年月日法　人　番　号

兆 十億 百万 千 円

日月年

兆 十億 百万 千 円

事業種目

（ふりがな）

（ふりがな）

法 人 名

代 表 者
氏 名 印

本県が支店
等の場合は
本店所在地
と併記

所 在 地

課税標準となる退職年金等積立金に係る法人税額

（法人税の申告書（別表１９）の（１１））

２以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人
における課税標準となる退職年金等積立金に係る
法人税額

③のうち既に納付の確定した当期分の法人税割額

この申告により納付すべき法人税割額　③－④

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

法 人 税 割 額 ①又は②×
１００

同上に対する税額 ⑥ ×
１００

同上に対する税額 ⑧ ×
１００

東
京
都
に
申
告
す
る
場
合
の
③
の
計
算

特 別 区 分 の 課 税 標 準 額

市 町 村 分 の 課 税 標 準 額

００

００

００

※
申告書 

（電話　　　　　　　　　　　　　　　）

発 信 年 月 日
通信日付印 確認印

平成　　　年　　　月　　　日

０００

０００

０００

０００

期末現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額
期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額

（ふりがな）

経理責任者
氏 名

第
六
号
の
二
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
紫
色
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）



整 理 番 号 事務所 申告区分区
分

申告年月日

００

００

００

住

民

税

総数

東京都
市町村分

本県分

事業年度

４４ ４９ ５０ ５５

Ｂ
１２

Ｂ
１２

予備

Ｂ
１２

分割
基準

分割
県数

８０

８１

８２

８３

７１

７２

０１

０２

０４

０５

０６

０７

０８

０９

０３

１ ２４

２５

４３

５６ ６９

Ａ

日月年

０００

０００

０００

０００

第
六
号
の
二
様
式
（
入
力
用
）

管 理 番 号

法　人　番　号

期末現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額

期 末 現 在 の
資本金等の額

（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
紫
色
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

012382
長方形



第
七
号
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
草
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号区
分

受付印
平成　　　年　　　月　　　日

殿

※
処
理
事
項

発 信 年 月 日

通信日付印 確認印

年 月 日
申告年月日法 人 番 号

所 在 地

本県が支店等
の場合は本店
所在地と併記

（電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事 業 種 目

前期末現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額

（　　　　　　　　　　　　　　　）

兆 十億 百万 千 円

（　　　　　　　　　　　　　　　）

兆 十億 百万 千 円

（ふりがな）

（ふりがな）

法 人 名

代 表 者
自署押印

（ふりがな）

経理責任者
自 署 押 印

前期末現在の資本金の額及び
資本準備金の額の合算額

前 期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額

　　

※

事 　 業 　 税 道 府 県 民 税

前 事 業 年 度 の 事 業 税 額（#9の金額）

前事業年度の地方法人特別税額（$9）

予 定 申 告 税 額　　（⑱＋⑲＋⑳＋@1＋@3）

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

⑰

⑱

@1

⑲

@4

@5

@6

@2

@3

⑳

@7

@8

@9

#0

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

$1

$3

$0

$2

①

②

③

④

⑤

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

%0

この申告により納付すべき事業税額及び地方法人特別税額　@4－@5

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

摘 要 税 額課 税 標 準

前事業年度又は前連結事業
年度の法人税割額

予 定 申 告 税 額

（ （①×前 事 業 年 度 又 は
前連結事業年度の月数

６

この申告が修正申告である場合は
既に納付の確定した当期分の法
人税割額

この申告により納付
すべき法人税割額

前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細

合 計 事 業 税 額　@8＋#0＋#2＋#4

$9

$8

$7

$6

$5

$4

合 計 地 方 法 人 特 別 税 額　（$4＋$5）

仮装経理に基づく事業税額の控除額

平成27年改正法附則第8条又は第9条の控除額

租税条約の実施に係る事業税額の控除額

納 付 す べ き 事 業 税 額 #5－#6－#7－#8

税率
（　）１００

所
得
割

所得金額総額

付加価値額総額

付 加 価 値 額

資本金等の額総額

資本金等の額

収入金額総額

収 入 金 額

所 得 金 額

所 得 割 に 係 る
地 方 法 人 特 別 税 額
収 入 割 に 係 る
地 方 法 人 特 別 税 額

付
加
価
値
割

資
本
割

収
入
割

#9
の
内
訳

月

円×１２

均

　等

　割

　額

この申告により納付
すべき道府県民税額

④＋⑥

前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額の明細

法 人 税 割 額

利子割額の控除額

外 国 の 法 人 税 等
の 額 の 控 除 額
仮装経理に基づく法人
税 割 額 の 控 除 額

租税条約の実施に係る
法人税割額の控除額
納付すべき法人税割額
⑨－⑩－⑪－⑫－⑬

差 引 法 人 税 割 額

（電話　　　　　　　　　　　）

こ の 申 告 の 期 間

前事業年度又は前連結事業
年度の期間　　　　

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

法第１５条の４の徴収猶予
を受けようとする税額

関与税理士

署 名 押 印

備

　考

②－③

⑭－⑮

（⑯の金額）

算 定 期 間 中 に お い て
事務所等を有していた月数

兆 十億 百万 千 円

所 　 得 　 割 　 額（ （前事業年度の月数
６$0×

$1×

地方法人特別税額（ （前事業年度の月数
６@2×

付 加 価 値 割 額（ （前事業年度の月数
６

資 　 本 　 割 　 額（ （前事業年度の月数
６

$2×

収 　 入 　 割 　 額（ （前事業年度の月数
６

$3×

仮装経理に基づく地方法人特別税額の控除額

租税条約の実施に係る地方法人特別税額の控除額

納付すべき地方法人特別税額　$6－$7－$8

００
兆 十億 百万 千 円兆 十億 百万 千 円（

地
方
法
人
特
別
税
）

（
事

業

税
）

付加価値割

収 入 割

所 得 割

資 本 割

摘 要 税 額課 税 標 準 税率
（　）１００

この申告が修正申告である場合は既に納付の確定した
当 期 分 の 事 業 税 額 及び 地 方 法 人 特 別 税 額

平成 年 月 年 月 日までの　　　　　　　の　　　　　の予定申告書日から平成
事業年度分又は
連結事業年度分

道 府 県 民 税
事　　業　　税
地方法人特別税

地
方
法
人
特
別
税

００

（特別控除取戻税額等又は個別
帰属特別控除取戻税額等）
課税標準となる法人税額又は個別
帰属法人税額

⑭のうち特別控除取戻税額等又
は個別帰属特別控除取戻税額等
に係る法人税割額



第
七
号
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
草
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

整 理 番 号１ 事務所 申告区分区
分

Ａ

Ｂ

２５

０１

０２

０３

０４

１７

１８

１９

２０

２２

２１

２３

２４

２５

２６
０５

０６

０７

５０

１２

４３

２４

申告年月日申告年月日

７０

７１

７２

７３

事業年度又は
連結事業年度  予備

４４ ４９ ５０ ５５ ５６ ６９

Ｂ
１２

Ｂ
１２

Ｂ
１２

事

業

税

売
上
高

１

２

総 数

総 数
軌 道 又
は 鉄 道

本県分

総 数

本県分

分割
基準

分割
県数

００

００

００

００

００

００

００

００

００

８０

８１

８２

８３

８４

３
総 数

本県分

８５

８６

８７

８８

年 月 日

００

００

００

００

００

００

００

管 理 番 号

法 人 番 号

前期末現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額

前期末現在の資本金の額及び
資本準備金の額の合算額

前期末現在の
資本金等の額

012382
長方形



第
十
号
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
六
条
の
四
関
係
）

受付印

分割基準の修正に関する届出書

平成 年 月 日

殿

（電話　　　　　　）

更正の請求の対象となる事業年度 平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日まで

1．従業者数 3．事務所又は事業所数
2．固定資産の価額 4．軌道の延長キロメートル数

適 用 す る 分 割 基 準

所在地及び
電 話 番 号
（ふりがな）
法　人　名

事 務 所 又 は 事 業 所 分 割 基 準

名　　　称

分割基準に誤
りを生じた事
情の詳細

修　正　前 修　正　後所 在 地

合　　　　　　　　　　　　計

法 人 番 号



第
十
号
の
三
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
六
条
の
五
関
係
）

平成 年 月 日

殿

更 正 請 求 書
受付印

〒
（電話 ）

地方税法 条 の規定に基づき、次のとおり更正の請求をします。

法第２０条の９の３第１項の
更正の請求の場合

法第５３条の２の更正の請求の
場合

更正の請求をする理由及び請
求をするに至った事情の詳細
その他参考となるべき事項
連結親法人の本店所在地及び
電話番号

〒
（電話 ）

（電話 ）

（ふ り が な）
連結親法人の名称及び法人番号

還付を受けようとする金融機関
及び支払方法

関 与 税 理 士 署 名 押 印

法第２０条の９の３第２項の
更正の請求の場合

法第７２条の３３の２の更正の
請求の場合

道府県
民 税

摘 要 更 正 の 請 求 前 更 正 の 請 求 後

法 定 納 期 限 平成 年 月 日

第 １ 号 の 判 決 等 の 確 定 日 平成 年 月 日

第２号の更正・決定等のあった日 平成 年 月 日

第３号の政令で定める理由の生じた日 平成 年 月 日

国 の 税 務 官 署 の 更 正 の 通 知 日 平成 年 月 日

修 正 申 告 書 の 提 出 日 平成 年 月 日

更 正 ・ 決 定 の 通 知 を 受 け た 日 平成 年 月 日

国の税務官署の更正・決定の通知日 平成 年 月 日

課 税 標 準 等

税 額 等

税 額 等

事業税

地方法人
特 別 税

所 得 等

付 加 価 値 額

資本金等の額

収 入 金 額

欠 損 金 額 等

更正の請求の対象となる
事業年度又は連結事業年度 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

円 円

基準法人所得割額

基準法人収入割額

税 額 等

課
税
標
準
等

課
税
標
準

所 在 地 及 び 電 話 番 号

（ふ り が な）
法 人 名 及 び 法 人 番 号

（ふ り が な）
代 表 者 氏 名 印

銀行 支店 口座番号（普通・当座）

※
処
理
事
項

発 信 年 月 日

通 信 日 付 印 確認印

（法人番号）

（法人番号）



第
十
号
の
四
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
六
条
の
五
関
係
）

平成 年 月 日

殿

更 正 請 求 書

※
処
理
事
項

発 信 年 月 日

通 信 日 付 印 確認印

地方税法 条 の規定に基づき、次のとおり更正の請求をします。

更正の請求の対象となる
事業年度又は連結事業年度

法第２０条の９の３第１項の更正の
請求の場合

法第３２１条の８の２の更正の
請求の場合

更正の請求をする理由及び請
求をするに至った事情の詳細
その他参考となるべき事項

還付を受けようとする金融機関
及び支払方法

連結親法人の本店所在地及び
電話番号

関 与 税 理 士 署 名 押 印

（ふ り が な）
連結親法人の名称及び法人番号

（ふ り が な）
代 表 者 氏 名 印

所 在 地 及 び 電 話 番 号

（ふ り が な）
法 人 名 及 び 法 人 番 号

〒
（電話 ）

（電話 ）

〒

（電話 ）

法第２０条の９の３第２項の更正の
請求の場合

摘 要 更 正 の 請 求 前 更 正 の 請 求 後

法 定 納 期 限

第 １ 号 の 判 決 等 の 確 定 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

第２号の更正・決定等のあった日 平成 年 月 日

第３号の政令で定める理由の生じた日 平成 年 月 日

国 の 税 務 官 署 の 更 正 の 通 知 日

銀行 支店 口座番号（普通・当座）

平成 年 月 日

課 税 標 準 等

税 額 等

平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

円 円

受付印

（法人番号）

（法人番号）



整 理 番 号 事務所 申請区分管 理 番 号

法 人 番 号

区
分

受付印
年　　　月　　　日

年　　月　　日
殿

所 在 地

事 業 年 度 又 は
連 結 事 業 年 度

事 業 年 度 又 は
連 結 事 業 年 度

納 期 限

納 期 限

担 保

法 人 道 府 県 民 税 事 業 税 ・ 地 方 法 人 特 別 税

事 業 税 ・ 地 方 法 人 特 別 税

法 人 税 割 額

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

法律による金額

法律による金額

法律による金額

法律による金額

法律による金額

法律による金額

法律による金額

円

円

円

円

円

円

円

法律による金額

法律による金額

法律による金額

法律による金額

法律による金額

法律による金額

法律による金額

延 滞 金 額

法 人 道 府 県 民 税

法 人 税 割 額

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

法律による金額

法律による金額

法律による金額

法律による金額

法律による金額

法律による金額

法律による金額

延 滞 金 額

所得割額又は地方法人特別税額 付加価値割額

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

所得割額又は地方法人特別税額 付加価値割額

加 算 金 額 延 滞 金 額

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

法律による金額

法律による金額

法律による金額

法律による金額

法律による金額

法律による金額

法律による金額

加 算 金 額 延 滞 金 額

本県が支店等
の場合は本店
所在地と併記

（電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（ふりがな）

（ふりがな）

法 人 名

相互協議申立て年月日

代 表 者
自署押印

地方税法 の規定により、下記のとおり徴収猶予を申請します。第55条の2第1項・第72条の39の2第1項
第55条の4第1項・第72条の39の4第1項

※
処
理
事
項

発 信 年 月 日
通信日付印 確認印

納

付

す

べ

き

金

額

上
記
の
う
ち
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額

徴収猶予の申請書 第
十
号
の
五
様
式
（
第
三
条
の
四
・
第
三
条
の
四
の
三
・
第
五
条
の
二
・
第
五
条
の
四
関
係
）

012382
長方形

012382
長方形



整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号区
分

受付印

関与税理士
署 名 押 印

（電話　　　　　　　　　　　　　　　）

殿

※
処
理
事
項

発 信 年 月 日
通信日付印 確認印

申告年月日法 人 番 号

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

事業種目

②

①

００

※

００

００

００

００

る
事
務
所
又
は
事
業
所

道
府
県
内
に
あ
る
主
た

（電話　　　　　　　　　　　　　　　）

所 在 地

所 在 地

名 称

代表者又
は管理人
の氏名印

（ふりがな）

名 称

（ふりがな）

所 在 地

名 称

（ふりがな）

（ふりがな）

本
店
又
は
本
社

（電話　　　　　　　　　　　　　　）

資本金
等の額

平成　　　年度　道府県民税の均等割申告書

道府県内にあ
る主たる事務
所又は事業所
以外の事務所
又は事業所

前年４月１日から３月３１日までの
間に道府県内に事務所又は事業所
を有していた期間

この申告によって納付すべき道府
県民税の均等割額

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで
同左の月数 月

円×１２
（イ）

円×１２
（ウ）

円×１２
（エ）

円×１２
（ア）

場
合
の
②
の
計
算

東
京
都
に
申
告
す
る

特別区
の区域 

市町村
の区域 

平成　　・　　・　　から
平成　　・　　・　　まで

月
（ア）

平成　　・　　・　　から
平成　　・　　・　　まで

月
（イ）

平成　　・　　・　　から
平成　　・　　・　　まで

月
（ウ）

平成　　・　　・　　から
平成　　・　　・　　まで

月
（エ）

東京都に納付

すべき均等割

額②の計算

特別区の区域分

市町村の区域分

（税率）

（税率）

（税率）

（税率）

円×
①
１２

年 月 日
平成　　　年　　　月　　　日

前年４月１日
から３月３１日
までの間に都
内に事務所又
は事業所を有
していた期間

第
十
一
号
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
紫
色
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）



整 理 番 号 事務所 申告区分

資本金
等の額

区
分

申告年月日

００

月

Ｂ
１２

７３

０１

０２

１ ２４

２５

４３

Ａ

Ｂ
１２

４４ ４９

５０ ５５

５６

６９

予備

第
十
一
号
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
紫
色
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

年 月 日

管 理 番 号

法 人 番 号

012382
長方形



か
ら

ま
で

都道府県コード

口　　座　　番　　号

年　度 ※　　処　　理　　事　　項

事 業 年 度 又 は 連 結 事 業 年 度 申 告 区 分

加　　　入　　　者

都道
府県

所在地及び法人名

そ
の
他

決
定

更
正

修
正

確
定

予
定

中
間 （ ）

法人税割額

均 等 割 額

延 滞 金

所 得 割 額

資 本 割 額

収 入 割 額

地方法人特別税額

付加価値割額

延 滞 金

計

計
（１０～１４）

計
（０５～０９）

過少申告加算金

不申告加算金

重 加 算 金

０１

０２

０３

０４

０５

０６

０７

０８

０９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

合 計 額 １６

納 期 限

課税事務所

年 月 日 領

収

日

付

印

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

法
人
道
府
県
民
税

法
人
事
業
税
・
地
方
法
人
特
別
税

管　理　番　号

上記のとおり領収しました。（納税者保管）

◎この納付書は、３枚１組の複写式とな
　っていますので、切り離さずに提出し
　てください。

法人 　 　 領 収 証 書公道府県民税
事　業　税

地 方 法 人 特 別 税

か
ら

ま
で

都道府県コード

口　　座　　番　　号

年　度 ※　　処　　理　　事　　項

事 業 年 度 又 は 連 結 事 業 年 度 申 告 区 分

加　　　入　　　者

都道
府県

所在地及び法人名

そ
の
他

決
定

更
正

修
正

確
定

予
定

中
間 （ ）

法人税割額

均 等 割 額

延 滞 金

所 得 割 額

資 本 割 額

収 入 割 額

地方法人特別税額

付加価値割額

延 滞 金

計

計
（１０～１４）

計
（０５～０９）

過少申告加算金

不申告加算金

重 加 算 金

０１

０２

０３

０４

０５

０６

０７

０８

０９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

合 計 額 １６

納 期 限

課税事務所

年 月 日 領

収

日

付

印

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

法
人
道
府
県
民
税

法
人
事
業
税
・
地
方
法
人
特
別
税

管　理　番　号

法 人 　 　 納 付 書公道府県民税
事　業　税

地 方 法 人 特 別 税

日　計

円

口

上記のとおり納付します。
金融機関

又は郵便局保管（ ）

か
ら

ま
で

都道府県コード

口　　座　　番　　号

年　度 ※　　処　　理　　事　　項 管　理　番　号

事 業 年 度 又 は 連 結 事 業 年 度 申 告 区 分

加　　　入　　　者

都道
府県

所在地及び法人名

そ
の
他

決
定

更
正

修
正

確
定

予
定

中
間 （ ）

法人税割額

均 等 割 額

延 滞 金

所 得 割 額

資 本 割 額

収 入 割 額

地方法人特別税額

付加価値割額

延 滞 金

計

計
（１０～１４）

計
（０５～０９）

過少申告加算金

不申告加算金

重 加 算 金

０１

０２

０３

０４

０５

０６

０７

０８

０９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

合 計 額 １６

納 期 限

課税事務所

年 月 日 領

収

日

付

印

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

法
人
道
府
県
民
税

法
人
事
業
税
・
地
方
法
人
特
別
税

法人 　 　 領収済通知書 公道府県民税
事　業　税

地 方 法 人 特 別 税

指定金融
機 関 名
（取りまとめ店）

取りまとめ局

上記のとおり通知します。（都道府県保管）

第
十
二
号
の
二
様
式
（
用
紙
縦
百
七
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
横
八
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

（
第
一
片
）

（
第
二
片
）

（
第
三
片
）



所在地及び名称

印

(電話)

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

　　上記のとおり利子割の納入について

　申告します。 （都道府県保管）

備考
１　この納入申告書には、第12号の４様式、第12号の４の２様式又は第12号の４の３様式
　の計算書及び都道府県内の営業所等分を一括納入する場合には、第12号の５様式の営業
　所等別明細書を添付すること。
２　この納入申告書の記載の要領は、次によること。

　⑵　「特別徴収義務者番号」欄には、都道府県知事が指定した番号を記載すること。
　⑶　「特別徴収義務者・取扱営業所等」欄には、特別徴収事務を実際に行う営業所等
　　（本社、本店を含む。）の所在地及び名称等を記載すること。
　⑷　「特別徴収義務者・取扱営業所等」欄中の「法人番号」欄には、特別徴収義務者の
　　法人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
　　第２条第15項に規定する法人番号をいう。）を記載すること。
　⑸　「県・営」欄は、都道府県内の営業所等分を一括納入する場合は「県」を、営業所
　　等毎に納入する場合は、「営」を○で囲むこと。
　⑹　「処理事項」欄は、都道府県の使用欄であるため記載しないこと。
　⑺　「支払金額」欄には、利子割が課される利子等の支払金額を記載すること。
　⑻　「特別徴収税額」欄には、支払金額について特別徴収して納入すべき税額を記載す
　　ること。
　⑼　「納入金額合計」欄には、特別徴収税額と延滞金の合計額を記載すること。

　⑴　「平成　　　年　　　月分」欄には、利子等の支払をした年月を記載すること。

第
十
二
号
の
三
様
式
（
第
三
条
の
七
関
係
）

(所属)

法人番号

納 入 金 額 合 計

課 税 事 務 所

（ 取 り ま と め 店 ）

（ 取 り ま と め 局 ）

０４

都道府県　　　局(〒　　)

年平成

特 別 徴 収 義 務 者 番 号

口座番号

・

特

別

徴

収

義

務

者

業
所
等

取
扱
営

平成

０３

処理
事項

０１支 払 金 額

特 別 徴 収 税 額

（ 延 滞 金 ）

受
　
付
　
印

県・営

加入者名

０２

道府県民税利子割納入申告書

年 月分

日提出月

知事殿



法人番号

所在地及び名称

（電話）

円 円

第
十
二
号
の
五
様
式
（

第
三
条
の
七
関
係

)
道府県民税利子割特別徴収税額営業所等別明細書

特　別　徴　収　義　務　者　・　取　扱　営　業　所　等特別徴収義務者番号

知事殿

納入金額営業所等名納入金額

円

種　　類

処理事項

平成 年 月分

営業所等名 納入金額 営業所等名

備考
(1)

(2)

　「特別徴収義務者・取扱営業所等」の欄中の「法人番号」の欄には、特別徴収義務者の法人番号
（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第15項に規定する
法人番号をいう。）を記載すること。
　この明細書の「種類」の欄には、第12号の４様式、第12号の４の２様式又は第12号の４の３様式の
種類を記載すること。

取りまとめ店 取りまとめ店
都道府県　局
（〒　　　　　）

合　　　計



(電話)

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

　上記のとおり通知します。

（都道府県保管）

(電話)

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

　上記のとおり納入します。

※印は郵便局において使用

する欄です。

（金融機関又は郵便局保管）

領
収
日
付
印

領
収
日
付
印

法人番号

口座番号

都道府県　　　局(〒　　)

道府県民税利子割納入書　公

課 税 事 務 所

取 り ま と め 店

取 り ま と め 局

・

義

務

者

処理
事項

平成

特 別 徴 収 義 務 者 番 号

納
入
金
額

道府県民税利子割納入済通知書　公

平成 年 月分

月 (所属)

県・営

所在地及び名称

特

別

徴

収
日提出

合　　　　　計

延　　滞　　金

税　　　　　額

０３

（

第
一
片
）

都道府県

取

扱

営

業

所

等
加入者名

０２

０１支 払 金 額

年

０４

０４

※

日計
円

口

平成 年 月分 所在地及び名称

月

処理
事項

０２

０１支 払 金 額

年平成

特 別 徴 収 義 務 者 番 号

日提出

法人番号

納
入
金
額 合　　　　　計

延　　滞　　金

税　　　　　額

都道府県

取

扱

営

業

所

等
加入者名

第
十
二
号
の
六
様
式
（
第
三
条
の
七
関
係
）

（

第
二
片
）

県・営

０３

口座番号

・

義

務

者

特

別

徴

収
(所属)



(電話)

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

　上記のとおり領収しました。

（納入者保管）

備考　１． 各片は、１辺をのり付けその他の方法により接続するものとすること。
　　　２． 各片に共通する事項（あらかじめ印刷されている事項を除く。）は、複写に
　　　　 より記入するものとすること。
　　　３． 「領収日付印」欄は、縦30ミリメートル、横30ミリメートルとすること。

領
収
日
付
印

(所属)

法人番号

年 月分

年 月 日提出

道府県民税利子割領収証書　公

・

平成

加入者名

支 払 金 額 ０１

納
入
金
額

税　　　　　額 ０２

延　　滞　　金 ０３

合　　　　　計 ０４

（

第
三
片
）

都道府県

所在地及び名称

特

別

徴

収

義

務

者

県・営

殿　

処理
事項

口座番号

特 別 徴 収 義 務 者 番 号 業

所

等

取

扱

営

平成



所在地及び名称

印

(所属)

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

(〒　　　　　　)

　　上記のとおり配当割の納入について

　申告します。 （都道府県保管）

備考
この申告書の記載の要領は、次によること。

２　「法人番号」欄には、特別徴収義務者の法人番号（行政手続における特定の個人を識別
　するための番号の利用等に関する法律第２条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）
　を記載すること。
３　「旧法人番号」欄には、前回納入申告時の法人番号と今回納入申告時の法人番号が異な
　る場合に、前回納入申告時の法人番号を記載すること（同一の場合は空欄とすること）。
４　「処理事項」欄は、都道府県の使用欄であるため記載しないこと。
５　「支払金額」欄には、配当割が課される配当等の支払金額を記載すること。
６　「税額」欄には、支払金額について特別徴収して納入すべき税額を記載すること。
７　「納入金額合計」欄には、税額と延滞金の合計額を記載すること。

　８　「課税事務所」及び「（取りまとめ店）」欄には、納入先都道府県が指定する事項を記
　載すること。
９　「口座番号」、「加入者名」及び「（取りまとめ局）」欄には、郵便局で納入する場合
　に、納入先都道府県が指定する事項を記載すること。

平成

知事殿

平成

日提出

０１

受
　
付
　
印

納 入 金 額 合 計

課 税 事 務 所

（ 取 り ま と め 店 ）

（ 取 り ま と め 局 ）

０２

０４

道府県民税配当割納入申告書

０３

支 払 金 額

税 額

（ 延 滞 金 ）

加入者名口座番号

法 人 番 号

月

年

第
十
二
号
の
七
様
式
（
第
三
条
の
十
関
係
）

年１　「平成 月分」欄には、配当等の支払をした年月を記載すること。

特

別

徴

収

義

務

者

処理
事項

(電話)

旧 法 人 番 号

月分

年



道府県民税配当割納入済通知書　公

(所属)

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

(〒　　　　　　)

　　上記のとおり通知します。
（都道府県保管）

道府県民税配当割納入書　公

(所属)

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

　　上記のとおり納入します。 ※

※印は郵便局において使用
する欄です。

（金融機関又は郵便局保管）

加入者名口座番号

領
収
日
付
印

取 り ま と め 局

支 払 金 額

課 税 事 務 所

取 り ま と め 店

０４

税 額

延 滞 金

法 人 番 号

(電話)

平成 年 月 日提出

特

別

徴

収

義

務

者

（都道府県名）

０１

旧 法 人 番 号

平成

（

第
一
片
）

所在地及び名称

納
入
金
額

処理
事項

合 計

月分年

年 月分

平成 年

０２

０３

日提出月

法 人 番 号

旧 法 人 番 号

(電話)

処理
事項

所在地及び名称 （

第
二
片
）

特

別

徴

収

義

務

者

平成

（都道府県名）

第
十
二
号
の
九
様
式
（
第
三
条
の
十
関
係
）

加入者名

支 払 金 額 ０１

納
入
金
額

税 額 ０２

延 滞 金 ０３

合 計

口
領
収
日
付
印

日計
円

口座番号

０４



道府県民税配当割領収証書　公

(所属)

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

　　上記のとおり領収しました。

（納入者保管）

備考　１． 各片は、１辺をのり付けその他の方法により接続するものとすること。
　　　２． 各片に共通する事項（あらかじめ印刷されている事項を除く。）は、複写により
　　　　 記入するものとすること。
　　　３． 「領収日付印」欄は、縦30ミリメートル、横30ミリメートルとすること。

領
収
日
付
印

加入者名

支 払 金 額 ０１

納
入
金
額

税 額 ０２

延 滞 金 ０３

合 計 ０４

旧 法 人 番 号

(電話)

処理
事項

特

別

徴

収

義

務

者

平成 年 月 日提出

所在地及び名称 （

第
三
片
）

法 人 番 号

平成

口座番号

年 月分

殿

（都道府県名）



道府県民税株式等譲渡所得割納入申告書

所在地及び名称

印

(所属)

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

(〒　　　　　　)

　　上記のとおり株式等譲渡所得割の納入について

　申告します。 （都道府県保管）

備考
この申告書の記載の要領は、次によること。
１　「平成　　　年分」欄には、株式等譲渡所得割が課される株式等譲渡所得金額の生じた
　年を記載すること。ただし、地方税法施行令第９条の20第１項の規定の適用を受ける場合
　場合には、「中途」を○で囲み、「　　　月分」欄には、同項各号に掲げる事実の生じた
　日の属する月を記載すること。
２　「法人番号」欄には、特別徴収義務者の法人番号（行政手続における特定の個人を識別
　するための番号の利用等に関する法律第２条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）
　を記載すること。
３　「旧法人番号」欄には、前回納入申告時の法人番号と今回納入申告時の法人番号が異な
　る場合に、前回納入申告時の法人番号を記載すること（同一の場合は空欄とすること）。
４　「処理事項」欄は、都道府県の使用欄であるため記載しないこと。
５　「支払金額」欄には、株式等譲渡所得割が課される株式等譲渡所得金額を記載すること。
６　「税額」欄には、支払金額について特別徴収して納入すべき税額から還付税額を控除し
　て得た金額を記載すること。
７　「納入金額合計」欄には、税額と延滞金の合計額を記載すること。
８　「課税事務所」及び「（取りまとめ店）」欄には、納入先都道府県が指定する事項を記
　載すること。
９　「口座番号」、「加入者名」及び「（取りまとめ局）」欄には、郵便局で納入する場合
　に、納入先都道府県が指定する事項を記載すること。

第
十
二
号
の
十
様
式
（
第
三
条
の
十
二
関
係
）

平成 年分 中途 月分

（ 取 り ま と め 局 ）

特

別

徴

収

義

務

者

加入者名口座番号

納 入 金 額 合 計

課 税 事 務 所

（ 取 り ま と め 店 ）

０４

０２

処理
事項

受
　
付
　
印

０３

０１支 払 金 額

税 額

（ 延 滞 金 ）

知事殿

旧 法 人 番 号

(電話)

法 人 番 号

平成 年 月 日提出



道府県民税株式等譲渡所得割納入済通知書　公

(所属)

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

(〒　　　　　　)

　　上記のとおり通知します。
（都道府県保管）

道府県民税株式等譲渡所得割納入書　公

(所属)

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

　　上記のとおり納入します。 ※

※印は郵便局において使用
する欄です。

（金融機関又は郵便局保管）

納
入
金
額

年分 中途平成

特

別

徴

収

義

務

者

処理事
項

月分

法 人 番 号

（都道府県名）

平成 年 月 日提出

０１

旧 法 人 番 号

支 払 金 額

０４

０２

０３

税 額

延 滞 金

合 計

加入者名口座番号

所在地及び名称 （

第
二
片
）

（

第
一
片
）

所在地及び名称

(電話)

第
十
二
号
の
十
二
様
式
（
第
三
条
の
十
二
関
係
）

領
収
日
付
印

取 り ま と め 局

課 税 事 務 所

取 り ま と め 店

（都道府県名）

旧 法 人 番 号

納
入
金
額

税 額 ０２

月分

平成 年 月 日提出

法 人 番 号

(電話)

処理事
項

口座番号 加入者名

支 払 金 額 ０１

特

別

徴

収

義

務

者

平成 年分 中途

延 滞 金 ０３

合 計 ０４

口
領
収
日
付
印

日計
円



道府県民税株式等譲渡所得割領収証書　公

(所属)

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

　　上記のとおり領収しました。

（納入者保管）

備考　１． 各片は、１辺をのり付けその他の方法により接続するものとすること。
　　　２． 各片に共通する事項（あらかじめ印刷されている事項を除く。）は、複写により
　　　　 記入するものとすること。
　　　３． 「領収日付印」欄は、縦30ミリメートル、横30ミリメートルとすること。

所在地及び名称 （

第
三
片
）

殿

口座番号

中途

平成 年 月 日提出

０３

法 人 番 号

旧 法 人 番 号

(電話)

処理事
項

特

別

徴

収

義

務

者

平成 月分年分

（都道府県名）

領
収
日
付
印

加入者名

支 払 金 額 ０１

納
入
金
額

税 額 ０２

延 滞 金

０４合 計



所在地及び名称

印

(所属)

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

(〒　　　　　　)

　　上記のとおり源泉徴収選択口座内配当等に係る配当割の納入に

　ついて申告します。 （都道府県保管）

備考
この申告書の記載の要領は、次によること。

第
十
二
号
の
十
三
様
式
（
附
則
第
十
八
条
関
係
）

日提出

特

別

徴

収

義

務

者

法 人 番 号

平成 年

加入者名

０３

０１

口座番号

源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割納入申告書

月

（ 取 り ま と め 店 ）

０４

処理
事項

（ 延 滞 金 ）

０２

知事殿

受
　
付
　
印

旧 法 人 番 号

平成 年分 中途 月分

（ 取 り ま と め 局 ）

課 税 事 務 所

納 入 金 額 合 計

(電話)

支 払 金 額

税 額

　合に、納入先都道府県が指定する事項を記載すること。
９　「口座番号」、「加入者名」及び「（取りまとめ局）」の欄には、郵便局で納入する場
　記載すること。
８　「課税事務所」及び「（取りまとめ店）」の欄には、納入先都道府県が指定する事項を
７　「納入金額合計」の欄には、税額と延滞金の合計額を記載すること。

４　「処理事項」の欄は、都道府県の使用欄であるため記載しないこと。
５　「支払金額」の欄には、配当割が課される源泉徴収選択口座内配当等の支払金額を記載
　すること。

１　「平成　　　年分」の欄には、配当割が課される源泉徴収選択口座内配当等の支払をし

　えて準用する同令第９条の20第１項の規定の適用を受ける場合には、「中途」を○で囲み
　た年を記載すること。ただし、地方税法施行令附則第18条の４の２第２項において読み替

　　　　月分」の欄には、同項各号に掲げる事実の生じた日の属する月を記載すること。

６　「税額」の欄には、源泉徴収選択口座内配当等の交付時に既に特別徴収した配当割の額
　から還付税額を控除して得た金額を記載すること。

　なる場合に、前回納入申告時の法人番号を記載すること（同一の場合は空欄とすること）。
３　「旧法人番号」の欄には、前回納入申告時の法人番号と今回納入申告時の法人番号が異
　じ。）を記載すること。
　別するための番号の利用等に関する法律第２条第15項に規定する法人番号をいう。以下同
２　「法人番号」の欄には、特別徴収義務者の法人番号（行政手続における特定の個人を識



印

(所属)

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

(〒　　　　　　)

　　上記のとおり通知します。
（都道府県保管）

所在地及び名称

印

(所属)

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

　　上記のとおり納入します。

（金融機関又は郵便局保管）

源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割納入書　　公

口　

円　

※

日計

※印は郵便局において使
用する欄です。

領
収
日
付
印

納 入 金 額 合 計 ０４

支 払 金 額 ０１

税 額 ０２

（ 延 滞 金 ） ０３

法 人 番 号

旧 法 人 番 号

(電話)

処理
事項

口座番号 加入者名

源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割納入済通知書　　公

（都道府県名）

（都道府県名） 特

別

徴

収

義

務

者

（

第
一
片
）

（

第
二
片
）

平成 年 月 日提出

平成 年分 中途 月分

（ 延 滞 金 ） ０３

納 入 金 額 合 計 ０４

課 税 事 務 所

口座番号 加入者名

支 払 金 額 ０１

税 額 ０２

年

領
収
日
付
印

月 日提出

法 人 番 号

旧 法 人 番 号

(電話)

処理
事項

（ 取 り ま と め 店 ）

（ 取 り ま と め 局 ）

所在地及び名称

第
十
二
号
の
十
五
様
式
（
附
則
第
十
八
条
関
係
）

特

別

徴

収

義

務

者

平成 年分 中途 月分

平成



所在地及び名称

印

(所属)

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

　　上記のとおり領収しました。

（納入者保管）
備考　１ 各片は、１辺をのり付けその他の方法により接続するものとすること。
　　　２ 各片に共通する事項（あらかじめ印刷されている事項を除く。）は、複写により
　　　　記入するものとすること。
　　　３ 「領収日付印」欄は、縦30ミリメートル、横30ミリメートルとすること。

納 入 金 額 合 計 ０４

源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割領収証書　　公

支 払 金 額

殿　

０１

税 額 ０２

（ 延 滞 金 ） ０３

法 人 番 号

旧 法 人 番 号

(電話)

処理
事項

口座番号 加入者名

（都道府県名） 特

別

徴

収

義

務

者

平成 年分 中途 月分

平成 年 月 日提出

（

第
三
片
）

領
収
日
付
印



第
十
三
号
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
四
条
の
四
関
係
）

平成 年 月 日

所 在 地 及 び 電 話 番 号

（ふ り が な）
法 人 名 及 び 法 人 番 号

連 結 親 法 人 の
本 店 所 在 地
及 び 電 話 番 号

〒
 （電話 ）

（電話 ）

（ ふ り が な ）
連結親法人の名称
及 び 法 人 番 号

関 与 税 理 士
署 名 押 印

（ふ り が な）
代 表 者 氏 名 印

整理番号

発 信 年 月 日

通信日付印 確認印

経 理 責 任 者 氏 名 印

資本金の額又は出資金の額

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで
の事業年度分の事業税及び地方法人特別税の申告書の提出期限を延長したい

ので申請します。

知事殿

円

災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書

受付印
※
処
理
事
項

１ 申告書の提出期限の延長の指定を受けようとする日

平成 年 月 日

２ 申告書の提出期限までに決算が確定しない理由及び指定を受けようとする日までその提出期限の延長を必

要とする理由

〒
（電話 ）

法人税法
第75条第1項
第81条の23第1項

法人税に係る
申告期限の
延長申請書

提出の有無

有 ・ 無

指定を受けようとする期日
平成  年  月 日

申請書提出年月日
平成  年  月 日

（法人番号）

（法人番号）



第
十
三
号
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
四
条
の
四
関
係
）

平成 年 月 日

所 在 地 及 び 電 話 番 号

（ ふ り が な ）
法 人 名 及 び 法 人 番 号

連 結 親 法 人 の
本店所在地及び電話番号

関 与 税 理 士 署 名 押 印 （電話 ）

〒
（電話 ）

〒
（電話 ）

（ ふ り が な ）
連結親法人の名称及び法人番号

（ ふ り が な ）
代 表 者 氏 名 印

整理番号

発 信 年 月 日

通信日付印 確認印

経 理 責 任 者 氏 名 印

資 本 金 の 額 又 は
出 資 金 の 額

事業税等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請

法人税に係る申告書の提出期限の延長の処分等の届出（道府県民税関係）

平成 年 月 日から 
平成 年 月 日まで 

の事業年度分から事業税及び地方法人特別税の申告書の提出期限を

延長したいので申請します。

平成 年 月 日から 
平成 年 月 日まで 

確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長期間 （ ）月間
変更後の指定に係る月数 （ ）月間

記

ので届け出ます。
下記のとおり延長の処分があった
下記のとおり指定に係る月数が変更された
下記のとおり延長の処分を受けている法人と連結して法人税を納めることとなった

事 業 年 度 分
連結事業年度分

確 定 申 告 書
連結確定申告書

知事殿

円

申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書

受付印
※
処
理
事
項

１ 申告書の提出期限の延長期間 指定を要しない場合 １月間（連結申告法人は２月間）
指定を要する場合 （ ）月間

２ 申告書の提出期限まで（指定を受けようとする場合には、事業年度終了の日から３月以内）に決算が確定
しない理由（連結申告法人にあっては、申告書の提出期限まで（指定を受けようとする場合には、事業年度
終了の日から４月以内）に連結親法人の決算が確定しない理由又は連結親法人が連結所得の計算を了するこ
とができない理由）

の から法人税の の提出期限の延長について

◎「法人税に係る申告書の提出期限の延長の処分等の届出（道府県民税関係）」及び「事業税等に係る申告書の提出期限
の延長の承認申請」は、それぞれ届出又は申請の期限が異なるので留意してください。

（法人番号）

（法人番号）



第
十
四
号
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
四
条
の
四
関
係
）

平成 年 月 日

所 在 地 及 び 電 話 番 号

（ふ り が な）
法 人 名 及 び 法 人 番 号

連 結 親 法 人 の
本店所在地及び電話番号

関 与 税 理 士 署 名 押 印
（電話 ）

〒
（電話 ）

〒
（電話 ）

（ふ り が な）
連結親法人の名称及び法人番号

（ふ り が な）
代 表 者 氏 名 印

整理番号

発 信 年 月 日

通信日付印 確認印

経 理 責 任 者 氏 名 印

資 本 金 の 額 又 は
出 資 金 の 額

知事殿

円

受付印
※
処
理
事
項

申告書の提出期限の延長の取りやめ等の届出書

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

法第７２条の２５第３項

法第７２条の２５第５項
の規定による事業税及びの事業年度分から

地方法人特別税の申告書の提出期限の延長の適用を受けることをやめたいので届け出ます。

事業税等に係る申告書の提出期限の延長の取りやめの届出

法人税に係る申告書の提出期限の延長の取りやめ等の届出（道府県民税関係）

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

事 業 年 度 分

連結事業年度分

確 定 申 告 書

連結確定申告書
の から法人税の の提出期限の延長に

ついて ので届け出ます。
その延長の処分が取り消された

その適用を受けることをやめた

◎「法人税に係る申告書の提出期限の延長の取りやめ等の届出（道府県民税関係）」及び「事業税等に係る申告書の提出
期限の延長の取りやめの届出」は、それぞれ届出の期限が異なるので留意してください。

（法人番号）

（法人番号）



平成 年度分 事業税申告書

知 事 殿
ふりがな

氏 名

住 所

個人番号

㊞

平成 年 月 日提出

事業の種類 ①収入金額

円 円 円

円

円円

円 円

円

開始
廃止

受付日付印殿

月 日

円

円

④収入金額
⑤必 要 経 費

⑥青色事業専従者
給与額又は事業
専従者控除額
③×非課税事業
への従事割合

⑥の金額を含め
ないこと（ （（ （

赤字のうちに含まれる被災事業用資産の損失の金額

新しく事業を開始し、又は事業を廃止した月日

譲渡資産の種類

（切り取らないでください）

平成 年度分 事業税申告書の受付書

⑦譲 渡 価 格 ⑧帳 簿 価 格 損失額 ⑧－⑦

１

２

３

４

有 無

有 無

有 無所得税における青色申告の承認の有無

有 無

月

円月

円月

・ ・

・ ・

・ ・

従事
月数

円

専
従
者
控
除
額
の
内
訳

非課税事業
の 種 類

屋 号

電話番号

事務所又は
事業所の所
在地

青色事業専従者
給与額又は事業
専従者控除額

次の事項に該当する方は下の記載欄に書いてください。なお、事務所又は事業所が他の都道府
県にもある方は、その所在地と各月の末日現在の従業者の数を事務所又は事業所ごとに適宜の用
紙に書いて、添付してください。
１ 事業税の非課税所得がある方
２ 事業用資産の譲渡損失がある方
３ 被災事業用資産の損失がある方（白色申告者のみ）
４ 前年中に新しく事業を開始した方又は事業を廃止した方

所得税法第
57条第２項
の書類の提
出の有無

氏 名
あなた
と の
続 柄

円

氏 名

住 所

所 得 金 額

④－⑤－⑥

③青色事業専従者
給与額又は事業専
従者控除額

②必 要 経 費
③の金額を含め
ないこと（ （

所 得 金 額

①－②－③

生年月日個人番号

第
十
四
号
の
二
様
式
（
第
七
条
関
係
）



   十億 百万 本

円

（①× )

本

円

本

円

円

円

円

 

（　⑤　－　⑥　）

発 信 年 月 日

①

※
処
 

理
 

事
 

項

平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　知事殿

氏 名 又 は 名 称

個人番号又は法人番号

平成 年

税 額
1000

月分 道府県たばこ税の

課 税 標 準 数 量

※
修正申告書

申　 告 　書

 還付を受けようとする金融機関及び支払方法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　銀行　　　　　　　　　支店

　
　　口座番号（普通・当座）

課 税 免 除 を 受 け よ う と す る 本 数

課 税 免 除 を 受 け よ う と す る 税 額 ③

返 還 控 除 を 受 け よ う と す る 本 数

返 還 控 除 を 受 け よ う と す る 金 額 ④

差 引 （ ② － ③ － ④ ） ⑤

既に納付又は還付の確定した税額又は金額 ⑥

この申告により納付すべき税額又は還付を受

　　 けようとする金額

②

予　　備

申告年月日
確認印

申告

千

区分
事 業 者 コ ー ド

区
分

通 信 日 付 印

処理

区分
事務所整理番号

申
 

告
 

者

住 所 又 は 所 在 地

個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。

（電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

第
十
六
号
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
A
4
）（
第
八
条
の
五
・
第
八
条
の
七
関
係
）
 

 
 
 
 

受付印 

印 



千 本(g)

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

品　　　　　　　　目 売 渡 し 又 は 消 費 等 の 数 量
 百万十億

平成 年

申告年月日

枚 の う ち

 月分
枚 目

品目別課税標準数量明細書
※
処
 

理
 

事
 

項

処理 申告
区分 区分事業者コード

予備　個人番号又は法人番号
個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。

　申告者の氏名又は名称 第
十
六
号
様
式
別
表
一
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
A
4
）（
第
八
条
の
五
関
係
）
 



千 本

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

枚 の う ち

 月分
枚 目

市町村別課税標準数量明細書
※
処
 

理
 

事
 

項

事業者コード
処理 申告

区分 区分

予備 申 告 年 月 日

　個人番号又は法人番号
個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。

　申告者の氏名又は名称

平成 年

 百万十億

市 町 村 名 売 渡 し 又 は 消 費 等 の 合 計 数 量

第
十
六
号
様
式
別
表
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
A
4
）（
第
八
条
の
五
関
係
）
 



   十億    百万 千 本

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

合 計

受
　
入
　
れ

小売販売業者への売渡し、消費者等
への売渡し及び消費等

卸売販売業者等への売渡し等 ①

③

①のうち小売販売用 ②

備
　
考

摘　　　　　　　　　　　　　　　　要 数　　　　　　　　　　　　　　量

平成 月分年

前　　々　　月　　末　　在　　庫

輸 入 ・ 製 造

卸 売 販 売 業 者 等 か ら の 買 受 け 等

返 還

そ の 他

合 計 （ ① ＋ ③ － ② ）

払
　
出
　
し

前 月 末 在 庫

受　払　い　報　告　書

※
処
 

理
 

事
 

項

事業者コード
処理 申告
区分 区分

予備 申告年月日
個人番号又は法人番号

申告者の氏名又は名称

個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。

第
十
六
号
の
二
様
式(

提
出
用)

（
用
紙
日
本
工
業
規
格
A
4
）（
第
八
条
の
五
・
第
八
条
の
七
関
係
）
 

 
 
 
 
 
 



千 本

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

卸売販売業者等からの買受け等明細書

枚 の う ち

 月分
枚 目

※
処
 

理
 

事
 

項

事業者コード
処理 申告

区分 区分
　申告者の氏名又は名称

予備 申 告 年 月 日
個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。

　個人番号又は法人番号

平成 年

 百万十億

卸売販売業者等の氏名又は名称 数 量

第
十
六
号
の
二
様
式
別
表
一
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
A
4
）（
第
八
条
の
五
・
第
八
条
の
七
関
係
）
 



千 本

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

うち小売販売用

うち小売販売用

卸売販売業者等への売渡し等明細書

十億

うち小売販売用

卸売販売業者等の氏名又は名称 数 量

うち小売販売用

申 告 年 月 日

枚 の う ち

 月分
枚 目

うち小売販売用

うち小売販売用

うち小売販売用

　個人番号又は法人番号
個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。

うち小売販売用

うち小売販売用

うち小売販売用

うち小売販売用

※
処
 

理
 

事
 

項

事業者コード
処理 申告

区分 区分

平成 年

予備

　申告者の氏名又は名称

 百万

第
十
六
号
の
二
様
式
別
表
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
A
4
）（
第
八
条
の
五
・
第
八
条
の
七
関
係
）
 



千 本

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

都 道 府 県 名 数 量
 百万

申 告 年 月 日

十億

　申告者の氏名又は名称

　個人番号又は法人番号
個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。

小売販売業者への売渡し等明細書

枚 の う ち

 月分
枚 目

※
処
 

理
 

事
 

項

事業者コード
処理 申告

区分 区分

平成 年

予備

第
十
六
号
の
二
様
式
別
表
三
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
A
4
）（
第
八
条
の
五
・
第
八
条
の
七
関
係
）
 



㊞

平成

本 本 本

円 円 円

本 本 本

円 円 円

本 本 本

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円 円

銀 行 支 店

口座番号（普通・当座）

還付を受けようとする金融機関及び支払方法

こ の 申 告 に よ り 納 付 す べ き 税 額 又 は 還 付 を
受 け よ う と す る 金 額 （ ⑤ － ⑥ ）

)

通 信 日 付 印

年 月分から平成 年

×
1000

①

十億

課 税 免 除 を 受 け よ う と す る 本 数

課 税 免 除 を 受 け よ う と す る 税 額

返 還 控 除 を 受 け よ う と す る 本 数

平 成 年 月 分 平 成 年 月 分 平 成 年 月 分

百万 千 十億 百万

※ 

予 備

確 認 印

※

個人番号又は法人番号
個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。

平成　　　年　　　月　　　日

申
　
告
　
者

住 所 又 は 所 在 地

処

理

事

項

発 信 年 月 日

事 業 者 コ ー ド処理

区分

申告

区分

税 額

申告年月日

（電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

既 に納 付 又 は 還 付 の確 定 した 税 額 又 は 金 額

①

②

③

④

⑤

⑥

課 税 標 準 数 量

(

返 還 控 除 を 受 け よ う と す る 金 額

差 引 （ ② － ③ － ④ ）

整 理 番 号 事務所
区

分

第
十
六
号
の
三
様
式

（
提
出
用

）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
A
4

）

（
第
八
条
の
五
・
第
八
条
の
七
関
係

）
氏 名 又 は 名 称

十億 百万 千

月分までの道府県たばこ税の

3箇月分の合計

千 十億 百万 千

申　 告　 書

修正申告書

知事殿

受付印 



千 本(g)

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

　申告者の氏名又は名称
事業者コード

処理
区分

申告
区分

予備 申 告 年 月 日

枚 の う ち

 月申告分
枚 目

個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。

返還に係る製造たばこの明細書

 百万十億

平成 年

　個人番号又は法人番号

品　　　　　　　　目 数　　　　　　　　量
　　返還の理由及びその他
　　参考となるべき事項

※
処
 

理
 

事
 

項

第
十
六
号
の
五
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
A
4
）
 

（
第
八
条
の
六
・
第
八
条
の
七
・
第
八
条
の
九
・
第
十
六
条
の
二
の
五
・
第
十
六
条
の
四
関
係
）
 



道府県たばこ税
特例期限適用申請書

市町村たばこ税

本

①

本

の規定による取消しを受けたことの有無  （ 有 ・ 無 ）

地方税の滞納処分を受けたことの有無　（ 有 ・ 無 ）

個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。

（電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※
処　理

事　項

　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日

　　　　　総　務　大　臣　　　殿

申
　
請
　
者

個人番号又は法人番号

住 所 又 は 所 在 地

氏 名 又 は 名 称

備　　　　考

　下記のとおり地方税法

 第74条の10第3項

 第473条  第  2 項

の規定による指定を受けたいので、申請します。

 
                     （あるときは、滞納処分の年月日）

地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は地方
税法において準用する国税犯則取締法の規定により通告処分（科料に
相当する金額に係る通告処分を除く。）を受けたことの有無（有・無）
（あるときは、刑及びその刑の確定の年月日又は処分及びその処分の
履行の年月日）

政令第39条の11第1号イの製造たばこの本数の合計数

政令第39条の11第1号ロの市町村及び特別区の各月に
おける数の合計数

20,000本×①

法 第 74 条 の 10 第 4 項

法 第 473 条 第 3 項  
                         （あるときは、取消しの年月日）

第
十
六
号
の
六
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
A
4
）（
第
八
条
の
八
・
第
十
六
条
の
三
関
係
）
 

 
 
 

受付印 

印 



申請者の氏名又は名称

個人番号又は法人番号

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

特　例　期　限　適　用　申　請　に　係　る　明　細　書

製造たばこの本数

個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。

市町村及び特別区の数

本

合　　　　　計

年 月

第
十
六
号
の
六
様
式
別
表
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
A
4
）（
第
八
条
の
八
・
第
十
六
条
の
三
関
係
）
 

 
 
 



百万

（①× )

 

返還に係る製造たばこの数量 ①

（電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

平成　　年　　月　　日

発 信 年 月 日

通 信 日 付 印

知事殿   

申
　
告
　
者

住 所 又 は 所 在 地

区分 区分
整理番号 事務所

処理区
分 事業者コード

　　　　　　　　　　　　　銀行        　　　　支店

　
　　口座番号（普通・当座）

予　　備

 還付を受けようとする金融機関及び

 支払方法

還 付 を 受 け よ う と す る 金 額
1000

申告年月日

千

確認印

個 人 番 号 又 は 法 人 番 号

円

※
処
 
理
 
事
 
項

申告

道府県たばこ税還付請求申告書

   十億

氏 名 又 は 名 称

本

個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。

第
十
六
号
の
七
様
式(

提
出
用)

（
用
紙
日
本
工
業
規
格
A
4
）（
第
八
条
の
九
関
係
）
 

 
 
 

受付印 受付印 

印 



日 日 日 日 日

日 日 日

日

営業の開廃等の報告書

下記のとおり地方税法
第74条の16第1項

第74条の16第2項
の規定により報告します。

個人番号又は法人番号

処理
区分

事 業 者 コ ー ド
※
処
理
事
項

　　　　平成　　年　　月　　日

知事殿

個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。

フリガナ

特定販売業者又
は卸売販売業者
の氏名又は名称

年平成 年

昭和

月 日まで

休 止 期 間廃 止 年 月 日

（電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

名 称

フリガナ

所 在 地

営業の開始、
廃止等の年
月日

開 始 年 月 日

営業の廃止
及び休止の
理由

平成 年 月
異動年月日

報告者

氏　名

その他参考となるべき事項

平成 年 月 年平成から平成 年 月 平成 年 月

上記の事務所又は事業所の営業区域

事

務

所

又

は

事

業

所

フリガナ

年 月平成

許 可 取 消 年 月 日

月年 月

登 録 年 月 日

月月 年 月平成

昭和

平成平成 平成 年日

昭和

特 定 販 売 業 者 卸 売 販 売 業 者 小 売 販 売 業 者

営 業 廃 止 又 は
登 録 取 消 年 月 日

登 録 年 月 日
営 業 廃 止 又 は
登 録 取 消 年 月 日

許 可 年 月 日

第
十
六
号
の
八
様
式(

提
出
用)

（
用
紙
日
本
工
業
規
格
A
4
）（
第
八
条
の
十
関
係
）
 

 
 
 

受付印 

印 



第　　　　　　　号

㊞

リットル

・

・

・

・

・

・

・

・

                 

・

・
円

付
書

（右詰で記載）

こ の 申 告 に 応 答 す る 係 及
び 氏 名 並 び に 電 話 番 号

（電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

(ｲ)、(ｳ)、(ｴ)及び(ｶ)の数量を証する書
面並びに(ｵ)の数量に対応する免税証

添
付
書
類

月

課
税
対
象
と
な
ら
な
い
数
量

　　法第144条の２の規定によって除外される軽油の数量

　　法第144条の５第１号の規定によって課税免除される
　　軽油の数量

　　法第144条の５第２号の規定によって課税免除される
　　軽油の数量

納入予定日

個 人 番 号 又 は 法 人 番 号

登 録 特 別 徴 収 義 務 者 の
登 録 番 号 及 び 氏 名 又 は 名 称

(ｷ)

※
処
 

理
 

事
 

項

　　免税証による軽油の納入数量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　知　事　殿

事業者コード 事務所コード 予　　　　備 整理番号

登 録 特 別 徴 収 義 務 者 の
住 所 又 は 所 在 地

申告年月日
　　　　　　　　　　平成　　　年　　　月　　　日

通 信 日 付 印 確認印
発 信 年 月 日

　     月中における引渡しに係る軽油の納入数量

(ｻ)

  (ｸ) × 

(ｸ)

(ｹ)

(ｱ)

年 　月分軽油引取税納入申告書平成

(ｲ)

(ｳ)

(ｴ)

(ｶ)

(ｺ)

申告期限 年 日

1
100

(
0.3
100

  　            　(ｲ) ＋ (ｳ) ＋ (ｴ) ＋ (ｵ) ＋ (ｶ)

年 月 日

)欠 減 量

　　合衆国軍隊等への軽油の納入数量

　　小　　　　　　計

差 引 計 　 　　　　　　　 (ｱ) － (ｷ)

(ｵ)

　添付免税証

　　　枚（　　　　　　　　リットル分）

　　　　 この申告によって納入すべき軽油引取税額　　　　　　　　　　　円× (ｺ)

　

再 差 引 計 　　　　　　　 　 (ｸ) － (ｹ)

受付印 

第
十
六
号
の
十
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
二
十
八
関
係
）
 



ﾘｯﾄﾙ ﾘｯﾄﾙ

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・

・

・

・

・

・

軽油引取税納付申告書 事務所コード

　　　　　　　　　　　　　平成　　　　年　　　　月　　　　日

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

申告年月日※
処
理
事
項

事業者コード

　　　　　　　　（平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　～　　　　　　　月　　　　　日分）　

この申告に応答する係及
び氏名並びに電話番号

処理区分 整理番号予　　　　　　　　　　備

（電話　　　　　　　　　　　　　　　）

発信年月日
通信日付印 確認印

数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　量

( ｱ ) 特 約 業 者 又 は 元 売
業 者 が 燃 料 炭 化 水 素
油 を 自 動 車 の 内 燃 機
関 の 燃 料 と し て 販 売
し た 場 合 １ １ １ １ １ １ １ １

 販売した燃料炭化水素油の数量 ①

課　税　の　区　分 数　　　　　　　　　　　　　　　　　　量

月分平成 年

課　税　の　区　分

 消費した軽油の数量

 差　引　計　　⑯－⑰－⑱－⑲ (ｵ)

(ｶ)　免税軽油の引取りを行った者が

  他の者にその軽油を譲渡した場合

⑯

(ｵ)　 特別徴収義務者が軽
　  油を自ら消費した場合

⑯－⑰のうち既に軽油引取税が課され又は課されるべ
き軽油の数量 ⑱

①のうち譲渡の承認を受けた燃料炭化水素油に含まれてい
る既に軽油引取税が課され又は課されるべき軽油の数量 ②

①のうち譲渡の承認を受けた燃料炭化水素油に含まれてい
る既に揮発油税が課され又は課されるべき揮発油の数量 ③

⑯のうち免税用途に供した軽油の数量
　  　（免税用途：　　　　　　　　　　　　　　　用）

控
除
分

⑯－⑰のうち既に揮発油税が課され又は課されるべき
揮発油の数量 ⑲

控
除
分

④のうち製造の承認を受けた軽油に含まれている既に軽油
引取税が課され又は課されるべき軽油の数量 ⑤

 差　引　計　　①－②－③ (ｱ)

控
除
分

( ｲ ) 石 油 製 品 販 売 業 者
が 、 軽 油 に 軽 油 以 外
の 炭 化 水 素 油 を 混 和
し 若 し く は 軽 油 以 外
の 炭 化 水 素 油 と 軽 油
以 外 の 炭 化 水 素 油 を
混 和 し て 製 造 さ れ た
軽 油 を 販 売 し た 場 合
又 は 燃 料 炭 化 水 素 油
を 自 動 車 の 内 燃 機 関
の 燃 料 と し て 販 売 し
た 場 合 １ １ １ １ １ １ １ １ １

 販売した軽油又は燃料炭化水素油の数量 ④

④のうち譲渡の承認を受けた燃料炭化水素油に含まれてい
る既に軽油引取税が課され又は課されるべき軽油の数量 ⑦

④のうち製造の承認を受けた軽油に含まれている既に揮発
油税が課され又は課されるべき揮発油の数量 ⑥

 譲渡した軽油の数量 ⑳ (ｶ)

㉑ (ｷ)(ｷ) 免税軽油の引取りを行った者が免税用途以外の

用途に供するためその軽油を自ら消費した場合

㉒

控
除
分

㉒のうち既に揮発油税が課され又は課されるべき揮発
油の数量

(ｸ)

④のうち譲渡の承認を受けた燃料炭化水素油に含まれてい
る既に揮発油税が課され又は課されるべき揮発油の数量 ⑧

 差　引　計　　④－⑤－⑥－⑦－⑧ (ｲ) ㉔

( ｳ ) 自 動 車 の 保 有 者 が
炭 化 水 素 油 を 自 動 車
の 内 燃 機 関 の 燃 料 と
し て 消 費 し た 場 合
（ 道 路 を 運 行 し た 分
に 限 る 。 ） １ １ １ １ １ １ １

 消費した炭化水素油の数量 ⑨

渡証の交付を受けた燃料炭化水素油に含まれている既
に軽油引取税が課され又は課されるべき軽油の数量

渡証の交付を受けた燃料炭化水素油に含まれている既

 差　引　計　　㉒ - ㉓ - ㉔

( ｸ ) 特 別 徴 収 義 務 者 以
外 の 者 が 軽 油 を 製 造
し て そ の 軽 油 を 自 ら
消 費 し 又 は 他 の 者 に
譲 渡 し た 場 合 111111

㉒のうち既に軽油引取税が課され又は課されるべき軽
油の数量 ㉓

(ｹ)　特別徴収義務者以外の者が軽

   油を輸入した場合控
除
分

⑨のうち消費の承認を受け又は自動車用炭化水素油譲

⑩ ㉕ (ｹ) 輸入した軽油の数量

に揮発油税が課され又は課されるべき揮発油の数量
合   　   計 　　　　　　　　  (ｱ) + (ｲ) + (ｳ) + (ｴ) + (ｵ) + (ｶ) + (ｷ) + (ｸ) + (ｹ)

個人番号又は法人番号

納税者の氏名又は名称

納税者の住所又は所在地

 差　引　計　　⑨－⑩－⑪ (ｳ)

⑨のうち消費の承認を受け又は自動車用炭化水素油譲

⑪

納 付 す べ き 軽 油 引 取 税 額

( ｴ ) 特 別 徴 収 義 務 者 が
そ の 特 別 徴 収 の 義 務
が 消 滅 し た 時 に 軽 油
を 所 有 し て い た 場 合
（ 引 渡 し を 行 っ た 軽

油 に つ き 、 現 実 の 納
入 が 行 わ れ て い な い
場合 を含 む。）１ １１ １１

 所有に係る軽油の数量 ⑫

控
除
分

⑫のうち既に軽油引取税が課され又は課さ
　れるべき軽油の数量 ⑬

⑫のうち元売業者が納期限までに他の元売
　業者に引き渡した軽油の数量 ⑭

⑫のうち特別徴収義務者として指定されている相続人又は合
　併後存続する法人等に承継された軽油の数量 ⑮

 差　引　計　　⑫－⑬－⑭－⑮ (ｴ)

添付免税証

　　枚（　　　　　リットル分）

㊞

　（右詰で記載）

 消費又は譲渡した軽油の数量

 消費した軽油の数量

円　 ×　 a　  

⑰

a

円

受付印 

第
十
六
号
の
十
二
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
二
十
八
関
係
）
 



還 付  
納入義務の免除  

            
軽油引取税の      申請書 

             
※ 
処理 
事項 

  

        
平成  年  月  日 
 
 

知 事 殿 
                                                

 
※ 
処
理
事
項 

発 信 年 月 日  
通 信 日 付 印 確認印 

  

個人番号又は法人番号              

特別徴収義務者の住所

及び氏名印（法人にあ

っては法人の名称及び

代表者の氏名印） 

〒 
 
 

（電話        ） 

軽 油 の 納 入 地 

〒 
 

（電話     ） 
この申請に応答

する係及び氏名 

 
 
（電話       ） 

課税標準となる軽油の

総量 

リットル 還付又は納入義務の 
免除を受けようとす 
る額の総額 

 
円 

区       分 年   月分 年   月分 年   月分 年   月分 

還付又は納入義務の免

除の別 
    

引き渡した軽油の金額      

(ア) 円 円 円 円 

(ア)のうち既に受け取

った金額 円 円 円 円 

課税標準となる軽油の

数量      (イ) 
リットル リットル リットル リットル 

納 入 す べ き 税 額 
(イ)×税率    (ウ) 円 円 円 円 

(ウ)のうち既に納入し
た税額 
納 入 年 月 日 

円 
年  月  日 

円 
年  月  日 

円 
年  月  日 

円 
年  月  日 

還付又は納入義務の免
除を受けようとする額 円 円 円 円 

軽油の引取者の住所及
び氏名（法人にあって
は法人の名称及び代表
者の氏名） 

 
 
 

還付又は納入義務の免

除を受けようとする理

由 
 

その他参考となる事由 

 

 
 

 

受付印 

第
十
六
号
の
十
四
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）（
第
八
条
の
二
十
八
関
係
） 



 

 
 

※
処
理
事
項 

審査 交付   証 の 番 号 

    第   号 

年  月  日  まで有効 

平成  年  月  日  
 

      知 事 殿  
免税軽油使用者証交付申請書（その１） 

個人番号又は法人番号              

住所又は事務所若しくは 
事業所所在地  

業 種  

氏 名 又 は 名 称   ㊞  

この申請に応答する係及 
び氏名並びに電話番号 

 
（電話        ）  

機

械

、

車

両

又

は

設

備

の

明

細 

所 在 地      

名 称 
№ № № № № 

所有者の氏名又は名称      

型 式      

軸 馬 力      

燃 焼 方 式      

台 数      

用 途      

年 間 見 込 所 要 数 量 
リットル リットル リットル リットル リットル 

年 間 見 込 所 要 数 量 合 計 
リットル 

 

 

 

受付印 

 
 

 

第
十
六
号
の
十
六
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）（
第
八
条
の
二
十
八
関
係
） 



 

第 16号の 16 様式記載要領 

１ この申請書は、地方税法第 144 条の 21 第２項の規定により新たに免税軽油使用者証の交付を申請す

る場合において、交付を受けようとする道府県知事に１通提出すること。 

２ 「※処理事項」欄は、申請者において記載することを要しないこと。 

３ 「個人番号又は法人番号」欄には、申請者の個人番号（行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律（平成 25年法律第 27号）第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下

同じ。）又は法人番号（同条第 15項に規定する法人番号をいう。）を記載すること。「個人番号又は法人

番号」欄に個人番号を記載する場合には、左側を１文字空けて記載すること。 

４ この申請に応答する係については、機械、車両又は設備について詳細に説明できる者を記載すること。 

５ 機械、車両又は設備の明細については、詳細に記載すること。 

６ 免税証の交付を申請する者が他の者の所有に係る機械、車両又は設備を使用している場合においては、

これを証する書面を添付すること。 

７ 「型式」欄には、製作所名及び機械、車両又は設備の通常称されている型の名称を記載すること。 

８ 「免税軽油使用者証交付申請書（その２）」は、申請者の機械の台数に応じ使用すること。 



 

免税軽油使用者証交付申請書（その２） 

機
械
、
車
両
又
は
設
備
の
明
細 

所 在 地      

名 称 
№ № № № № 

所有者の氏名又は名称      

型 式      

軸 馬 力      

燃 焼 方 式      

台 数      

用 途      

年 間 見 込 所 要 数 量 リットル リットル リットル リットル リットル 

 

機
械
、
車
両
又
は
設
備
の
明
細 

所 在 地      

名 称 
№ № № № № 

所有者の氏名又は名称      

型 式      

軸 馬 力      

燃 焼 方 式      

台 数      

用 途      

年 間 見 込 所 要 数 量 リットル リットル リットル リットル リットル 

 

第
十
六
号
の
十
六
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）（
第
八
条
の
二
十
八
関
係
） 



 

 
 

※
処
理
事
項 

審査 交付   証 の 番 号 

    第   号 

年  月  日  まで有効 

平成  年  月  日  
 

      知 事 殿  
免税軽油使用者証交付申請書（その１） 

住所又は事務所若しくは 
事業所所在地  

業 種  

氏 名 又 は 名 称   ㊞  

この申請に応答する係及 
び氏名並びに電話番号 

 
（電話        ）  

機

械

、

車

両

又

は

設

備

の

明

細 

所 在 地      

名 称 
№ № № № № 

所有者の氏名又は名称      

型 式      

軸 馬 力      

燃 焼 方 式      

台 数      

用 途      

年 間 見 込 所 要 数 量 
リットル リットル リットル リットル リットル 

年 間 見 込 所 要 数 量 合 計 
リットル 

 

 

 

受付印 

 
 

 

第
十
六
号
の
十
六
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）（
附
則
第
四
条
の
八
関
係
） 



 

第 16号の 16 の２様式記載要領 

１ この申請書は、地方税法附則第 12 条の２の７第２項の規定により新たに免税軽油使用者証の交付を

申請する場合において、交付を受けようとする道府県知事に１通提出すること。 

２ 「※処理事項」欄は、申請者において記載することを要しないこと。 

３ この申請に応答する係については、機械、車両又は設備について詳細に説明できる者を記載すること。 

４ 機械、車両又は設備の明細については、詳細に記載すること。 

５ 免税証の交付を申請する者が他の者の所有に係る機械、車両又は設備を使用している場合においては、

これを証する書面を添付すること。 

６ 「型式」欄には、製作所名及び機械、車両又は設備の通常称されている型の名称を記載すること。 

７ 「免税軽油使用者証交付申請書（その２）」は、申請者の機械の台数に応じ使用すること。 



 

免税軽油使用者証交付申請書（その２） 

機
械
、
車
両
又
は
設
備
の
明
細 

所 在 地      

名 称 
№ № № № № 

所有者の氏名又は名称      

型 式      

軸 馬 力      

燃 焼 方 式      

台 数      

用 途      

年 間 見 込 所 要 数 量 リットル リットル リットル リットル リットル 

 

機
械
、
車
両
又
は
設
備
の
明
細 

所 在 地      

名 称 
№ № № № № 

所有者の氏名又は名称      

型 式      

軸 馬 力      

燃 焼 方 式      

台 数      

用 途      

年 間 見 込 所 要 数 量 リットル リットル リットル リットル リットル 

 

第
十
六
号
の
十
六
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）（
附
則
第
四
条
の
八
関
係
） 



 

 

 

 

 

 
 

 ※
処
理
事
項 

審査 交付   証の番号 

    第  号 

年   月   日 まで有効 

平成   年   月   日  

                知 事 殿 免税軽油使用者証共同交付申請書 

代 表 者 の 個 人 番 号 
又 は 法 人 番 号 

代表者の住所又は事務所若しく

は事業所所在地 
業  種 代表者の氏名又は名称 

この申請に応答する係及び氏名並

びに電話番号 

               ㊞ 
 

（電話     ） 

免 税 軽 油 使 用 者 機 械 、 車 両 又 は 設 備 の 明 細 
用 途 

年間見込 
所要数量 住所又は事務所若しくは 

事業所所在地 氏名又は名称印 所在地 名 称 型 式 軸馬力 燃焼方式 台 数 

   №      ﾘｯﾄﾙ 

   №      ﾘｯﾄﾙ 

   №      ﾘｯﾄﾙ 

   №      ﾘｯﾄﾙ 

   №      ﾘｯﾄﾙ 

年 間 見 込 所 要 数 量 合 計 ﾘｯﾄﾙ 

第
十
六
号
の
十
七
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）（
第
八
条
の
二
十
八
関
係
） 

 
受付印 



 

 

 

 

 

 
 

 ※
処
理
事
項 

審査 交付   証の番号 

    第  号 

年   月   日 まで有効 

平成   年   月   日  

                知 事 殿 免税軽油使用者証共同交付申請書 

代表者の住所又は事務所若しくは事業所所在地 業  種 代表者の氏名又は名称 
この申請に応答する係及び氏名並びに 
電話番号 

  ㊞ 
 

（電話     ） 

免 税 軽 油 使 用 者 機 械 、 車 両 又 は 設 備 の 明 細 
用 途 

年間見込 
所要数量 住所又は事務所若しくは 

事業所所在地 氏名又は名称印 所在地 名 称 型 式 軸馬力 燃焼方式 台 数 

   №      ﾘｯﾄﾙ 

   №      ﾘｯﾄﾙ 

   №      ﾘｯﾄﾙ 

   №      ﾘｯﾄﾙ 

   №      ﾘｯﾄﾙ 

年 間 見 込 所 要 数 量 合 計 ﾘｯﾄﾙ 

第
十
六
号
の
十
七
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）（
附
則
第
四
条
の
八
関
係
） 

 
受付印 



 

第 16号の 17の２様式記載要領 
１ この申請書は、地方税法附則第 12 条の２の７第２項の規定により新たに免税軽油使用者証の交付

を申請する場合において、代表者が交付を受けようとする道府県知事に１通提出すること。 

２ 「※処理事項」欄は、申請者において記載することを要しないこと。 

３ この申請に応答する係については、機械、車両又は設備について詳細に説明できる者を記載するこ

と。 

４ 機械、車両又は設備の明細については、詳細に記載すること。 

５ 免税証の交付を申請する者が他の者の所有に係る機械、車両又は設備を使用している場合において

は、機械、車両又は設備の所有者の氏名又は名称を「氏名又は名称印」欄に（ ）書するとともに、

これを証する書面を添付すること。 

６ 「型式」欄には、製作所名及び機械、車両又は設備の通常称されている型の名称を記載すること。 

備 考 

    「免税軽油使用者」及び「機械、車両又は設備の明細」の欄は、必要に応じ別葉として増やすこと

ができる。 

 



 

元 売 業 者 指 定 申 請 書 
 
 

平成  年  月  日 
 

総 務 大 臣 殿 

※ 
処 理 
事 項 

 
 

申

請

者 

法 人 番 号              

氏名又は名称 ㊞ 

住所又は所在地  
（電話          ） 

法第 144条の７ 
第１項の区分 第１号該当 ・ 第２号該当 ・ 第３号該当 

 

第１号該当の場合 

石油の備蓄の確保等に 
関する法律第 26条第１ 
項の届出の年月日 

  年   月   日 

前３年の軽油の平均年間製造量 キロリットル 
前 年 の 軽 油 の 製 造 量 キロリットル 

第２号該当の場合 

石油の備蓄の確保等に 
関する法律第 16条の登 
録の年月日 

  年   月    日 

前３年の軽油の平均年間輸入量 キロリットル 

第３号該当の場合 前３年の軽油の平均年間販売量 キロリットル 
系 列 販 売 業 者 の 数  所在道府県数  

①法第 144条の７第２項の規定による取消しを受けたことの有無（有・無） 
                 （あるときは、取消しの年月日）             
②法第 144条の７第２項の規定による取消しを受けた者が法人である場 

合に、その取消しの原因となった事実があった日以前１年以内に当該 
法人の役員であった者に該当することの有無（有・無） 

        （あるときは、当該法人の名称及び取消しの年月日）             
③国税又は地方税の滞納処分を受けたことの有無（有・無） 

（あるときは、滞納処分の年月日）             
④国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せら 
れ、又は国税犯則取締法（地方税法において準用する場合を含む。）若 
しくは関税法（とん税法及び特別とん税法において準用する場合を含 
む。）の規定により通告処分（科料に相当する金額に係る通告処分を除 
く。）を受けたことの有無（有・無） 
（あるときは、刑及びその刑の確定の年月日又は処分及びその処分の 
履行の年月日）                                                  

法人の役員について、①から④までのいずれかに該当することの有無（有・無） 
    （あるときは、該当する事項（①・②・③・④）、 
        その事項に係る処分等の年月日及びその役員の氏名）             
 上記のとおり地方税法第 144条の７第１項の規定による元売業者の指定を受けたいので、 
申請します。 

備  考  

 

 
受付印 

第
十
六
号
の
二
十
五
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）（
第
八
条
の
三
十
二
関
係
） 



 

仮 特 約 業 者 指 定 申 請 書 
 

 
 
平成  年  月  日 

 
知事 殿 

※ 
処 理 
事 項 

 

申

請

者 

個人番号又は 
法 人 番 号              

氏名又は名称 ㊞  

住所又は所在地 
 

（電話          ） 

継続的に軽油の供給を

受ける販売契約を締結

している元売業者の氏

名又は名称 

 

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当することの有無（有・無） 
①法第 144条の８第３項の規定による取消しを受けたことの有無（有・無） 
                   （あるときは、取消しの年月日）           
②法第 144条の９第３項、第５項本文又は第６項後段の規定による 
取消しを受けたことの有無（有・無） 

（あるときは、取消しの年月日）           
③法第 144条の８第３項の規定による取消しを受けた者又は第 144条の 

９第３項、第５項本文若しくは第６項後段の規定による取消しを受け 
た者が法人である場合に、その取消しの原因となった事実があった日 
１年以内に当該法人の役員であった者に該当することの有無（有・無） 

          （あるときは、当該法人の名称及び取消しの年月日）           

④国税又は地方税の滞納処分を受けたことの有無（有・無） 
（あるときは、滞納処分の年月日）           

⑤国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せら 
れ、又は国税犯則取締法（地方税法において準用する場合を含む。）若 
しくは関税法（とん税法及び特別とん税法において準用する場合を含 
む。）の規定により通告処分（科料に相当する金額に係る通告処分を除 
く。）を受けたことの有無（有・無） 
（あるときは、刑及びその刑の確定の年月日又は処分及びその処分の 
履行の年月日）                                     

法人の役員について、①から⑤までのいずれかに該当することの有無（有・無） 
      （あるときは、該当する事項（①・②・③・④・⑤）、 
          その事項に係る処分等の年月日及びその役員の氏名）           
 上記のとおり地方税法第 144条の８第１項の規定による仮特約業者の指定を受けたいので、 
申請します。 

備  考  

 

 

 

 
受付印 

第
十
六
号
の
二
十
八
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）（
第
八
条
の
三
十
三
関
係
） 



 

 特 約 業 者 指 定 申 請 書 

 

 
平成  年  月  日 

 
知事 殿 

 
※ 
処 理 
事 項 

 
 
 
 

申

請

者 

個人番号又は法人番号              

氏名又は名称 ㊞  

住所又は所在地  
（電話          ） 

仮特約業者の指定の年月日 年  月  日 指定に係る道府県知事 知事 
継続的に軽油の供給を受ける

販売契約を締結している元売

業者の氏名又は名称 

 

当該元売業者の保証の有無（有・無） 
石油の備蓄の確保等に関する法律に規定する石油販売業の届出の有無（有・無） 

（あるときは、届出年月日）            
前 年 の 軽 油 の 販 売 量 キロリットル 
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当することの有無（有・無） 
①法第 144条の８第３項の規定による取消しを受けたことの有無（有・無） 
                 （あるときは、取消しの年月日）            
②法第 144条の９第３項、第５項本文又は第６項後段の規定による 
取消しを受けたことの有無（有・無） 

（あるときは、取消しの年月日）            
③法第 144条の８第３項の規定による取消しを受けた者又は第 144条の 

９第３項、第５項本文若しくは第６項後段の規定による取消しを受け 
た者が法人である場合に、その取消しの原因となった事実があった日 
１年以内に当該法人の役員であった者に該当することの有無（有・無） 

        （あるときは、当該法人の名称及び取消しの年月日）            
④国税又は地方税の滞納処分を受けたことの有無（有・無） 

（あるときは、滞納処分の年月日）            
⑤国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せら 
れ、又は国税犯則取締法（地方税法において準用する場合を含む。）若 
しくは関税法（とん税法及び特別とん税法において準用する場合を含 
む。）の規定により通告処分（科料に相当する金額に係る通告処分を除 
く。）を受けたことの有無（有・無） 
（あるときは、刑及びその刑の確定の年月日又は処分及びその処分の 
履行の年月日）                                    

法人の役員について、①から⑤までのいずれかに該当することの有無（有・無） 
     （あるときは、該当する事項（①・②・③・④・⑤）、 

    その事項に係る処分等の年月日及びその役員の氏名）            
 上記のとおり地方税法第 144条の９第１項の規定による特約業者の指定を受けたいので、 
申請します。 

備  考  

 
受付印 第

十
六
号
の
二
十
九
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）（
第
八
条
の
三
十
四
関
係
） 



（その１） 
製 造 承 認 申 請 書 

 
           
                平成  年  月  日 
 
                    知事 殿 

※ 
処 理 
事 項 

 

区 分 元 ・ 特 ・ 販 ・ 製 ・ 自 

申
請
者 

個人番号又は法人番号                                           

氏 名 又 は 名 称 ㊞ 

住 所 又 は 所 在 地 （電話       ） 

て
い
る
者 

委
託
を
受
け 

氏 名 又 は 名 称  

住 所 又 は 所 在 地 （電話       ） 

下記のとおり地方税法第 144条の 32 第１項第１号又は第２号の規定による承認を受けたいので、 
申請します。 

製 造 を 行 う 年 月 日 平成   年   月   日 

製 造 を 行 う 場 所  

製 造 に 使 用 す る 
炭 化 水 素 油 
そ の 他 の 原 材 料 

性     状 数     量 

  

  

  

炭化水素油の製造方法 
 

仕
入
先 

氏名又は名称    

住 所 又 は 
所 在 地 

 
 
 

  

仕 入 数 量    

製 造 す る 
炭 化 水 素 油 

性   状 数   量 

 
リットル 

製 造 す る 
炭 化 水 素 油 の 用 途 

 

製造する炭化水素油 
の 貯 蔵 場 所 

 

譲
渡
先 

氏名又は名称  

住所又は所在地  

譲 渡 又 は 消 費 の 
予 定 年 月 日 平成   年   月   日 

 

 

 
受付印 

第
十
六
号
の
三
十
一
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）（
第
八
条
の
四
十
二
関
係
） 



（その１） 

燃料炭化水素油譲渡承認申請書 

 
 

平成  年  月  日 

 

知事 殿   

※ 
処  理 
事  項 

 

区  分 元 ・ 特 ・ 販 ・ 製 ・ 自 

申 

請 

者 

個人番号又は法人番号               

氏 名 又 は 名 称 ㊞  

住 所 又 は 所 在 地 （電話       ） 

  下記のとおり地方税法第 144 条の 32第１項第３号の規定による承認を受けたいので、 

申請します。 

譲渡を行う年月日 平成   年   月   日 

譲 渡 を 行 う 場 所  

燃料炭化水素油の 
性 状 

 

燃料炭化水素油の 
数 量 

リットル  

譲 

渡 

先 

氏名又は名称  

住所又は所在地  

自動車登録番号  

 

 
 

受付印 

第
十
六
号
の
三
十
二
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）（
第
八
条
の
四
十
二
関
係
） 



（その１） 

燃料炭化水素油消費承認申請書 

平成  年  月  日 

 

知事 殿   

※ 
処  理 
事  項 

 

申 

請 

者 

個人番号又は法人番号               

氏 名 又 は 名 称 ㊞  

住 所 又 は 所 在 地 （電話        ） 

  下記のとおり地方税法第 144 条の 32第１項第４号の規定による承認を受けたいので、 
申請します。 

消費を行う年月日 
平成   年   月   日 から 

      平成   年   月   日 まで 

燃料炭化水素油の 
性 状 

 

燃料炭化水素油の 
数 量 

リットル  

燃料炭化水素油を 
消費する自動車の 
自 動 車 登 録 番 号 

 

燃料炭化水素油を 
消費する自動車の 
主 た る 定 置 場 

 

譲渡を受けた年月日 平成   年   月   日 

譲渡を行った者の 
氏 名 又 は 名 称 

 

 

 

 

受付印 

第
十
六
号
の
三
十
三
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）（
第
八
条
の
四
十
二
関
係
） 



殿

（電話　　　　　　　　　　　　　　　　）　

　その他参考となるべき事項

年

月

異 動 年 月 日 平成 年 日

　上記の事務所又は事業所の営業区域

月

平成日 か ら 日まで

下 記 の と お り 地 方 税 法 の 規 定 に よ り 届 け 出 ま す 。

年

住 所

又 は 所 在 地

事
務
所
又
は
事
業
所

月

（電話　　　　　　　　　　　　　　　　）　

㊞

         平成　　　　年　　　　月　　　　日　

法 人 に あ っ て は
代 表 者 の 氏 名

フ リ ガ ナ

　  元　・　特　・　販　・　製

個 人 番 号 又 は
法 人 番 号

廃 止 年 月 日

事　業　の　開　廃　等　の　届　出　書

事業者コード

異動年月日

㊞

氏 名
又 は 名 称

フ リ ガ ナ

フ リ ガ ナ

事務所コード 整理番号

※
処
理
事
項

区　　　分

（右詰で記載）

予　　　　　　　備

月 日

年 月平成

休　　　　　　　　　止　　　　　　　　　期　　　　　　　　　間

日平成

フ リ ガ ナ

名　　 　称

フ リ ガ ナ

所  在  地

平成 年

開 始 年 月 日

受付印 

第 1 4 4条の 3 4第１項 
 

第 1 4 4条の 3 4第３項 

事業の開始、 
廃止又は休止 
の年月日等 

事業の廃止又
は休止の理由 

第
十
六
号
の
三
十
五
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
四
十
五
関
係
）
 

元売業者、特
約業者、石油
製品販売業者
又は軽油製造
業者等 



－

－

26

01635

予　　　　備

00

22 23

宮崎

31

13

11

24

24

48

56

38

57 72

26 28 30

41

大分 鹿児島 沖縄愛媛

28 30 32 34 36

40
42 44 46

24 26 97

157

10

141 142

129

121

49

129

121

142 157

24 26 97

販 製特

24 26 40

0

様式区分

01

02

05

40 45

滋賀 京都

熊本高知 福岡

39

46 49

129

97

岡山 広島 山口 徳島 香川 長崎佐賀

神奈川 新潟

富山 石川 福井 山梨 長野 奈良愛知 三重

島根

1

1

1

和歌山 鳥取

1 1

1

岐阜

1 1 1 1

大阪 兵庫

1

1 1

静岡

1 1 1 1

元

東京

1 11

北海道

1 1 1 1

秋田

1 1

12
1 1 1

埼玉 千葉

1

11 1

1

141

栃木 群馬

11

07

08

09

1

茨城

26

青森 岩手 宮城

1 1 1 1 1

1

1 1 1 1

事業者コード 事務所コード 整理番号

03

04

06

241 7 17

1 1 1 1

山形 福島

第
十
六
号
の
三
十
五
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
4
）
（
第
八
条
の
四
十
五
関
係
）
 



殿

　その他参考となるべき事項

契約の相手方
の 区 分

月

（右詰で記載）

平成

フ リ ガ ナ

契 約 締 結
年 月 日 平成

契約の相手方
の 氏 名 又 は
名　　　　　　 称

契約の相手方
の 住 所 又 は
所 在 地

契 約 終 了
年 月 日

異 動 年 月 日

　※

区　　　分

年平成

契　　約　　終　　了

日

事務所コード事業者コード

　 元　・　特　・　販　・　製

フ リ ガ ナ

フ リ ガ ナ

氏 名
又 は 名 称

フ リ ガ ナ

㊞

フ リ ガ ナ

   平成　　　年　　　月　　　日　

年 月 日

異動年月日

下 記 の と お り 地 方 税 法 の 規 定 に よ り 届 け 出 ま す 。

契　　　　　　　　　約

住 所

又 は 所 在 地

月

（電話　　　　　　　　　　　　　　　　）　

日年

     元  ・  特  ・  販  ・ 製 

法 人 に あ っ て は
代 表 者 の 氏 名

個 人 番 号 又 は
法 人 番 号

販　売　契　約　の　締　結　等　の　届　出　書

㊞

整理番号

※
処
理
事
項

予　　　　　　　備

  元売業者、特
  約業者、石油
  製品販売業者
  又は軽油製造
  業者等

受付印 

第 1 4 4条の 3 4第２項 
 

第 1 4 4条の 3 4第３項 

第
十
六
号
の
三
十
六
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
四
十
五
関
係
）
 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　知事　殿

㊞

※ ※

リットル リットル

. .
※

.
※

.

. .
※

.
※

.

. .
※

.
※

.

. .
※

.
※

.

. .
※

.
※

.

. .
※

.
※

.

. .
※

.
※

.

. .
※

.
※

.

. .
※

.
※

.

. .

. .

第
十
六
号
の
三
十
七
様
式
（

提
出
用
）
（

用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（

第
八
条
の
五
十
一
関
係
）

氏 名 又 は 名 称

住 所 又 は 所 在 地

処理区分事業者コード

氏　名　又　は　名　称
住所又は所在地

引　　渡　　数　　量

納 入 を 行 っ た 軽 油 に つ い て 引 取 り を 行 っ た 者

コ      ー      ド

計

うち課税済みのもの

納 入 を 受 け た 者 の 事 務 所 又 は 事 業 所 ご と の 内 訳

報告年月日

納　　入　　数　　量

年 月分

（電話　　　　　　　　　　　　　　　）

処
理
事
項

コ      ー      ド

個人番号
又は

法人番号

平成　　　年　　　月　　　日

※

平成

整理番号

納　入　先　別
納　入　数　量　等　報　告　書 事務所コード

うち課税済みのもの

名　　　　　　　　称
所　　在　　地

予 備

枚のうち

枚　　目

備　　　　考

計

受付印 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　知事　殿

㊞

※ ※

リットル リットル

. .
※

.
※

.

. .
※

.
※

.

. .
※

.
※

.

. .
※

.
※

.

. .
※

.
※

.

. .
※

.
※

.

. .
※

.
※

.

. .
※

.
※

.

. .
※

.
※

.

. .

. .

氏 名 又 は 名 称

住 所 又 は 所 在 地

計 計

備　　　　考

コ      ー      ド うち課税済みのもの コ      ー      ド うち課税済みのもの

納 入 を 行 っ た 後 返 還 を 受 け た 軽 油 に つ い て 引 取 り を 行 っ た 者
納 入 を 受 け た 者 の 事 務 所 又 は 事 業 所 ご と の 内 訳

氏　名　又　は　名　称
住所又は所在地

返　　還　　数　　量　　① 名　　　　　　　　称
所　　在　　地

返　　還　　数　　量　　②

（電話　　　　　　　　　　　　　　　）

平成 年 月分
枚のうち

枚　　目

処
理
事
項

報告年月日
個人番号

又は
法人番号

第
十
六
号
の
三
十
八
様
式
（

提
出
用
）
（

用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（

第
八
条
の
五
十
一
関
係
）

予 備 整理番号

納　入　先　別
返　還　数　量　等　報　告　書

※
事業者コード 事務所コード 処理区分

平成　　　年　　　月　　　日
受付印 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　知事　殿

㊞

※
コ      ー      ド

リットル

.
※

.

.
※

.

.
※

.

.
※

.

.
※

.

.
※

.

.
※

.

.
※

.

.
※

.

.
※

.

.

.

氏 名 又 は 名 称

住 所 又 は 所 在 地

事　務　所　・　事　業　所　別
納　入　数　量　等　報　告　書

※
事業者コード 事務所コード

報告年月日

処理区分 予 備 整理番号 第
十
六
号
の
三
十
九
様
式
（

提
出
用
）
（

用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（

第
八
条
の
五
十
一
関
係
）

処
理
事
項

名　　　　　　称

（電話　　　　　　　　　　　　　　　）

平成 年 月分

納入を行った数量納 入 を 行 っ た 事 務 所 又 は 事 業 所

枚のうち

枚　　目

所　　　　在　　　　地

計

平成　　　年　　　月　　　日 個人番号
又は

法人番号

うち課税済みのもの
備　　　　　考

受付印 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　知事　殿

㊞

※
コ      ー      ド

リットル

.
※

.

.
※

.

.
※

.

.
※

.

.
※

.

.
※

.

.
※

.

.
※

.

.
※

.

.
※

.

.

.

事　務　所　・　事　業　所　別
返　還　数　量　等　報　告　書

※
事業者コード 事務所コード 処理区分 予 備 整理番号 第

十
六
号
の
四
十
様
式
（

提
出
用
）
（

用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（

第
八
条
の
五
十
一
関
係
）

処
理
事
項

報告年月日

（電話　　　　　　　　　　　　　　　）

平成　　　年　　　月　　　日 個人番号
又は

法人番号

氏 名 又 は 名 称

住 所 又 は 所 在 地

平成 年 月分

返 還 を 受 け た 事 務 所 又 は 事 業 所
備　　　　　考

所　　　　在　　　　地 うち課税済みのもの

返還を受けた数量

枚のうち

枚　　目

名　　　　　　称

計

受付印 



殿

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

　　（右詰で記載）

㊞

うち課税済みのもの

うち課税済みのもの

うち課税済みのもの

合　　　　　　　計

住 所 又 は 所 在 地

個 人 番 号 又 は 法 人 番 号

（電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　

合　　　　　　　計

うち課税済みのもの

前 月 末 在 庫 数 量

うち課税済みのもの

うち課税済みのもの

消　　費　　数　　量

うち課税済みのもの

返還を行った数量

うち課税済みのもの

うち課税済みのもの

そ　　　の　　　他

うち課税済みのもの

引　　取　　数　　量受
　
　
　
入
　
　
　
れ

輸　　入　　数　　量

そ　　　の　　　他

払
　
　
　
出
　
　
　
し

引　　渡　　数　　量

返還を受けた数量

処理区分事務所コード事業者コード

年平成

うち課税済みのもの

うち課税済みのもの

製　　造　　数　　量

           平成　　　　年　　　　月　　　　日　

軽油の受払い等の数量報告書

整理番号※
処
理
事
項

報告年月日

予　　　　　　　備

備　　　　　　考

前 々 月 末 在 庫 数 量

現実の受払い等の数量

リットル リットル

　月分

区　　　分 　   元　・　特　・　製

摘　　　　　　要 受 払 い 等 の 数 量

氏 名 又 は 名 称

受付印 

第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
十
一
関
係
）
 



㊞

譲渡又は消費の数量

氏名又は名称

住 所 又 は
所 在 地

譲 渡 又 は 消 費 の
予 定 年 月 日

製造した軽油の用途

製 造 を し た 者 の
住 所 又 は 所 在 地

製 造 に 使 用 し た
炭 化 水 素 油
そ の 他 の 原 材 料

氏名又は名称

住 所 又 は
所 在 地

譲 渡 又 は 消 費 の
年 月 日

軽 油 の 製 造 方 法

製造した軽油の数量

個 人 番 号 又 は
法 人 番 号

製 造 を し た 者 の
氏 名 又 は 名 称

製 造 を し た 年 月 日

製 造 を し た 場 所

（電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

リットル リットルリットル

知事 殿

性　　　　　　状

リットル

平成　　　年　　　月　　　日 平成　　　年　　　月　　　日平成　　　年　　　月　　　日

平成　　　年　　　月　　　日 平成　　　年　　　月　　　日平成　　　年　　　月　　　日

リットル

譲
　
渡
　
先

軽油の製造数量等の報告書

整理番号※
処
理
事
項

予　　　　　　　備処理区分事務所コード

数　　　　　　量

平成　　　 　　年 　　　　　月 　　　　　日

事業者コード

譲 渡 し
よ う と
す る 相
手 方

           平成　　　　年　　　　月　　　　日　

報告年月日

　　（右詰で記載）

受付印 
第
十
六
号
の
四
十
二
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
十
一
関
係
）
 



第17号様式記載要領

フ リ ガ ナ

給与支払報告書（総括表） 第
十
七
号
様
式
（

用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
５
）
（

第
十
条
関
係
）

種　別 整理番号

※ ※ ※

平成　　　年　　　月　　　日提出
給 与 の 支 払 期 間 平成　年　月分から　月分まで

給　与　支　払　者　の
個人番号又は法人番号

所得税の源泉徴収
をしている事務所
又 は 事 業 の 名 称

受 給 者
総 人 員

人

給 与 支 払 者 の
氏 名 又 は 名 称

事 業 種 目

提 出 区 分
年 間 分
退 職 者 分

フ リ ガ ナ
報 告 人 員 人

人
給 与 支 払 者 が
法 人 で あ る 場 合
の 代 表 者 の 氏 名

人員

所 属
税 務 署 名

同 上 の 所 在 地
報 告 人 員 の
う ち 退 職 者

特 別 徴 収 税 額 の
払 込 み を 希 望 す る

（名称） （所在地）

金融機関

税務署

連 絡 者 の 氏 名 、
所 属 課 、 係 名
及 び 電 話 番 号

　　　　　課　　　　　係
氏名
　　　（電話　　　　　　）

給与の支払方法
及 び そ の 期日

(イ)

(ロ)

　１月１日現在において給与の支払を受けている者について、１月１日から同月31日までに支払
報告書を提出する場合（あわせて前年の退職者について支払報告書を提出する場合を含む。）に
は、「年間分」を○で囲んでください。
　退職者についてのみ支払報告書を提出する場合には、「退職者分」を○で囲んでください。
　なお、提出区分が「退職者分」の場合は、太線部分のみ記載して提出することもできます。

６

７

８

９

10

11

12

13

　「給与支払者が法人である場合の代表者の氏名」欄には、経理責任者の職氏名を記載してくださ
い。給与支払者が国の機関である場合には、国の機関名を記載してください。
　「連絡者の氏名、所属課、係名及び電話番号」欄には、この報告書について応答する者の氏名、
所属課、係名及びその電話番号を記載してください。
　「受給者総人員」欄には、１月１日現在において給与の支払をする事務所、事業所等から給与等
の支払を受けている者の総人員を記載してください。
　「報告人員」欄には、提出先に市町村に対して「給与支払報告書（個人別明細書）」を提出する
人員（退職者人員を含む。）を述べ人数で記載してください。
　「報告人員のうち退職者人員」欄には、提出先の市町村に対して「給与支払報告書（個人別明細
書）」を提出する退職者の人員を延べ人数で記載してください。
　「給与の支払方法及びその期日」欄には、月給、週給等及び毎月20日、毎週月曜日等と記載して
ください。
　「特別徴収税額の払込みを希望する金融機関」欄には、給与の支払をする事務所又は事業所の所
在する市町村以外の市町村に特別徴収税額を払い込む場合において、その払込みを希望する金融機
関の所在地及び名称を記載してください。なお、市町村の都合によっては、これと異なる金融機関
を指定することがあります。
　※の欄は記載しないでください。

１

２

　この給与支払報告書（以下「支払報告書」という。）は、地方税法（以下「法」という。）第
317条の６第１項又は第３項に規定する給与について使用してください。
　給与の支払をする者で、給与所得について所得税を源泉徴収する義務のあるものは、次により関
係市町村に提出してください。

(イ)
(ロ)

　１月１日現在において給与の支払を受けている者　１月31日まで
　給与の支払を受けている者のうち給与の支払をうけなくなったもの（以下「退職者」とい
う。）　退職した年の翌年の１月31日まで

３

４

５

　「給与支払者の個人番号又は法人番号」欄には、給与支払者の個人番号（行政手続における特定
の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（第２条第５項に規定する個人番号をいう。以
下同じ。）又は法人番号（同条第15項に規定する法人番号をいう。）を記載してください。なお、
個人番号を記載する場合は、左側を１文字空けて記載してください。
　「給与の支払期間」欄には、「報告人員」（提出区分が「退職者分」の場合は「報告人員のうち
退職者人員」とする。）に給与を支払った期間を記載してください。
　「提出区分」欄には、次により記載してください。



平成　　　年　　　月　　　日提出

第17号の２様式記載要領

公的年金等支払者
の 名 称

フ リ ガ ナ

公的年金等支払報告書（総括表）

種　別 整理番号
市町村長　殿

※ ※ ※

同 上 の 所 在 地

フ リ ガ ナ

報 告 人 員 人
所得税の源泉徴収
をしている事務所
又 は 事 業 の 名 称

連 絡 者 の 氏 名 、
所 属 課 、 係 名
及 び 電 話 番 号

公的年金等の
支払方法及び
そ の 期 日

公的年金等支払者が
法 人 で あ る 場 合
の 代 表 者 の 氏 名

税務署
所 属
税 務 署 名

受 給 者
総 人 員

人

第
十
七
号
の
二
様
式
（

用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
６
）
（

第
十
条
関
係
）

　この公的年金等支払報告書（以下「支払報告書」という。）は、地方税法（以下「法」とい
う。）第317条の６第４項に規定する公的年金等（以下「公的年金等」という。）について使用す
ること。
　１月１日現在において公的年金等の支払をしている者で、公的年金等に係る所得について所得税
を源泉徴収する義務のある者は、この報告書を１月31日までに関係市町村に提出すること。
　「公的年金等支払者の法人番号」欄には、公的年金等支払者の法人番号（行政手続における特定
の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第15項に規定する法人番号をいう。）を
記載してください。
　「公的年金等支払者が法人である場合の代表者の氏名」欄には、経理責任者の職氏名を記載する
こと。公的年金等支払者が国の機関である場合には、国の機関名を記載すること。
　「連絡者の氏名、所属課、係名及び電話番号」欄には、この報告書について応答する者の氏名、
所属課、係名及びその電話番号を記載すること。
　「受給者総人員」欄には、１月１日現在において公的年金等の支払をする事務所、事業所等から
公的年金等等の支払を受けている者の総人員を記載すること。
　「報告人員」欄には、提出先に市町村に対して「公的年金等支払報告書（個人別明細書）」を提
出する人員を記載すること。
　「公的年金等の支払方法及びその期日」欄には、毎月20日、３ヵ月毎の20日等と記載すること。
　※の欄は記載しないこと。

１

２

３

４

５

６

７

８
９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課　　　　　係
氏名
　　　　　　　　　　　　（電話　　　　　　　　　　　）

公的年金等支払者の
法 人 番 号



有 無
 その
 他

人

　　 (イ) 　　「特定」の欄には、特定扶養親族の数を記載すること。
　　 (ロ)　 　「老人」の欄には、老人扶養親族の数を記載すること。
　　 (ハ)     「その他」の欄には、特定扶養親族又は老人扶養親族以外の扶養親族の数を記載すること。
   8　　   「障害者の数」の項には、所得税法第203条の5第1項の規定による申告書に記載されたところに応じ、それぞれ次のように記載すること。
　　 (イ) 　　「特別」の欄には、控除対象配偶者又は扶養親族である特別障害者の数を記載すること。
　　 (ロ) 　　「その他」の欄には、特別障害者以外の障害者である控除対象配偶者又は扶養親族の数を記載すること。

    を記載すること。

 11  　   ※の欄には、記載しないこと。

第
十
七
号
の
二
様
式
別
表
（

用
紙
日
本
工
業
規
格
A
6
）
（

第
十
条
関
係
）

公的年金等支払報告書（個人別明細書）
※種　　　　別 ※整理番号 　※

　支払を受
　ける者

※区　分

区分 支　　　　　　払　　　　　　金　　　　　　額 源　 　 　泉  　　　徴　 　　　収　 　　　額

住　　　所

フリガナ 生年
月日

明　　治 大　　正 昭　　和 平　　成

氏　　　名 年 月 日

円

所得税法第203条の3第2号適用分

所得税法第203条の3第1号適用分
千 円 千

本　　　　　　　　　　　　　　　　　人
　　　 控除対象配偶者の
　　　 有無等

　　　 扶養親族
　　　 の数

   障害者の
　 数

社会保険料の額

特別障害者 その他の障害者
 老人控除
 対象配偶者

特定

所得税法第203条の3第3号適用分

老人
  その
  他

特別

人 人 人 人

　　 ものについては、 これを内書とすること。また、所得税法第203条の4第2号に規定する退職年金については、同号の規定により公的年金等の

千 円

　（摘要）

支　　　払　　　者
所　　在　　地

名　　　　　 称
　　　　　　　　　　　　　（電話）

第17号の2様式別表記載要領
　 1　　   「住所」の欄には、支払報告書を提出する日の現況による住所を記載すること。
   2　　   「氏名」の欄の「フリガナ」の欄には、カタカナで記載すること。
   3　　   「生年月日」の欄には、該当する年号を○で囲み、その年月日を記載すること。
   4　　   「支払金額」の項には、その年中に支払の確定した公的年金等の金額を記載し、支払報告書を作成する日においてまだ支払つていない

   9　　   「社会保険料の金額」の項には、所得税法第203条の4第1項の規定により公的年金等から控除される同号に規定する社会保険料の金額

 10  　   「摘要」の欄には、法第34条第4項及び第314条の2第4項に規定する配偶者控除額又は扶養控除額の控除の対象となる控除対象配偶者
　  又は扶養親族の人数を記載すること。

所得税法第203条の3第4号適用分

　　支払を受けたものとみなされる額に相当する金額を記載すること。
   5　　   「本人」の項には、公的年金等の支払を受ける者が特別障害者又はその他の障害者に該当する場合には、その該当する欄に★印を
　　記載すること。
   6　　   「控除対象配偶者の有無等」の項には、所得税法第203条の5第1項の規定による申告書に記載されたところに応じ、その該当する欄に
　　★印を記載すること。
   7　　   「扶養親族の数」の項には、所得税法第203条の5第1項の規定による申告書に記載されたところに応じ、それぞれ次のように記載すること。



 ◎給与の支払を受けなくなった後の月割額（未徴収税額）を一括徴収する場合は、次の欄にも記載してください。

特別徴収義務者
指定番号

連絡先の氏名及
び所属課、係名
並びに電話番号

　　　　　　　　　　課　　　　　　係
氏名
（電話番号　　　　　　　　　　　）

個人番号
又は法人番号

異 動 者 印 ・ 円 

一括徴収の理由

給与の支払
を受けなく
なった後の
住所

新しい勤務
先の名称及
び所在地

個 人 番 号

・ 円 円

・ 円 

１．

２．

　異動が平成　年12月31日
までで、申出があったため
　（　　  月　　 日申出）

　異動が平成　年１月１日
以後で、特別徴収の継続の
希望がないため

月 日 ( ウ ) と 同 額 ）

円

２．

住所（居所）
又は所在地

氏名又は名称

月から

月まで

円 １．
２．

３．

４．

５．

６．

・　・
円

税 額 の 徴 収

円

徴収予定

　
※
　
市
町
村
記
入
欄

徴 収 予 定 徴 収 予 定 額
徴収予定額 合 計 （ 上 記

退 職
転 勤

休 職

長期欠勤

死 亡

そ の 他

１．特別徴収継続

一 括 徴 収 控除社会
保険料額３．普 通 徴 収

（理由　　　　）

円

異 　動
年月日

特別徴収税額
（年税額）

徴収済額 未徴収税額
（ア）－（イ）

第
十
八
号
様
式
（

用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（

第
十
条
関
係
）

給 与 支 払 報 告
特 別 徴 収 ※市町村

　処理欄

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

市町村長殿

平成　　年　 月 　日提出

給 与 所 得 者

異動の事由
退職時ま
での給与
支 払 額

（ア） （イ） （ウ） 異動後の未徴収
受給者番号
〔整理番号〕

氏　名

に係る給与所得者異動届出書



兆 十億 百万 千 円

事 業 種 目

期末現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額
期末現在の資本金の額及び
資本準備金の額の合算額
期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額

整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号

受付印
平成　　　年　　　月　　　日

殿

（電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

十億 百万 千 円

十億 百万 千 円

円

※

（ふりがな）

（ふりがな）

法 人 名

代 表 者
氏 名 印

（ふりがな）

経理責任者
氏 名

本市町村が
支店等の場
合は本店所
在地と併記

所 在 地

この申告の基礎

平成 年 月 日から平成 年 月

税 額摘 要

退職年金等積立金に係る法人税額

外国の法人税等の額の控除額

仮装経理に基づく法人税割額の控除額

租税条約の実施に係る法人税割額の控除額

この申告により納付すべき法人税割額　!0－!1－!2

差引法人税割額　y－i－o又はu－i－o

課 税 標 準 法 人 税 割 額
１００税率（　）

還付法人税額等の控除額

q

w

e

r

t

y

u

i

o

!0

!1

!2

!3

!4 !5

!6

!7

!8

!9

@0

@1 @2 @3

十億 百万 千 円

（　　　　　　　 　　　　　）

均
等
割
額

算定期間中において事務所等を有していた月数

既に納付の確定した当期分の均等割額

この申告により納付すべき均等割額　!5－!6

この申告により納付すべき市町村民税額　!3＋!7

!8のうち見込納付額

差　　引　　　　!8－!9

左のうち当該市町
村分の従業者数名 称 事務所、事業所又は寮等の所在地

当該市町村内に所在する事務所、事業所又は寮等 当該市町村分の均等
割の税率適用区分に
用 い る 従 業 者 数

分 割 基 準
当該法人の全従業者数

区 名 月数 従業者数 均等割額※
区コード

人 円

人

人

人

合 　 計

平成 年 月 日から

平成 年 月 日
平成 年 月 日
平成 年 月 日

平成 年 月 日まで

関与税理士
署 名 押 印 （電話　　　　　　　　　　　　　　　）

００

０００

０００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

決算確定の日

還付を受けよう
とする金融機関
及び支払方法

支店銀行

口座番号（普通・当座）

還 付 請 求 税 額

法第１５条の４の徴収猶予を受けようとする税額

既に納付の確定した当期分の法人税割額

月 円×!4
１２

残余財産の最後の分
配又は引渡しの日
法人税の期末現在の資本金等の額
又は連結個別資本金等の額

法人税の申告
書の種類

翌期の中間申
告の要否

要・否

有・無
法人税の申告
期限の延長の
処分の有無

申告書

年 月 日

（使 途 秘 匿 金 税 額 等）
法人税法の規定によって計算した法人税額

区分

申告年月日

００

日 ま で の 　 　 　 　 　 の 市 町 村 民 税 の　

課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額　q＋w＋e－r＋t

２以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準
となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額

事業年度分又は
連結事業年度分

こ の 申 告 が
中 間 申 告 の
場合の計算期間

１．法 人 税 の 平 成 年 月 日

の修正申告書の提出による。

２．法 人 税 の 平 成 年 月 日

の更正・決定・再更正による。

試験研究費の額に係る法人税額の特別控除額

青色・その他
解 散 の 日

国家戦略特別区域において機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除額

場

合

の

　
の

計

算

指
定
都
市
に
申
告
す
る

!5

※
処
理
事
項

発 信 年 月 日
通信日付印 確認印

法　人　番　号

（　×@2）y
@1

第
二
十
号
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）



申告年月日

４１

４２

４３

７２

３０

３１

０８

０９

１０

１１

１２

２４

０２

０３

０１

０４

０５

０６

０７

１３

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２３

７０

７１

２２２１

１

２４

５５ ６８

４２

２３

事業年度又は
連結事業年度

４３ ４８ ４９ ５４

Ｂ
１１

Ａ

Ｂ
１１

Ｂ
１１

予備

５０

５２

５４

５６

５８

６０

６２

６４

５１

５３

５５

５７

５９

６１

６３

６５

区コード

１・２

１・２

００

００

０００

０００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

（月 数）１４

申告基礎

使途秘匿金
税 額 等

１１Ｂ

整 理 番 号 事務所 申告区分区分

年 月 日

００

月

月数 従業者数 均等割額

翌期の中間申
告の要否
法人税の申告
期限の延長の
処分の有無

第
二
十
号
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

管 理 番 号

法　人　番　号

期末現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額

期末現在の資本金の額及び
資本準備金の額の合算額

期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額

012382
長方形



管 理 番 号※
処理
事項

整 理 番 号 事務所 申告区分

兆 十億 百万 円千

区
分

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

連結事業年度
又は事業年度

法 人 番 号

法人名

課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

（個別帰属特別控除取戻税額等又は特別控除取戻税額等）

法人税法の規定によって計算した連結法人税額に係る個別帰属額又は法人税法の規定によって計算
した法人税額

差引個別帰属法人税額（（①＋②＋③）と（①の括弧書）のうちいずれか多い額）又は差引法人税額
（①＋②＋③）

控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額の控除額

控除対象個別帰属還付税額及び控除対象還付法人税額の控除額

退職年金等積立金に係る法人税額

有（連結法人）・無（連結法人以外の法人）

連結親法人・連結子法人

法人税における連結
納税の承認の有無

連結親法人・子法人
の区分

連 結 親 法 人 の
本店所在地及び電話番号

（ ふ り が な ）
連 結 親 法 人 の 名 称
及　び　法　人　番　号

連結親法人の区分

特定連結子法人・非特定連結子法人連結子法人の区分

連結申告・単体申告法人税の申告区分

当期に発生した控除対象個別帰属税額
（①の括弧書）－（①＋②＋③）

課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額
④－⑤－⑥＋⑦

　〒

（電話　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）

普通法人・協同組合等・特定医療法人

第
二
十
号
様
式
別
表
一
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

試験研究費の額に係る連結法人税額の特別控除額に係る個別帰属額又は試験研究費の額に係る法人
税額の特別控除額

国家戦略特別区域において機械等を取得した場合等の連結法人税額の特別控除額に係る個別帰属額
又は国家戦略特別区域において機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除額

（法人番号）



管 理 番 号
第
二
十
号
様
式
別
表
一
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

２４

４９

３７

５５

４４

４３

２５

１２

３８

５０

５６ ６９

整 理 番 号

Ｂ

０２

０３

０４

０５

０６

０７

０８

０９

１０

事務所

予備

連結事業年度
又は事業年度

申告区分

０１

区
分

１

個別帰属特別控除取戻税額等
又は特別控除取戻税額等

申告年月日

法 人 番 号

（法人番号）
７０ ８２

012382
長方形



※
処理
事項

整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号区
分

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

事業年度又は
連結事業年度

法 人 番 号

均 等 割 額 の 計 算 に 関 す る 明 細 書

法
人
名

区 名 区内の主たる事務所等所在地

人 千 円

従業者数 均等割額

計

区
コ
ー
ド

※

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

月
数

第
二
十
号
様
式
別
表
四
の
三
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
紫
色
）
（
第
十
条
関
係
）



申告年月日

計

第
二
十
号
様
式
別
表
四
の
三
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
紫
色
）
（
第
十
条
関
係
）

２３１

４８４３

４２

２４

１１

３７

５４４９

５５ ６８

予備

Ａ

Ｂ

整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号区
分

月数 従業者数 均等割額

０１

０３

０５

０７

０９

１１

１３

１５

１７

１９

２１

２３

２５

２７

２９

３１

３３

３５

３７

３９

４１

４３

４５

４７

０２

０４

０６

０８

１０

１２

１４

１６

１８

２０

２２

２４

２６

２８

３０

３２

３４

３６

３８

４０

４２

４４

４６

４８

４９

区コード

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

事業年度又は
連結事業年度

法 人 番 号
３６

012382
長方形



十億 百万 千 円十億 百万 千 円

q

w

e

r

t y

０００

０００ ００

００

００

００

※

法 人 税 割 額
摘 要 課 税 標 準

税率（１００） 税 額
課税標準となる退職年金等積立金に係る法人税額
　　　　　 及びその法人税割額法人税の申告書
（別表19）の（11）（　　　　　）
２以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準と
なる退職年金等積立金に係る法人税額及びその法人税割額（　　×y）q

t

q又はwのうち既に納付の確定した当期分の法人
税割額

この申告により納付すべき法人税割額

全 従 業 者 数
人 人

人

当該市町村内に所在する事

務所又は事業所の従業者数

y

の

内

訳

u

事 務 所 又 は 事 業 所

名 称 所 在 地
従業者数

q－e又はw－e

関与税理士
署 名 押 印

（電話　　　　　　　　　　　　　　　）

日までの事業年度分の退職年金等積立金に係る市町村民税の 申告書 平成 年 月 日から平成 年 月

第
二
十
号
の
二
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
紫
色
）
（
第
十
条
関
係
）

整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号区
分

受付印

殿

※
処
理
事
項

申告年月日法 人 番 号

兆 十億 百万 千 円

事業種目

（ふりがな）

（ふりがな）

法 人 名

代 表 者
氏 名 印

（ふりがな）

経理責任者
氏 名

本市町村が
支店等の場
合は本店所
在地と併記

所 在 地

（電話　　　　　　　　　　　　　　　）

年 月 日

確認印
発 信 年 月 日
通信日付印

平成　　　年　　　月　　　日

期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額

期末現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額



整 理 番 号 事務所 申告区分区
分

申告年月日

Ｂ

事業年度

４３ ４８ ４９ ５４

１１

Ｂ
１１

予備

４１

４２

１０

１１

０１

０２

０４

０５ ０６

０３

１ ２３

２４

４２

５５ ６８

第
二
十
号
の
二
様
式
（
入
力
用
）

Ａ

０００

０００

年 月 日

００

００

００

００

管 理 番 号

法 人 番 号

（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
紫
色
）
（
第
十
条
関
係
）

期末現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額

期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額

012382
長方形



第
二
十
号
の
三
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
草
色
）
（
第
十
条
関
係
）

整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号

受付印
平成　　　年　　　月　　　日

殿

※
処
理
事
項

発 信 年 月 日
通信日付印 確認印

（電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 兆 十億 百万 千 円

十億 百万 千 円

十億 百万 千 円

十億 百万 千 円

※

事 業 種 目

（ふりがな）

（ふりがな）

法 人 名

代 表 者
氏 名 印

（ふりがな）

経理責任者
氏 　 　 名

本市町村が
支店等の場
合は本店所
在地と併記

所 在 地

平成 年 月 日から平成 年 月 日までの　　　　　の市町村民税の予定申告書 事業年度分又は
連結事業年度分

税 額摘 　 要

①

②

③

④

⑤

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

均
等
割
額

算定期間中において事務所等を有していた月数

この申告により納付すべき市町村民税額　④＋⑥

名 称 事務所、事業所又は寮等の所在地
当該市町村内に所在する事務所、事業所又は寮等

場

合

の

⑥

の

計

算

指
定
都
市
に
申
告
す
る

合 　 計

平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで

関与税理士
署 名 押 印 （電話　　　　　　　　　　　　　　　）

こ の 申 告 の 期 間

前事業年度又は前連結事業年度の期間

法第１５条の４の徴収猶予を受けようとする税額

月

十億 百万 千 円

（　　　　　　  　　　　　）

（　　　　　　　　  　　　　　）

区 名 月数 従業者数 均等割額※
区コード

人 円

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

法人税割額

外国の法人税等の額の控除額

仮装経理に基づく法人税割額の控除額

租税条約の実施に係る法人税割額の控除額

納付すべき法人税割額 ⑩－⑪－⑫－⑬

⑭のうち特別控除取戻税額等又は個別帰属
特別控除取戻税額等に係る法人税割額

差引法人税割額　⑭－⑮

 

円　× １２

前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額（⑯の金額）

この申告が修正申告である場合は既に納付の確定した当期分の法人税割額

この申告により納付すべき法人税割額　②－③

予定申告税額（ （①× 前事業年度又は前連結事業年度の月数
６

当該市町村分の均等
割の税率適用区分に
用 い る 従 業 者 数

人

日月年

区分

申告年月日法　人　番　号

００

００

００

００

００

００

前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額の明細

（特別控除取戻税額等又は個別帰属特別控除取戻
　税額等）
法人税法の規定によって計算した法人税額
又は法人税法の規定によって計算した連結
法人税額に係る個別帰属額

前期末現在の資本金の額

又 は 出 資 金 の 額

前期末現在の資本金の額及び
資本準備金の額の合算額

前 期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額



第
二
十
号
の
三
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
草
色
）
（
第
十
条
関
係
）

申告年月日

４１

４２

４０

４３

０２

０３

０１

０４

０５

０６

０７

１

２４

５５ ６８

４２

２３

事業年度又は
連結事業年度

４３ ４８ ４９ ５４

Ａ

Ｂ
１１

予備

５０

５２

５４

５６

５８

６０

６２

６４

５１

５３

５５

５７

５９

６１

６３

６５

６６ ６７

６８ ６９

月数 従業者数 均等割額区コード

００

００

００

００

００

００

００

００

００

０８

Ｂ
１１

Ｂ
１１

整 理 番 号 事務所 申告区分区分

日月年

００

００

００

００

００

００

００

管 理 番 号

法　人　番　号

前期末現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額

前 期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額

前期末現在の資本金の額及び
資本準備金の額の合算額

012382
長方形



整 理 番 号 事務所 申請区分管 理 番 号

法 人 番 号

区
分

受付印
年　　　月　　　日

年　　月　　日
殿

※
処
理
事
項

発 信 年 月 日
通信日付印 確認印

所 在 地

本県が支店等
の場合は本店
所在地と併記

（電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（ふりがな）

（ふりがな）

法 人 名

相互協議申立て年月日

代 表 者
自署押印

地方税法 の規定により、下記のとおり徴収猶予を申請します。第321条の11の2第1項
第321条の11の3第1項

事 業 年 度 又 は
連 結 事 業 年 度

事 業 年 度 又 は
連 結 事 業 年 度

納 期 限

納 期 限

担 保

法 人 市 町 村 民 税

法 人 税 割 額

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

法律による金額

法律による金額

法律による金額

法律による金額

法律による金額

法律による金額

法律による金額

延 滞 金 額

法 人 市 町 村 民 税

法 人 税 割 額

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

法律による金額

法律による金額

法律による金額

法律による金額

法律による金額

法律による金額

法律による金額

延 滞 金 額

納

付

す

べ

き

金

額

上
記
の
う
ち
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額

徴収猶予の申請書 第
二
十
二
号
の
二
の
二
様
式
（
第
十
条
の
二
の
六
・
第
十
条
の
二
の
七
関
係
）

012382
長方形

012382
長方形



受付印

関与税理士
署 名 押 印 （電話 ）

殿

※
処
理
事
項

発 信 年 月 日
通信日付印 確認印

申告年月日

兆 十億 百万 千 円

十億 百万 千 円

円

００

００

※

００

００

００

００

００

００

００

００

平成 日月年

事業種目

（電話 ）

所 在 地る
事
務
所
又
は
事
業
所

市
町
村
内
に
あ
る
主
た

所 在 地

名 称

代表者又
は管理人
の氏名印

（ふりがな）

名 称

（ふりがな）

所 在 地

名 称

（ふりがな）

（ふりがな）

本
店
又
は
本
社

（電話 ）

市町村内に
ある主たる
事務所又は
事業所以外
の事務所又
は事業所

前年４月１日から３月３１日までの
間に市町村に事務所又は事業所を
有していた期間

この申告によって納付すべき市町
村民税の均等割額

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで
同左の月数 ①

②
①

月

円×１２

指 定 都 市 に 申 告 す る

場 合 の ② の 計 算

区 名 区内の主たる事務所等所在地 均等割額
区
コ
ー
ド

※ 月
数

平成 年度 市町村民税の均等割申告書

整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号

法 人 番 号

区分

年 月 日

資 本 金
等 の 額

第
二
十
二
号
の
三
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
紫
色
）
（
第
十
条
関
係
）



申告年月日

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

０１

０２

資本金
等の額

月

第
二
十
二
号
の
三
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
紫
色
）
（
第
十
条
関
係
）

Ｂ
１１

Ｂ
１１

２３１

２４

４２

Ａ

５５ ６８
予備

Ｂ
１１

４３ ４８

４９ ５４

５３５２

５５５４

５７５６

５９５８

６１６０

６３６２

６５６４

６７６６

５１５０

４３

年 月 日

整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号区分

法 人 番 号

012382
長方形



第
二
十
二
号
の
四
様
式
（
用
紙
縦
百
七
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
横
八
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）（
第
十
条
関
係
）

（
第
一
片
）

（
第
二
片
）

（
第
三
片
）

市町村コード

口　　座　　番　　号 加　　　入　　　者

都道
府県
市
町
村

法人税割額

均 等 割 額

延 滞 金

督促手数料

合 計 額

０１

０２

０３

０４

０５

納期限 年 月 日

領

収

日

付

印

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

所在地及び法人名（法人課税信託に係る受託法人の各事業年度の法人税額を課税
標準とする市町村民税の法人税割については、法人課税信託の名称を併記）

上記のとおり領収しました。（納税者保管）

◎この納付書は、３枚１組の複写式とな
　っていますので、切り離さずに提出し
　てください。

法人市町村民税領収証書公

日　計

円

口

上記のとおり納付します。
金融機関

又は郵便局保管（ ）

法人市町村民税納付書 公

市町村コード

口　　座　　番　　号 加　　　入　　　者

都道
府県
市
町
村

法人税割額

均 等 割 額

延 滞 金

督促手数料

合 計 額

０１

０２

０３

０４

０５

納期限 年 月 日

領

収

日

付

印

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

所在地及び法人名（法人課税信託に係る受託法人の各事業年度の法人税額を課税
標準とする市町村民税の法人税割については、法人課税信託の名称を併記）

指定金融
機 関 名
（取りまとめ店）

取りまとめ局

上記のとおり通知します。（市町村保管）

法人市町村民税領収済通知書公

市町村コード

口　　座　　番　　号 加　　　入　　　者

都道
府県
市
町
村

法人税割額

均 等 割 額

延 滞 金

督促手数料

合 計 額

０１

０２

０３

０４

０５

納期限 年 月 日

領

収

日

付

印

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

所在地及び法人名（法人課税信託に係る受託法人の各事業年度の法人税額を課税
標準とする市町村民税の法人税割については、法人課税信託の名称を併記）

か
ら

ま
で

年　度 ※　　処　　理　　事　　項 管　理　番　号

申 告 区 分

そ
の
他

決
定

更
正

修
正

確
定

予
定

中
間 （ ）

事業年度又は連結事業年度

か
ら

ま
で

年　度 ※　　処　　理　　事　　項 管　理　番　号

申 告 区 分

そ
の
他

決
定

更
正

修
正

確
定

予
定

中
間 （ ）

事業年度又は連結事業年度

か
ら

ま
で

年　度 ※　　処　　理　　事　　項 管　理　番　号

申 告 区 分

そ
の
他

決
定

更
正

修
正

確
定

予
定

中
間 （ ）

事業年度又は連結事業年度



円

平成　　　年　　　月　　　日

殿 市町村長　　　氏　　　　名　　㊞

本市町村の人口

　　　　　　人

１　「個人番号又は法人番号」欄には、納税義務者の個人番号（行政手続における特
　定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人
  番号をいう。以下同じ。）又は法人番号（同条第15項に規定する法人番号をいう。）
　を記載すること。なお、個人番号を記載する場合には、左側を１文字空けて記載する
　こと。
２　「償却資産の価額」の欄は、不要な事項は削除して差し支えないこと。ここにい
　う価額とは、法第349条の３、法附則第15条、法附則第15条の２又は法附則第15
　条の３の規定の適用を受ける償却資産にあつては、その償却資産の価格にそれぞれ
　これらの規定に定める率を乗じて得た額をいうものであること。
３　「摘要」の欄には、当該市町村の人口のほか、その他必要な事項を記載するもの
　とすること。
４　納税義務者あてのものにあつては、「納税義務者」の「住所」、「氏名又は名称」
　及び「個人番号又は法人番号」の各欄は記載を要しないこと。

摘　　　　　要

　平成　　年度分の償却資産の価額について、法第349条の４第
６項の規定に基づき、上記の通り通知する。

第23号様式記載心得

住所

　　　合　　　　　　　　　　 計
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (ｲ)

 法第349条の４又は第349条の５の規定により市町村
 において課税標準額とすることとなる金額      (ﾛ)

氏名又は名称

法第349条の４第６項の規定による通知書 第
二
十
三
号
様
式

(

第
十
四
条
関
係

)

償
 
却
 
資
 
産
 
の
 
価
 
額

 法第410条第１項の規定によつて
 決定した価額

      (ｲ)－(ﾛ)

納
税
義
務
者

個人番号又
は法人番号

 法第389条第１項の規定によつて
 配分を受けた価額

 法第417条第２項の規定によつて
 配分を受けた価額

 (道府県において課税標準額とすることとなる金額) (ﾊ)

 法第417条第１項の規定によつて
 決定した
 修正した

価額 



円 円

土　 地　 課　 税　 台　 帳
(土 地 補 充 課 税 台 帳)

家屋
番号

　６　共有に係る土地にあつては、下記の様式の共有者氏名表を添付すること。なお、所有権又は百年より長い存続期間の定めのある地上権の共有持分が専有部分の敷地権として
　　表示されている土地にあつては、「家屋番号」の欄に共有持分に対応する専有部分の家屋番号を記載すること。

共　　　　　有　　　　　者　　　　　氏　　　　　名　　　　　表　

土地の所在 地　　　番

住　　所

　７　土地課税台帳は、従来の土地台帳の副本を適宜使用して差し支えないものであること。
　８　法第349条の３、第349条の３の２、附則第15条、第15条の２又は第15条の３の規定の適用を受ける土地にあつては、その旨(法第349条の３の３の規定により住宅用地と
　　みなされて法第349条の３の２の規定の適用を受ける土地にあつては、その旨) 「摘要」の欄に記載するとともに、「価格」の欄には、価格及び価格にこれらの規定
　　に定める率を乗じて得た額を登録すること。
　９　「課税標準額」の欄には、法第349条の３、第349条の３の２、附則第15条、第15条の２又は第15条の３の規定の適用を受ける土地にあつては価格にこれらの規定に定め
　　る率を乗じて得た額を、これらの規定の適用を受けない土地にあつては価格を、それぞれ登録すること。ただし、法附則第18条、第19条第１項又は第19条の４の規定の適
　　用を受ける土地については、これらの額に代えて、法附則第28条第１項各号に定める額若しくは同条第２項各号に定める合算額又は比準課税標準額（比準課税標準額が二以
　　上にある場合には、これらの合算額)をその区分を明らかにして登録すること。
　10　法附則第19条の３の規定の適用を受ける市街化区域農地 (法附則第19条の４の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)については、新たに法附則第19条の３の規定が適用
　　されることとなる年度及び基準年度において当該市街化区域農地に係る法附則第19条の３第１項に規定する課税標準となるべき額を「摘要」の欄に登録すること。
　11　法附則第17条の２第１項の規定の適用を受けるものについては、その旨を明らかにする表示を「摘要」の欄に記載すること。
　12　この様式は、市町村の必要に応じ、適宜補正することができるものであること。

円 円円 円

氏名又
は名称

個人番号又
は法人番号

家屋
番号

事由

登　記
年月日 共有

持分
年度 価格

課　税
標準額

住　　所
氏名又
は名称

個人番号又
は法人番号

登　記
年月日

事由

共有
持分

年度 価格
課　税
標準額

土地課税台帳及び土地補充課税台帳 第
二
十
四
号
様
式
　

(

第
十
四
条
関
係

)

土地の所在 地 番 等 級

地
　
目

地　積

登　記
年月日

　所有者、質権者、地上権者 　現に所有している者、所有者とみなされる者 敷地権の表示のされた
家屋の所在及び建物の
名称

摘 要

事　由 住　所
個人番号又
は法人番号

住　所
氏名又
は名称

何　 町　 村 　役　 場

個人番号又
は法人番号

氏名又
は名称

登　録
年月日

第24号様式記載要領
　１　登録した価格を修正する場合においては朱書をもつてし、その旨 ｢摘要」の欄に記載すること。
　２　「現に所有している者、所有者とみなされる者」の欄には、法第343条第２項後段、第４項、第５項及び第７項の規定によつて固定資産税を課されることとなる者を登録する
　　こと。
  ３　「個人番号又は法人番号」欄には、所有者、質権者、地上権者、現に所有している者又は所有者とみなされる者の個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番
　　号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）又は法人番号（同条第15項に規定する法人番号をいう。）を記載すること。なお、個人番号を記
　　載する場合には、左側を１文字空けて記載すること。
　４　敷地権の表示に係る権利が所有権又は百年より長い存続期間の定めのある地上権である土地にあつては、敷地権の表示のされた区分所有に係る家屋の所在及びその一棟の建物
　　の名称を「敷地権の表示のされた家屋の所在及び建物の名称」の欄に記載するとともに、「摘要」の欄には敷地権の種類を記載すること。
　５　土地課税台帳及び土地補充課税台帳は、地番順に作成し、大体200葉をもつて１冊とし、下記の様式の表紙を付けること。

名称

年
　
度

価 格
課　税

標準額

 価格
 登録
 年月
 日

内歩 沿
 
革

郡　　　　　　　　町
市　　　　　　　　村

大字

何 　市 　区 　役　 所



（表面）

番地 号

円

（裏面）

　　

家　 屋　 課　 税　 台　 帳
(家 屋 補 充 課 税 台 帳)

円 円

家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳 第
二
十
五
号
様
式
　

(

第
十
四
条
関
係

)

家 屋 の 所 在

家 屋 番 号 家 屋 の 種 類

床面積 年度 価 格

  価格
  登録
  年月
  日

沿革

１ 階 以 外１ 階

登　記
年月日

現 に 所 有 し て い る 者
敷地権の表示

摘 要
土地の所
在、地番

敷地権の
種　　類

所 有 者

家 屋 明 細

所 有 者 と み な さ れ る 者

事　由 住　　所
氏名又
は名称

住　　所
個人番号又
は法人番号

個人番号又
は法人番号

氏名又
は名称

登　録
年月日

摘　　　　要建 物 の 名 称

第25号様式記載要領

   1   法第349条の３、附則第15条、第15条の２又は附則第15条の３の規定の適用を受ける家屋にあっては、その旨「摘要」の欄に記載するとともに「価格」の欄には価格及び価格にこれらの規定に定める率を乗じて得た額を登録
　　すること。
   2　登録した価格等を修正する場合においては朱書きをもってし、その旨「摘要」の欄に記載すること。
   3   「家屋の種類」の欄には、不動産登記法第44条第１項第３号に掲げる建物の種類を記載するものであるが、木造以外の家屋のうち、次に掲げるものにあっては、
     それぞれに定める区分を併記すること。（例「工場（一般）」）
　　 (1) 工場、発電所、変電所、停車場及び車庫
　　　　 　①一般　②腐食性物質影響又は放射線　③潮解性固体蔵置又は蒸気影響
     (2) 倉庫
　　　　　 ①一般　②腐食性物質影響、冷蔵又は放射線　③潮解性固体蔵置又は蒸気影響
   4　「現に所有している者、所有者とみなされる者」の欄には、法第343条第２項後段又は第４項の規定によって固定資産税を課されることとなる者を登録すること。
   5　「個人番号又は法人番号」欄には、所有者、現に所有している者又は所有者とみなされる者の個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をい
      う。以下同じ。）又は法人番号（同条第15項に規定する法人番号をいう。）を記載すること。なお、個人番号を記載する場合には、左側を１文字空けて記載すること。
   6　敷地権の表示のされた家屋にあっては、敷地権の目的となっている土地の所在及び地番並びに敷地権の種類を「敷地権の表示」の欄に登録すること。
   7　家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳は、家屋番号順に作成し、大体200葉をもって１冊とし、下記の様式の表紙を付けること。

計

床 面 積

区 分

   9  家屋課税台帳は、従来の家屋台帳の副本を適宜使用して差し支えないものであること。
   10　この様式は、市町村の必要に応じ、適宜補正することができるものであること。

共有
持分

年度
登　記
年月日

事由 価格 住所
登　記
年月日

事由
氏名又
は名称

氏名又
は名称

住所
個人番号又
は法人番号

土地の所在 地　　番
個人番号又
は法人番号

構 造

共有
持分

郡　　　　　　　　町
市　　　　　　　　村

大字

年度 価格

共 有 者 氏 名 表

何 　市 　区 　役　 所
何　 町　 村 　役　 場

   8   共有者の人員が多数で一行に記載することができない場合は、下記の様式の共有者氏名表を添付すること。



　　平成　　　年度

償却資産申告書（償却資産課税台帳）

1 構 築 物

2
機械及び
装置

3 船 舶

4 航 空 機

5
車両及び
運搬具

6
工具、器具
及 び 備 品

7 合 計

前年中に取得したもの 計（(ｲ)－(ﾛ)＋(ﾊ)）

　　　 資産の種類 評　　　価　　　額 決　定　価　格 課 税 標 準 額

資産の種類
取　　　　　　　　　　　得　　　　　　　　　　　価　　　　　　　　　　　額

前年前に取得したもの 前年中に減少したもの

又は納税通知
書送付先 （ ） 

（電話                   ） 

受付印 

十億 百万  千  円 

 (ｲ) 
十億 百万  千  円 

 (ﾛ) 
十億 百万  千  円 

 (ﾊ) 
十億 百万  千  円 

 (ﾆ) 

十億 百万  千 

十億 百万  千  円 

 (ﾎ) 

十億 百万  千  円 

 (ﾍ) 

十億 百万  千  円 

 (ﾄ) 

※ ※ 

所

有

者
 

１ 住  所 
（ ふ り が な ） 

２ 氏  名 
（ ふ り が な ） 

法人にあっては
その名称及び代
表者の氏名 

印 

（屋号                          ） 

15  市(区)町村内 
 

  における事業所 
 

 等資産の所在地 

16  借  用  資  産 
 
    （ 有 ・ 無 ） 

17   事業所用家屋の所有区分 

18  備考（添付書類等） 

貸主の名称等 

短 縮 耐 用 年 数 の 承 認 

増 加 償 却 の 届 出 

非 課 税 該 当 資 産 

特別償却又は圧縮記帳 

課 税 標 準 の 特 例 

税務会計上の償却方法 

青 色 申 告 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

有 ・ 無 

有 ・ 無 

有 ・ 無 

有 ・ 無 

有 ・ 無 

有 ・ 無 

定率法・ 定額法 

事業種目  4 

事業開始年月  5 

この申告に応答する者の

係及び氏名 
 6 

税理士等の氏名  7 

（資本金等の額） 
（                  ） 百万円 

年     月 

（電話              ） 

（電話              ） 

※ 所 有 者 コ ー ド 
平 成   年   月   日 

殿 

① 

② 

③ 

自己所有  ・  借家 

第
二
十
六
号
様
式
（
提
出
用
）（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
草
色
）（
第
十
四
条
関
係
）
 

7 

構 築 物 

機械及び
装置 

船 舶 

航 空 機 

車両及び
運搬具 

工具、器具
及 び 備 品 

合 計 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

３  個 人 番 号 又 
  は 法 人 番 号 



  

仮地番 処理事項

住　所

 換地処分の
 公告又は換
 地計画の認
 可の公告の
 年月日

所有者とみなされる者
 仮換地等の
 指定の年月
 日又は仮使
 用地となつ
 た年月日

地　積 年度 価格 課税標準額
価　格
登　録
年月日

みなす土地補充課税台帳 第
二
十
七
号
様
式

(
第
十
四
条
関
係

)

土地の所在

氏名又
は名称

個人番号又は
法人番号

地　　　目

円円

　第24号様式記載要領に準じて記載すること。

第27号様式記載心得



  

   5  必要ある場合は、縦書とすることができること。
   6  この様式は、市町村の必要に応じ、適宜補正することができるものであること。

第28号様式記載要領
  1 「個人番号又は法人番号」欄には、納税義務者の個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
　　に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）又は法人番号（同条第15項に規定する法人番号をい
　　う。）を記載すること。なお、個人番号を記載する場合には、左側を１文字空けて記載すること。
  2  法第349条の3、第349条の3の2、附則第15条、第15条の2又は第15条の3の規定の適用を受ける土地については、その
　　旨(法第349条の3の3の規定により住宅用地とみなされて法第349条の3の2の規定の適用を受ける土地にあつては、その
　　旨)「摘要」の欄に記載するとともに、「価格」の欄には、価格及び価格にこれらの規定に定める率を乗じて得た額を
　　登録すること。
　3   「課税標準額」の欄には、法第349条の3、第349条の3の2、附則第15条、第15条の2又は第15条の3の規定の適用を受
　　ける土地にあつては価格にこれらの規定に定める率を乗じて得た額を、これらの規定の適用を受けない土地にあつて
　　は価格を、それぞれ登録すること。ただし、法附則第18条、第19条第1項又は第19条の4の規定の適用を受ける土地
　　にあつては、これらの額に代えて、法附則第28条第1項各号に定める額又は同条第2項各号に定める合算額を登録する
　　こと。
　4   次の様式の表紙を付けること。

何　市　区　役　所

土　地　名　寄　帳

何　町　村　役　場

円 円

課税標準額 摘　要

大　字
字

地　番

異　　　動

年　月　日
異動事由

土地の所在

地　　　目 地　　積 価　格

氏名又は
名　　称

個人番号又
は法人番号

住　　所

氏名又は
名　　称

土　　地　　名　　寄　　帳 第
二
十
八
号
様
式

(

第
十
四
条
関
係

)

納　　　税

義　務　者

住　　所

納　　　税

管　理　人

 



家　　屋　　名　　寄　　帳 第
二
十
九
号
様
式

(

第
十
四
条
関
係

)

納　　　税

義　務　者

住　　所

納　　　税

管　理　人

氏名又は
名　　称

個人番号又
は法人番号

住　　所

氏名又は
名　　称

異　　　動

年　月　日
異動事由

家屋の所在

家屋番号 床面積 価　格 摘　要

大　字
字

地　番

円

第29号様式記載要領

２　法第349条の 3、附則第15条、第15条の2又は第15条の3の規定の適用を受ける家屋については、その旨「摘
　 要」の欄に記載するとともに、「価格」の欄には、価格及び価格にこれらの規定に定める率を乗じて得た額
　を登録すること。
３　次の様式の表紙を付けること。

何　市　区　役　所

家　屋　名　寄　帳

何　町　村　役　場

　4　必要ある場合は、縦書とすることができること。
  5　この様式は、市町村の必要に応じ、適宜補正することができるものであること。

１　「個人番号又は法人番号」欄には、納税義務者の個人番号（行政手続における特定の個人を識別するため
　 の番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）又は法人番号（同条第
　 15項に規定する法人番号をいう。）を記載すること。なお、個人番号を記載する場合には、左側を１文字空
   けて記載すること。



第三十号様式　（用紙日本工業規格Ａ４）　（第十四条関係）

　　固定資産申告書（道府県知事又は総務大臣に対する申告書）

資産の種類

円 円 円 円 円 円 円 円 円

家　　　　　　屋

円 円

合　　　　　　計

償　却　資　産

　　平成　　年　　月　　日

前年前に取得したもの 前年中に取得したもの

土　　　　　　地

氏 名 

住 所 

法人にあつては法
人 の 名 称 及 び 
代 表 者 の 氏 名 

(ｲ)のう
ち前年
中に減
少した
もの（ﾛ) 

 

前年度

の価額 
 

   (ｲ) 

 

(ｲ)-(ﾛ) 
 

 

   (ﾊ) 

 

(ﾊ)にか
かる減
価償却
額  (ﾆ) 

 

価 額 
 

 

  (ﾎ) 

 

取得 

価額 
 

 

 

 

 

  (ﾍ) 

 

(ﾍ)にか
かる減 
価償却 
額  (ﾄ) 

 

価 額 
 

 

  (ﾁ) 

価額の

計 

(ﾎ)+(ﾁ) 
 

   (ﾘ) 

処 理 事 項 

担 当 者 

※ 

（電話         ） 

氏名 

 課      係 
（ ) 

殿 

㊞ 

平成     年度 

受付
印 この申告に応答する者 

の氏名及び係名並びに 
その電話番号 

決 定 
 

価 格 

課税標 
 
準額 

摘 要 

※ ※ ※  

※ 

道府県知事 
（総務大臣） 個 人 番 号  

又 は 
法 人 番 号 

所 
 
有 
 
者 



土  地  評  価  調  書

所　在　及　び　地　番

住　所

第31号様式記載心得

　 １　土地評価調書は地目及び状況類似地区ごとに作成すること。
   ２　「個人番号又は法人番号」欄には、所有者の個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
　　る法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）又は法人番号（同条第15項に規定する法人番号をいう。）を記載するこ
　　と。なお、個人番号を記載する場合には、左側を１文字空けて記載すること。
   ３　法第73条の21第3項の通知に係る土地にあつては、その旨（法第349条の3の3の規定により住宅用地とみなされて法第349条の3
　　の2の規定の適用を受ける土地にあつては、その旨）及び当該通知に係る価格を、法第349条の3、第349条の3の2、附則第15条、
　　第15条の2又は第15条の3の規定の適用を受ける土地にあつてはその旨をそれぞれ「摘要」の欄に記載すること。
   ４　この様式は、市町村の必要に応じ、適宜補正することができるものであること。
   ５　各筆の土地についての評価資料で必要なものは、市町村において適宜様式を定め附表として添付すること。

円 円 円

摘要単位当り
評 点 数

総評
点数

単位当り
評 価 額

総評
価格

評　価　額

円

整理
番号

所在及
び地番

地　積
年
　
度

評　点　数
市長村長
決定価格

標準地の状況

地　積 単位当り評点数 単位当り評価額 総評価額
円

調　書

番　号処理月日

第
三
十
一
号
様
式

(

第
十
四
条
関
係

)

 　　　　　　　の部
　　　　地区

　（分区）

処理事項

個人番号又
は法人番号

　所　　有　　者

氏名又
は名称



家 屋 評 価 調 書

木造、 処理事項 調 書

非木造 種 類

の 別 処理月日 番 号

単位当
整理 所在及び 所 有 者 建築 総評 市町村長

たり再
年月 評価額 摘要構造 用途 床面積

建築費氏名
番号 家屋番号 日 点数 決定価格住所 又は 個人番号又は

評点数名称
法人番号

円 円

第 号 様 式 記 載 要 領32
１ 「 種 類 」 の 欄 に は 、 不 動 産 登 記 法 第 条 第 項 第 号 に 掲 げ る 建 物 の 種 類44 1 3

を 記 載 す る も の で あ る が 、 木 造 以 外 の 家 屋 の う ち 、 次 に 掲 げ る も の に あ っ て

は 、 そ れ ぞ れ に 定 め る 区 分 を 併 記 す る こ と （ 例 「 工 場 （ 一 般 ）。 ）」

( ) 工 場 、 発 電 所 、 変 電 所 、 停 車 場 及 び 車 庫1
① 一 般 ② 腐 食 性 物 質 影 響 又 は 放 射 線 ③ 潮 解 性 固 体 蔵 置 又 は 蒸 気 影 響

( ) 倉 庫2
① 一 般 ② 腐 食 性 物 質 影 響 、 冷 蔵 又 は 放 射 線 ③ 潮 解 性 固 体 蔵 置 又 は 蒸 気

影 響

２ 「 個 人 番 号 又 は 法 人 番 号 」 欄 に は 、 所 有 者 の 個 人 番 号 （ 行 政 手 続 に お け る

特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 第 ２ 条 第 ５ 項 に 規 定

す る 個 人 番 号 を い う 。 以 下 同 じ ） 又 は 法 人 番 号 （ 同 条 第 項 に 規 定 す る 法。 15
人 番 号 を い う ） を 記 載 す る こ と 。 な お 、 個 人 番 号 を 記 載 す る 場 合 に は 、 左。

側 を １ 文 字 空 け て 記 載 す る こ と 。

３ 「 構 造 」 の 欄 に は 、 以 下 に よ り 記 載 す る こ と 。

( ) 木 造 家 屋 に あ っ て は 、 階 層 （ 地 階 を 含 む ）1
( ) 木 造 以 外 の 家 屋 に あ っ て は 、 鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 、 鉄 筋 コ ン ク リ2

ー ト 造 、 鉄 骨 造 、 軽 量 鉄 骨 造 、 れ ん が 造 、 コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク 造 、 石 造

又 は そ の 他 の 別 及 び 階 層 （ 地 階 を 含 む ）

４ 「 用 途 」 の 欄 に は 、 以 下 に よ り 記 載 す る こ と 。

( ) 木 造 家 屋 に あ っ て は 、 専 用 住 宅 、 共 同 住 宅 、 寄 宿 舎 、 併 用 住 宅 、 ホ テ1
ル 、 団 体 旅 館 、 簡 易 旅 館 、 普 通 旅 館 、 料 亭 、 事 務 所 、 銀 行 、 店 舗 、 劇 場 、

病 院 、 工 場 、 倉 庫 、 附 属 家 、 簡 易 附 属 家 、 土 蔵 又 は そ の 他 の 別

( ) 木 造 以 外 の 家 屋 に あ っ て は 、 事 務 所 、 店 舗 、 百 貨 店 、 住 宅 、 ア パ ー ト 、2
病 院 、 ホ テ ル 、 劇 場 ・ 娯 楽 場 用 等 の ホ ー ル 型 建 物 、 工 場 、 倉 庫 、 市 場 又 は

そ の 他 の 別

、５ 法 第 条 の 第 項 の 通 知 に 係 る 家 屋 に あ っ て は 当 該 通 知 に 係 る 価 格 を73 21 3
法 第 条 の ３ 、 附 則 第 条 、 第 条 の ２ 又 は 第 条 の ３ の 規 定 の 適 用 を349 15 15 15
受 け る 家 屋 に あ っ て は そ の 旨 を 、 そ れ ぞ れ 「 摘 要 」 の 欄 に 記 載 す る こ と 。

６ こ の 様 式 は 、 市 町 村 の 必 要 に 応 じ 、 適 宜 補 正 す る こ と が で き る も の で あ る

こ と 。

７ 各 個 の 家 屋 に つ い て の 評 価 資 料 で 必 要 な も の は 、 市 町 村 に お い て 適 宜 様 式

を 定 め 付 表 と し て 添 付 す る こ と 。

（
第
十
四
条
関
係
）

第
三
十
二
号
様
式



個 人 番 号
又 は
法 人 番 号

区　　分

種　　類

円 円 円

(ｲ) (ﾛ)

第33号様式記載心得
１　本表は、所有者ごとに作成すること。

償 却 資 産 評 価 調 書

評 価 額 前 年 度 決 定 価 格 摘 要

合 計

３　「摘要」の欄には、　　×100 の数値を記載すること。

住 所
氏名又は
名 称

構 築 物

機 械 及 び 装 置

所　　有　　者

２ 「個人番号又は法人番号」欄には、所有者の個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条
    第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）又は法人番号（同条第15項に規定する法人番号をいう。）を記載すること。なお、個人
　　番号を記載する場合には、左側を１文字空けて記載すること。

事業種目

工 具、 器具 及び 備品

決    定    価    格

資本金又
は出資金
の金額

船 舶

航 空 機

車 両 及 び 運 搬 具

（ｲ） 
 

（ﾛ） 

第
三
十
三
号
様
式

 
（
第
十
四
条
関
係
）
 
 



   十億 百万 本

円

（①× )

本

円

本

円

円

円

円

 

※
処
 

理
 

事
 

項
殿　　

整理番号

申
　
告
　
者

氏 名 又 は 名 称

個人番号又は法人番号

修正申告書
※

個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。

住 所 又 は 所 在 地

事務所
処理区

分

発 信 年 月 日

通 信 日 付 印

（電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

予　　備

申告年月日
確認印

事 業 者 コ ー ド
申告

区分 区分

平成　　年　　月　　日

平成 年 月分 市町村たばこ税の

②
1000

税 額

課 税 標 準 数 量

申　 告 　書

千

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　銀行　　　　　　　　　支店

　
　　口座番号（普通・当座）

③

①

こ の 申 告 に よ り 納 付 す べ き 税 額 又 は 還 付 を 受
け よ う と す る 金 額 （ ⑤ － ⑥ ）

 還付を受けようとする金融機関及び支払方法

既に納付又は還付の確定した税額又は金額

差 引 （ ② － ③ － ④ ）

返 還 控 除 を 受 け よ う と す る 金 額

⑥

課 税 免 除 を 受 け よ う と す る 本 数

④

返 還 控 除 を 受 け よ う と す る 本 数

課 税 免 除 を 受 け よ う と す る 税 額

⑤

第
三
十
四
号
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
A
4
）（
第
十
六
条
の
二
の
四
関
係
）
 

受付印 

印 

受付印 



（電話番号 ）

㊞

平成

本 本 本

円 円 円

本 本 本

円 円 円

本 本 本

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円 円

銀 行 支 店

口座番号（普通・当座）

還付を受けようとする金融機関及び支払方法

既に納付又は還付の確定した税額又は金額

差 引 （ ② － ③ － ④ ）

返 還 控 除 を 受 け よ う と す る 金 額

⑥

⑤

こ の 申 告 に よ り 納 付 す べ き 税 額 又 は 還 付 を
受 け よ う と す る 金 額 （ ⑤ － ⑥ ）

十億 百万 千

月分までの市町村たばこ税の

3箇月分の合計

千 十億 百万 千

※ 

平成　 年　 月分 平成　 年　 月分

十億 百万

申　告　書

修正申告書

返 還 控 除 を 受 け よ う と す る 本 数

( )

年

×
1000

①

月分から平成

区

分

市町村長殿

課 税 免 除 を 受 け よ う と す る 税 額

課 税 免 除 を 受 け よ う と す る 本 数

税 額

課 税 標 準 数 量
十億

①

②

平成　 年　 月分

百万 千

年

個人番号又は法人番号

申
　
告
　
者

氏 名 又 は 名 称

処

理

事

項

確 認 印

整 理 番 号 事務所

　個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。

第
三
十
四
号
の
二
の
二
様
式

（
用
紙
日
本
工
業
規
格
A
4

）
（
第
十
六
条
の
二
の
四
関
係

）

平成　　　年　　　月　　　日

③

④

住 所 又 は 所 在 地

※
予 備 申告年月日

発 信 年 月 日

通 信 日 付 印

事 業 者 コ ー ド処理

区分

申告

区分

受付印 



   十億 百万 本

円

（①× )

 

千

氏 名 又 は 名 称

市町村長殿　　

市町村たばこ税還付請求申告書

予　　備
区分 区分

平成　　年　　月　　日

申告年月日
確認印

※
処
 

理
 

事
 

項

整理番号 事務所 事 業 者 コ ー ド
申告処理区

分

発 信 年 月 日

通 信 日 付 印

①

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　銀行　　　　　　　　　　　支店

　
　　口座番号（普通・当座）

申
　
告
　
者

個人番号又は法人番号

住 所 又 は 所 在 地

還 付 を 受 け よ う と す る 金 額

   還付を受けようとする金融機関及び

   支払方法

1000

（電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。

返還に係る製造たばこの数量

第
三
十
四
号
の
二
の
六
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
A
4
）（
第
十
六
条
の
四
関
係
）
 

受付印 

印 



平成　　年　　月　　日

市町村長殿

（電話　　　　　　　）

（ ）
㎡

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

円 円 円 円

① ②

③ ④

⑥ ⑧

(1)　(2)に掲げるもの以外のもの (2)　地方税法附則第31条の３第３項

の規定の適用を受けるも

⑨ の（⑥－⑧）×1/3 ⑩ ⑪ ⑫ ⑬
円 円 円 円 円

⑮
㎡ 円 ㎡ 円 円

⑭

第
三
十
四
号
の
五
様
式
（

用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（

第
十
六
条
の
二
十
四
関
係
）

※
処
理
事
項

発　　信　　年　　月　　日
郵　便　官　署　消　印 確認印

何　に対して課する特別土地保有税の　何　申告書

個人番号又
は法人番号

面積 取得年月日土地の所在

千円 円

固定資産税又は不動産取得税の課税標
準となるべき価格（②－④）　⑦

（⑨＋⑩）

番号

整理 土地を譲渡した者
地目

修正取得価額
取得価額又は修正
取得価額のいずれ
か低い額

固定資産税又は不動産取
得税の課税標準となるべ
き価格

取 得 価 額

地番
番号 氏名又は名称 住所又は所在地（電話番号）

整理
取 得 の 原 因 及 び 目 的

合計

算　　出　　税　　額

千円

合　　　　　　　　　　　計

上記のうち、固定資産税の課税標準となるべき価格又は不動産取得税の課税標
準となるべき価格に3/4を乗じて得た額が取得価額（修正取得価額が取得価額よ
り低い土地にあっては、当該修正取得価額）を超えるもの

課　　税　　標　　準　　額　　及　　び　　税　　額

課税標準額
　　　（①－③）　　⑤

合計 すでに納付の確
定した税額

円

所 在 地

(ふりがな)
氏 名 又 は

㊞

備　　考

番号

納
税
義
務
者

面　　積 税　　額

100

（電話番号）

(ふりがな)

㊞
法 人 の 代
表 者 氏 名名 称

100

（⑬－⑭）

住 所 又 は

(⑪－⑫)

税　　額

納付すべき税額

整理
面　　積

　（⑥－⑧）

徴収猶予を受けようとする土地 左のうち地方税法第603条の2第6項の規定によるもの

受付 

印 

⑤× ⑦× 



　認　定　申　請　書

（電話　　　　　　　）

につき認定を受けたいので、申請します。

起算日をこの申
請書の提出の日
前の日に定める
ことが必要な理
由

　下記の理由により法第601条第１項、法第602条第１項又は法第603条の２の２第１項の２年の期間を平成　　年　　月　　日まで
延長されたいので、申請します。

 期間延長を
 必要とする
 理由

　納税義務の免除に係る期間の起算日を平成　　　年　　　月　　　日とされたいので、申請します。

既に受けた認定
認　定　の　種　類 納 税 義 務 の 免 除 に 係 る 期 間

年　　月　　日から　　年　　月　　日まで

非課税土地若しくは免除土
地としての使用開始又は当
該土地の譲渡の予定年月日

㎡

申
　
請
　
者

取得年月日

は法人番号
個人番号又

第
三
十
四
号
の
六
様
式
（

用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（

第
十
六
条
の
二
十
四
関
係
）

平成　　　年　　　月　　　日

市町村長殿

非 課 税 土 地 と し て 使 用 し 、 又 は 使 用 さ せ る こ と

土　　地　　の　　所　　在

　下記の土地について 地方税法第602条第１項各号に規定する土地の譲渡をすること

　　　非課税土地若しくは免除土地としての用途
　　　又は当該土地の譲渡の目的

備　　　　　　　　　　　　　　考

免 除 土 地 と し て 使 用 し 、 又 は 使 用 さ せ る こ と

地　　　番 地　目 面　　　積

(ふりがな)

㊞

住 所 又 は
所 在 地
（電話番号）

氏 名 又 は
名 称 表者氏名

(ふりがな)

㊞

非課税土地

特例譲渡
免除土地

法人の代

受付 

印 



　確　認　申　請　書

  4　納税義務の免除に係る税額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるとき
　 は、その端数金額又はその金額を切り捨てること。

  3　申請の内容に応じ、不要の文字を抹消すること。

第34号の７様式記載心得

合　　　計

(ふりがな)
法人の代
表者氏名

平成　年度分

円 円 円

　2　「個人番号又は法人番号」欄には、申請者の個人番号（行政手続における特定の個人を識別する
   ための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）又は法人番号
　（同条第15項に規定する法人番号をいう。）を記載すること。なお、個人番号を記載する場合には、左側
  を１文字空けて記載すること。

円 円

  1　この申請書は、地方税法（以下「法」という。）第601条第１項に規定する非課税土地として使
　 用が開始されたこと、法第602条第１項各号に規定する土地の譲渡があったこと又は法第603条の２
　 の２第１項に規定する免除土地として使用が開始されたことにつき、市町村長の確認を受ける場合
　 に、土地所在の市町村長に１通提出すること。

納　税　義　務　の　免　除　に　係　る　税　額 備　考

　法第596
　条第２号
　の税額

法 第 596 条 第 １ 号 の 税 額

平成　年度分 平成　年度分

㎡ 平成　 年　 月　 日から
平成　 年　 月　 日まで

土　地　の　所　在 地　　番 地　　目 面　　積

 非課税土地若しく
は免除土地として使
用開始又は当該土地
の譲渡をした年月日

　納税義務の免除に係る
　期間

第
三
十
四
号
の
七
様
式
（

用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（

第
十
六
条
の
二
十
四
関
係
）

平成　　　年　　　月　　　日

非 課 税 土 地 と し て 使 用 開 始
  下記の土地について 地方税法第602条第1項各号に規定する土地の譲渡

免 除 土 地 と し て 使 用 開 始

申
　
請
　
者

(ふりがな)

非課税土地

特例譲渡

免除土地

市町村長殿

をしたので、その確認を

申請します。

名　　称

　
　　　　　　　　　　　　　　㊞

氏名又は
　

　　　　　　　　　　　　　㊞

住所又は （電話　　　　　　　　　）　
所 在 地

(電話番号)

個人番号又
は法人番号

受付 

印 



地方税法第601条第２項
地方税法第602条第２項において準用する同法第601条第２項　　　　の規定に基づいて申請します。
地方税法第603条の２の２第３項において準用する同法第601条第２項

2

平成　年　月　日付で認定のあつた下記の土地についての納税義務の免除に係る期間の延長について、

 「個人番号又は法人番号」欄には、申請者の個人番号（行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）又は法人番号
（同条第15項に規定する法人番号をいう。）を記載すること。なお、個人番号を記載する場合には、
左側を１文字空けて記載すること。

第
三
十
四
号
の
八
様
式
（

用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（

第
十
六
条
の
二
十
四
関
係
）

（備考）1  この申請書は、地方税法（以下「法」という。）第601条第２項又は第602条第２項及び
　　　　　第603条の３の２第３項において準用する法第601条第２項に規定する災害その他やむを
　　　　　得ない理由により、納税義務の免除に係る期間の延長を申請する場合に、土地所在の市
　　　　　町村長に１通提出すること。

備　　考

期間延長

を必要と

する理由

地　目 面　積 すでに認定のあつた期間 延長を必要とする期間

㎡ 平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

土 地 の 所 在 地　　番

申
　
請
　
者

(ふりがな)

　
㊞名 称

(電話番号)

個人番号又

納税義務の免除に係る期間の延長申請書

平成　　　　年　　　　月　　　　日

市町村長殿
住 所 又 は （電話　　　　　　　　）　
所 在 地

は法人番号

　　　　　　　　　　　㊞

氏 名 又 は

(ふりがな)

法人の代

表者氏名

受付 

印 



平成　　　年　　　月　　　日
市町村長殿

代 表 者

住 所 又 は （電話　　　　　　　　　）　
所 在 地
(電話番号)

氏 名 又 は 法 人 の

氏 名

第
三
十
四
号
の
九
様
式
（

用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（

第
十
六
条
の
二
十
四
関
係
）

申
　
告
　
者

　
㊞ 　　　　　　　　　　　㊞

(ふりがな) (ふりがな)

　下記の土地について地方税法第603条第１項又は第２項の規定の適用を受けたいので、同条第
３項の規定に基づき申告します。

名 称

土　地　の　所　在 地　　番地　目 面　　積 取　得　の　原　因

個人番号又
は法人番号

㎡

免除の対象となる特別土地保有税
備　　　　　　　考

法第603条第１項 法第603条第２項

円
平成　年度分から
平成　年度分まで

平成　年度分

取得年月日 取得価格

徴 収 猶 予 申 告 書

　　　　 2　「個人番号又は法人番号」欄には、申告者の個人番号（行政手続における
　　　　　 特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する
          個人番号をいう。以下同じ。）又は法人番号（同条第15項に規定する法人番号をい
　　　　　う。）を記載すること。なお、個人番号を記載する場合には、左側を１文字空けて
　　　　　記載すること。

（備考） 1　この申告書は、地方税法（以下「法」という。）第603条第１項及び第２項の規
　　　　　 定の適用を受けようとする場合に、土地所在の市町村長に１通提出すること。

         3　法第603条第１項又は第２項いずれか１のみに該当する場合は、不要の文字を
　　　　　 まっ消すること。

受付 

印 



平成　　　年　　　月　　　日

（電話　　　　　　　　　）　

第34号の10様式記載心得

  1　 この申請書は、地方税法（以下「法」という。）第603条の２第１項の認定を受けようと
　　する場合に、土地所在の市町村長に１通提出すること。ただし、既に同項の認定又は法
　　第603条の２の２第１項の確認を受けた土地について、当該認定又は確認に係る事情に変更
　　のないときは、提出を要しないものであること。
　2　「個人番号又は法人番号」欄には、申請者の個人番号（行政手続における特定の個人を識
　　別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）
　　又は法人番号（同条第15項に規定する法人番号をいう。）を記載すること。なお、個人番号
    を記載する場合には、左側を１文字空けて記載すること。
  3　 建物、構築物又は施設の利用の状況欄の記載方法は、次によること。
　　(1) 構造又は整備状況の欄には、建物又は構築物にあってはその構造、工法及び建築面積等
　　　 を、施設にあってはその構成要素となつている建物その他の工作物の設置状況及び面積
　　　 等を記載すること。
　　(2) 利用状況の欄には、建物又は構築物にあってはその用途及び今後の利用の予定等を、施
　　　 設にあってはその用途、使用頻度及び今後の利用の予定等を記載すること。
　　(3) 管理状況の欄には、施設について管理人の有無、管理施設の設置状況等を記載すること。
  4　 他の法令による許認可等の状況の欄には、建物、構築物又は施設の設置に係る都市計画法、
　　建築基準法等の許可、確認等の状況及び土地の取得に係る国土利用計画法等の許可、確認等
　　の状況について記載すること。

整理
番号

建物、建築物又は施設の利用の状況 　他の法令による許
　認可の状況及びそ
　の年月日構造又は整備状況 利　用　状　況 管　理　状　況

面 積 税 額
土地の取
得年月日

　免除対象土地
　としての使用
　開始年月

㎡ 円

第
三
十
四
号
の
十
様
式
（

用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（

第
十
六
条
の
二
十
四
関
係
）

免　除　認　定　申　請　書

申
　
請
　
者

(ふりがな)

　　　　　　　　　㊞

整理
番号

土 地 の 所 在 地 番 地 目

市町村長殿

(ふりがな)

　　　　　　　　　㊞
氏 名 又 は 法 人 の
名 称 代表者氏名

住 所 又 は
所 在 地
(電話番号)

個人番号又

　下記の土地について地方税法第603条の２第１項の認定を受けたいので、申請します。

は法人番号

受付 

印 



は法人番号

⑨

円

円 円 円

微収猶予を受けようとする土地
納 付 す べ き 税 額

　　　　　⑧－⑨
備　　　　　　考

円

面　　　　積 税　　　　額

㎡ 円

合計

円 千円 円

　　特別土地保有税の
　　税額

　 算　出　税　額
　　④－（⑤＋③）

整　理
番　号

　　　　すでに納付の確定した
　　　　税額

(⑥－⑦)

千円

③

課　　税　　標　　準　　額　　及　　び　　税　　額

課　税　標　準　額 　　　 ①×
　　　固定資産税の課税標準と
　　　なるべき価格 　　　　　　　②×

合　　　　　　計

(　　　　　　　　)

① ②

(　　   　) (　　　　 　　　　)(　  　)

(　　　　　　　　)

( 　 　) (　  　 　) (　　　　　　　　)

(　　　　　 　　　)

(　　　　　 　　　)
Ⅱ

(　  　) (　   　　)

円 円

(　　　　　　　　)

(　  　) (　  　 　) (　　　　 　　　　)(　　　　　　　　)

(  　 　　) (　　　　 　　　　)(　　　　 　　　　)

(　  　) (　 　  　) (　　　　 　　　　)

取得価額 課税標準
　 固定資産税の
　 課税標準とな
　 るべき価格

 　　特別土地
 　　保有税の
 　　税額

Ⅰ

(　    )

整理
番号

遊　休　土　地
の　　所　　在

地　番 地　目 面　積 時　価

所　　　　在 面　　　　積 所　　　　在 面　　　　積

㎡ ㎡

納
税
義
務
者

(ふりがな) 　
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

(ふりがな)
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞氏 名 又 は 法 人 の 代

名 称 表 者 氏 名

平成　　　年　　　月　　　日

通　信　日　付　印 確認印

市町村長殿

遊休土地に対して課する特別土地保有税の　何　申告書

遊休土地転換利用促進
地区の所在 及び 面積

第
三
十
四
号
の
十
一
様
式
（

用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（

第
十
六
条
の
二
十
九
関
係
）

※
処
理
事
項

発　信　年　月　日

住 所 又 は （電話　　　　　　　　　　　）　
所 在 地

(電話番号)

個人番号又

100
4.1

100
4.1

③ 

① ④ 

⑥ ⑦ 

② ⑤ 

⑧ 

㎡ 円 円 

受付 

印 

円 

 

 



 
  1　この申請書は、地方税法第629条第１項の認定を受けようとする場合に、遊休土地所在の市町村長に１通提出すること。
　　ただし、既に同項の認定を受けた特別土地保有税について、当該認定に係る事情に変更のないときは、提出を要しないもので
　　あること。
　2 「個人番号又は法人番号」欄には、申請者の個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
　　法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）又は法人番号（同条第15項に規定する法人番号をいう。）を記載す
　　ること。なお、個人番号を記載する場合には、左側を１文字空けて記載すること。
　3　｢利用の状況｣の欄には、当該遊休土地が遊休土地転換利用促進地区の区域外とならない理由もあわせて記載すること。
　4　｢都市計画法第17条第４項の規定による意見聴取の状況｣の欄には、意見聴取年月日及び聴取された意見の内容について記載
　　すること。
  5　｢利用の状況｣及び｢都市計画法第17条第４項の規定による意見聴取の状況｣の欄に記載した事項については、当該事項に
    ついての事実を証する書類を添付すること。

申
　
請
　
者

(　　　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　)

　　　　　　　　　㎡

(　　　　　　　　　　)

(ふりがな)

表 者 氏 名
法 人 の 代

(ふりがな)
　
　
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

第34号の12様式記載心得

　法第629条第１項第１号
　に該当する場合

利　　用　　の　　状　　況

　法第629条第１項第２号
　に該当する場合

都市計画法第17条第４項の規定による意見聴取の状況

第
三
十
四
号
の
十
二
様
式
（

用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（

第
十
六
条
の
二
十
九
関
係
）

免　 除　 認　 定　 申　 請　 書

平成　　　年　　　月　　　日

市町村長殿

　 下記の遊休土地について地方税法第629条第１項の認定を受けたいので、申請します。

円

税　　　　　　　　　　　額
整　理
番　号

遊　休　土　地　の　所　在 地　番 地　目 面　　　　　　積

名 称
氏 名 又 は

　
　
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

住 所 又 は （電話　　　　　　　　　）　
所 在 地
(電話番号)

個人番号又
は法人番号

受 付 

印 



平成 年 月 日

市長殿

（電話 ）

㊞

千円

（電話 ）

㊞

この申告に （電話 ）

応答する者

の氏名

㎡ 　十億 　百万 　千 円

㎡ 円

㎡ 円

㎡ 課税標準となる従業者給与 円

総額　　　（⑫－⑬－⑭）
㎡ 円

㎡ 円

㎡ 円

床面積（①－③－⑤）
㎡ 既に納付の確定した事業所税額 円

　　　　　　　　　　（⑪＋⑰）
㎡ この申告により納付すべき事業所 円

税額　　　　　　　　（⑱－⑲）
　十億 　百万 　千 円

円 （電話 ）

※
処
理
事
項

発 信 年 月 日

月 日までの
事業年度又

（フリガナ）

（フリガナ）

氏 名 又 は

名 称
個 人 番 号 又 は
法 人 番 号

法 人 の 代

表 者 氏 名

関 与 税 理

士 氏 名

整 理 番 号 事務所 区分 管 理 番 号

従
　
　
業
　
　
者
　
　
割

資
　
　
　
　
　
　
産
　
　
　
　
　
　
割

⑲

⑳

備
考

支店
〒

所在地

住　所
本店

〒

又は

平成 年 月 日から平成 年

③ 控除従業者給与総額 ⑭

申告区分 第
四
十
四
号
様
式

（
用
紙
日
本
工
業
規
格
A
4

）
（
第
二
十
四
条
の
二
十
九
関
係

）

通 信 日 付 印 確 認 印

申 告 年 月 日 平成 年 月 日

００

００

は出資金の額

所轄税務署名

事 業 種 目

０００

⑱ ００
資産割額と従業者割額の合計額
　　　　　　　　　　（⑩＋⑯）

資本金の額又

税務署

） ⑯
100

の事業所税の 申告書
は課税期間

事 業 所 床 面 積 ② に 係 る 非 課 税 床 面 積 ④ ⑮

⑫
所床面積

床 面 積
算定期間の中途において新設又は

② 非課税に係る従業者給与総額 ⑬
廃止された事業所床面積

事 業 所
算定期間を通じて使用された事業

① 従 業 者 給 与 総 額

非 課 税 に 係 る ① に 係 る 非 課 税 床 面 積

①に係る課税標準となる
× ⑦

控 除 事 業 所 ① に 係 る 控 除 床 面 積 ⑤ 従業者割額 （⑮×
0.25

㊞

 兆   十億   百万

床 面 積 課税標準となる床面積合計（⑦＋⑧） ⑨

資 産 割 額 （ ⑨ × 600 円 ） ⑩

既 に 納 付 の 確 定 し た 資 産 割 額 ⑪

12

な る 事 業 所 ②に係る課税標準となる床面積 ⑧

床 面 積 ② に 係 る 控 除 床 面 積 ⑥ 既に納付の確定した従業者割額 ⑰

課 税 標 準 と

受 付 
  
印 



 ※

（ ㋐ ＋ ㋑ ) ㋒ ㋓　 ㋔　
㎡ ㎡ 人 　十億 　百万 　千 円

㎡ ㎡ 人 円

㎡ ㎡ 人 円

㎡ ㎡ 人 円

㎡ ㎡ 人 円

㎡ ㎡ 人 円

㎡ ㎡ 人 円

㎡ ㎡ 人 円

㎡

従 業 者 給 与 総 額

　　・　　　・　　　まで

月

　　・　　　・　　　まで

月

 事業所床面積

　　・　　　・　　　から

　　・　　　・　　　まで

月

　　・　　　・　　　まで

月

　　・　　　・　　　から

　　・　　　・　　　まで

月

事務所 区分 管 理 番 号 申告区分

事 業 所 等 明 細 書

整 理 番 号※
処理
事項算

定
期
間

明 細 区 分 の 別

　１　算定期間を通じて使用された事業所等
　２　算定期間の中途において新設又は廃止
　　　された事業所等

個 人 番 号 又

は 法 人 番 号

氏 名 又 は

名 称

処 理 事 項
事業所等の名称

専 用 床 面 積 ㋐  従業者数
事業所用家屋の所有者　　  　　　　住 所 ・ 氏 名 同 上 の 月 数共 用 床 面 積 ㋑

使用した期間（平成年月日）

従 業 者 割

　　・　　　・　　　まで

月

　　・　　　・　　　まで

月

1
2
計

　　・　　　・　　　から

㎡

1
2
計

　　・　　　・　　　から

㎡

1
2
計

　　・　　　・　　　から

㎡

1
2
計

　　・　　　・　　　から

㎡

1
2
計

1
2
計

　　・　　　・　　　まで

月

㎡

㎡

第
四
十
四
号
様
式
別
表
一

（
用
紙
日
本
工
業
規
格
A
4

）
（
第
二
十
四
条
の
二
十
九
関
係

）

明
細
区
分

所 在 地 及 び ビ ル 名 資 産 割

平成　　　年　　　月　　　日から

平成　　　年　　　月　　　日まで

1
2
計

　　・　　　・　　　から

㎡

1
2
計

　　・　　　・　　　から



※

㋐ ㋒

㎡ 人 　十億 　百万 　千 円

㎡ 人 円

㎡ 人 円

㎡ 人 円

人 円

㎡ 人 円

※

㋐ ㋒

㎡ 人 　十億 　百万 　千 円

㎡ 人 s 円

㎡ 人 円

㎡ 人 円

人 円

㎡ 人 円

㎡ 人 円

事務所

従 業 者 割

区分

非課税従業者数㋑

申告区分管 理 番 号 第
四
十
四
号
様
式
別
表
二

（
用
紙
日
本
工
業
規
格
A
4

）
（
第
二
十
四
条
の
二
十
九
関
係

）

非 課 税 従 業 者 給 与 総 額

事業所等の所在地

資 産 割

非 課 税 床 面 積

　　　　　　合　　　　　　　　　計

事業所等の所在地事業所等の名称

　　　　　非　　課　　税　　の　　内　　訳
資 産 割 従 業 者 割

非課税従業者数㋑ 非 課 税 従 業 者 給 与 総 額
　　　　　非　　課　　税　　の　　内　　訳

    法第701条の34第　　　　　　項第　　　　　　号該当

    法第701条の34第　　　　　　項第　　　　　　号該当

    障 害 者　・　　　　歳 以 上 の 従 業 者

    非 課 税 事 業 所 床 面 積 等 の 合 計

    障 害 者　・　　　　歳 以 上 の 従 業 者

　　　　　　合　　　　　　　　　計

    法第701条の34第　　　　　　項第　　　　　　号該当

    法第701条の34第　　　　　　項第　　　　　　号該当

    法第701条の34第　　　　　　項第　　　　　　号該当

    法第701条の34第　　　　　　項第　　　　　　号該当

平成　　　年　　　月　　　日から

平成　　　年　　　月　　　日まで

整 理 番 号※
処理
事項

氏 名 又 は

名 称

個 人 番 号 又

は 法 人 番 号

算
定
期
間

事業所等の名称

非 課 税 床 面 積

非　課　税　明　細　書



※

合 ㋑ （ ㋐ × ㋑ ） ㋒ 合 ㋔ （ ㋓ × ㋔ ）

㎡ ㎡ 　十億 　百万 　千　 円 　十億 　百万 　千 円

㎡ ㎡ 円 円

㎡ ㎡ 円 円

円 1 円

2

㎡ ㎡ 円 円

※

合 ㋑ （ ㋐ × ㋑ ） ㋒ 合 ㋔ （ ㋓ × ㋔ ）

㎡ ㎡ 　十億 　百万 　千 円 　十億 　百万 　千 円

㎡ ㎡ 円 円

㎡ ㎡ 円 円

円 1 円

2

㎡ ㎡ 円 円 円

㎡ 円

㋕

平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日から

平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日まで

従 業 者 給 与 総 額 ㋓

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

控 除 割 控 除 従 業 者 給 与 総 額

　法第701条の41

㋕

事業所等の名称

控　　除　　事　　業　　所　　床　　面　　積　　の　　合　　計 控除従業者給与総額の合計

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

　　　　第　　　　項第　　　　号該当

　法第701条の41

　　　　第　　　　項第　　　　号該当

雇　　用　　改　 善　 助　 成　 対　 象　 者

第
四
十
四
号
様
式
別
表
三

（
用
紙
日
本
工
業
規
格
A
4

）
（
第
二
十
四
条
の
二
十
九
関
係

）

課 税 標 準 の 特 例 内 訳

資　　　　　　　　　　 産 　　　　　　　　　　割 従　　　　　　　　 　業　 　　　　　　　　者　 　　　　　　　　割

　　　　第　　　　項第　　　　号該当

従 業 者 給 与 総 額 ㋓

　法第701条の41

　法第701条の41

　　　　第　　　　項第　　　　号該当

雇　　用　　改　 善　 助　 成　 対　 象　 者

課 税 標 準 の 特 例 内 訳

資　　　　　　　　　　 産 　　　　　　　　　　割 従　　　　　　　　 　業　 　　　　　　　　者　 　　　　　　　　割

控 除 割

算
定
期
間

事業所等の名称

事務所※
処理
事項

整 理 番 号

氏 名 又 は

名 称

個 人 番 号 又

は 法 人 番 号

課 税 標 準 の 特 例 適 用

　課　税　標　準　の　特　例　明　細　書

控 除 従 業 者 給 与 総 額

区分 管 理 番 号 申告区分

対 象 床 面 積 ㋐

課 税 標 準 の 特 例 適 用

対 象 床 面 積 ㋐

事 業 所 等 の 所 在 地

事 業 所 等 の 所 在 地

課 税 標 準 の 特 例 適 用 対 象

控 除 割 控 除 事 業 所 床 面 積

控 除 事 業 所 床 面 積控 除 割

課 税 標 準 の 特 例 適 用 対 象



㎡

㎡ ㎡

㎡ ㎡

1
2

㎡ ㎡

② ㎡ ㎡

①

㎡

㎡ ㎡

㎡ ㎡

1
2

㎡ ㎡

② ㎡ ㎡

①

共　用　部　分　の　計　算　書 （
用
紙
日
本
工
業
規
格
A
4

）
（
第
二
十
四
条
の
二
十
九
関
係

）

㎡ ㎡

㎡ ㎡（× )

（× )

事業所等の所在地事業所等の名称

事業所等の所在地

㋒

　専用部分の延べ面積 ① 　　　　　　　　　　　③　　　　　の　　　　　内　　　　　訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑦

事業所等の名称

　共用床面積の合計　（③＋④） ⑤ 　㋐ ～ ㋒ 以 外 の 非 課 税 に 係 る 共 用 床 面 積 ㋓

⑥ 　　　　　　　合　　　　　　　　　　計　（ ㋐ ～ ㋓ ） ㋔

㋐

　③以外の共用床面積

第
四
十
四
号
様
式
別
表
四

　事業所床面積となる共用床面積 ④ ×( )

　事業所床面積となる共用床面積 ( ④ × )

※

※

　共用床面積の合計　（③＋④） ⑤ 　㋐ ～ ㋒ 以 外 の 非 課 税 に 係 る 共 用 床 面 積 ㋓

⑥ 　　　　　　　合　　　　　　　　　　計　（ ㋐ ～ ㋓ ） ㋔

　①のうち当該事業所部分の延べ面積 ② 　消　防　設　備　等　に　係　る　共　用　床　面　積 ㋐

　非課税に係る共用床面積 ③

防 災 に 関 す る 設 備 等

　全部が非課税となる共用床面積 ㋑

　③以外の共用床面積 ④ 　２分の１が非課税となる共用床面積

④ 　２分の１が非課税となる共用床面積 ㋒

　全部が非課税となる共用床面積 ㋑

　専 用 部 分 の 延 べ 面 積 ①

算
定
期
間

　非課税に係る共用床面積 ③

防 災 に 関 す る 設 備 等

　　　　　　　　　　　③　　　　　の　　　　　内　　　　　訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑦

　①のうち当該事業所部分の延べ面積 ② 　消　防　設　備　等　に　係　る　共　用　床　面　積

個 人 番 号 又

は 法 人 番 号

平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日から

平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日まで

管 理 番 号 申告区分

氏 名 又 は

名 称

区分※
処理
事項

整 理 番 号 事務所



   十億 百万    十億 百万 本

円 円

円

本 本

円 円

円

本 本

円 円

円

円

円

円

 

平成　　年　　月　　日

予　　備

申告年月日
確認印

※
処
 

理
 

事
 

項

整理番号 事務所
処理区

分 事 業 者 コ ー ド
申告

区分 区分

発 信 年 月 日

通 信 日 付 印

平成 年 月分 道府県たばこ税の

区　　　　　　　　　分

千 本

※

修正申告書

旧3級品の紙巻たばこを除く製造たばこ 旧3級品の紙巻たばこ

申　告　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　銀行　　　　　　　　　支店

　
　　口座番号（普通・当座）

⑪

⑦ ⑧

⑨

⑩

返 還 控 除 を 受 け よ う と する 金額

既 に 納 付 又 は 還 付 の 確
定 し た 税 額 又 は 金 額

差 引 （ ③ － ⑥ － ⑨ ）

返 還 控 除 を 受 け よ う と
す る 金 額 合 計 （ ⑦ ＋ ⑧ ）

こ の 申 告 に よ り納 付す べき 税額 又は
還 付 を 受 け よ う とす る金 額（ ⑩－ ⑪）

還付を受けようとする金融機関及び支払方法

申
　
告
　
者

氏 名 又 は 名 称

住 所 又 は 所 在 地

個 人 番 号 又 は 法 人 番 号

知事殿　　

（電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。

返 還 控 除 を 受 け よ う と する 本数

課 税 免 除 を 受 け よ う と
す る 税 額 合 計 （ ④ ＋ ⑤ ）

課 税 免 除 を 受 け よ う と する 税額

課 税 免 除 を 受 け よ う と する 本数

税 額 合 計 （ ① ＋ ② ）

⑥

③

千

②

④ ⑤

①税 額

課 税 標 準 数 量

第
四
十
八
号
の
二
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
A
4
）（
附
則
第
四
条
の
二
関
係
）
 

受付印 

印 

受付印 



千 本

平成 年
枚 の う ち

 月分
枚 目

 百万十億

市町村別課税標準数量明細書
※
処
 

理
 

事
 

項

事業者コード
処理 申告

区分 区分

予備 申 告 年 月 日

申　告　者　の　氏　名　又　は　名　称

個 人 番 号 又 は 法 人 番 号

旧3級品の紙巻たばこの売渡し
又は消費等の合計数量

旧3級品の紙巻たばこを除く製造たばこの
売渡し又は消費等の合計数量

市 町 村 名

個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

十億  百万 千  本

・

・

・

・

・

・

・

・

・

第
四
十
八
号
の
二
様
式
別
表
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
A
4
）（
附
則
第
四
条
の
二
関
係
）
 



こ の 申 告 に よ り 納 付 す べ き 税 額 又 は 還 付

を 受 け よ う と す る 金 額 の ３ 箇 月 分 の 合 計

百万

※

㊞

通　信　日　付　印 確認印

本

円

千

円

円

事 業 者 コ ー ド
申告
区分 予　備 申告年月日処理

区分
区
分

十億

円

申

告

者

氏 名 又 は 名 称

個人番号又は法人番号

知事殿

日

※
処
　
理
　
事
　
項

整　理　番　号 事務所

発 信 年 月 日

月年平成

住 所 又 は 所 在 地

千

月分から平成 年

平成

平成 年

⑦ ⑧

本

円

円

円

本

②

本

①
円

⑤
円

円

円

円

円

円

円

円

⑧
円

円

本

円

①
円

⑧
円

本

本

本千 本 千

⑦
円

円

本 本

円

⑩

⑪

本

①

④

百万

本

円

円

⑤

円

円

⑤
円

円

本

円

円

円

月分月分年

旧 ３ 級 品 の 紙 巻 た ば こ を
除 く 製 造 た ば こ

百万 百万

平成

百万 十億

旧 ３ 級 品 の 紙 巻 た ば こ を
除 く 製 造 た ば こ

旧 ３ 級 品 の 紙 巻 た ば こ 旧 ３ 級 品 の 紙 巻 た ば こ

円

本

④

本

②
円

②

還 付 を 受 け よ う と す る 金 融
機 関 及 び 支 払 方 法

平成

旧 ３ 級 品 の 紙 巻 た ば こ

千 本 十億

年

十億 千

円

百万 百万

十億 千

口座番号（普通・当座）

銀行 支店

⑦

十億 本

区 分

④

合計（④＋⑤）

十億

課 税 免 除 を 受 け よ う と

税 額

課 税 標 準 数 量

課 税 免 除 を 受 け よ う と

旧 ３ 級 品 の 紙 巻 た ば こ を
除 く 製 造 た ば こ

し た 税 額 又 は 金 額
既 に 納 付 又 は 還 付 の 確 定

税 額 合 計 （ ① ＋ ② ）

す る 税 額
課 税 免 除 を 受 け よ う と

③

⑥

合計（⑦＋⑧）

す る 本 数

⑨

月分までの道府県たばこ税の

第
四
十
八
号
の
三
様
式

（
提
出
用

）(

用
紙
日
本
工
業
規
格
A
４

)

（
附
則
第
四
条
の
二
関
係

）

申 　告 　書

修正申告書

（電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。

年

円

月分

還 付 を 受 け よ う と す る 金 額 （ ⑩ － ⑪ ）

す る 税 額

返 還 控 除 を 受 け よ う と
す る 本 数
返 還 控 除 を 受 け よ う と
す る 金 額

こ の 申 告 に よ り 納 付 す べ き 税 額 又 は

差 引 （ ③ － ⑥ － ⑨ ）

す る 金 額
返 還 控 除 を 受 け よ う と

受 付 印 



   十億 百万 本

①

本

②

円

) ③

円

) ④

円

 

発 信 年 月 日

個人番号又は法人 番号

処理

区分
事務所整理番号

区
分

個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。

 還付を受けようとする金融機関及び

 支払方法

千

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　銀行　　　　　　　　　　　支店

　
　　口座番号（普通・当座）

還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額

旧3級品の紙巻たばこを除く
製造たばこの金額 1000

（①×

旧3級品の紙巻たばこの金額
1000

（②×

合　　計　　（③＋④）

返

還

に

係

る

製

造

た

ば

こ

の

数

量

旧3級品の紙巻たばこを除く
製造たばこの数量

旧3級品の紙巻たばこの数量

道府県たばこ税還付請求申告書

予　　備

申 告 年 月 日

住 所 又 は 所 在 地

確認印

申告

区分
事 業 者 コ ー ド

（電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
申
　
告
　
者

氏 名 又 は 名 称

通 信 日 付 印

※
処
 

理
 

事
 

項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　知事殿

平成　　年　　月　　日

第
四
十
八
号
の
四
様
式(

提
出
用)

（
用
紙
日
本
工
業
規
格
A
4
）（
附
則
第
四
条
の
二
関
係
）
 

受付印 

印 



   十億 百万 本    十億 百万 本

円 円

円

本 本

円 円

円

本 本

円 円

円

円

円

円

 

申 告 年 月 日
確認印

殿　　

住 所 又 は 所 在 地
（電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

申
　
告
　
者

氏 名 又 は 名 称

発 信 年 月 日

　個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。

こ の 申 告 に よ り 納 付 す べ き 税 額 又 は
還 付 を 受 け よ う と す る 金 額 （ ⑩ － ⑪ ）

還付を受けようとする金融機関及び支払方法

予　　備

税 額

課 税 標 準 数 量

税 額 合 計 （ ① ＋ ② ）

課 税 免 除 を 受 け よ う と
す る 税 額 合 計 （ ④ ＋ ⑤ ）

課 税 免 除 を 受 け よ う と す る 税 額

課 税 免 除 を 受 け よ う と す る 本 数

申告

区分
事業者コード

区
分

個人番号又は法人番号

申 　告　 書

平成 年 月分

⑥

返 還 控 除 を 受 け よ う と す る 本 数

通 信 日 付 印

※
処
 

理
 

事
 

項

平成　　年　　月　　日

処理

区分
事務所整理番号

既 に 納 付 又 は 還 付 の 確
定 し た 税 額 又 は 金 額

差 引 （ ③ － ⑥ － ⑨ ）

返 還 控 除 を 受 け よ う と
す る 金 額 合 計 （ ⑦ ＋ ⑧ ）

区　　　　　　　　　分

⑩

⑪

③

⑨

返 還 控 除 を 受 け よ う と す る 金 額

※
修正申告書

市町村たばこ税の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　銀行　　　　　　　　　支店

　
　　口座番号（普通・当座）

千 千

旧3級品の紙巻たばこ旧3級品の紙巻たばこを除く製造たばこ

②

⑤

⑦

①

④

⑧

第
四
十
八
号
の
五
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
A
4
）（
附
則
第
八
条
の
三
の
四
関
係
）
 

受付印 

印 



還 付 を 受 け よ う と す る 金 融

機 関 及 び 支 払 方 法
この申告により納付すべき税額又は還付

を受けようとする金額の３箇月分の合計

返 還 控 除 を 受 け よ う と
す る 本 数
返 還 控 除 を 受 け よ う と
す る 金 額

こ の 申 告 に よ り 納 付 す べ き 税 額 又 は
還 付 を 受 け よ う と す る 金 額 （ ⑩ － ⑪ ）

処理
区分

⑦

申

告

者

氏 名 又 は 名 称

個人番号又は法人番号

平成

①

区 分

③

⑥

※
処
　
理
　
事
　
項

整　理　番　号 事務所

発 信 年 月 日

通　信　日　付　印 確認印

百万

※

円

千 本

本

円

円

円

千

㊞

区
分 事 業 者 コ ー ド 申告

区分 予　備 申告年月日

（電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

日月年平成

住 所 又 は 所 在 地

市町村長殿

円

本

円

十億 本

②
円

百万 十億

円

円

円

円

円

⑤

⑧

千百万

円

円

②

円

本

円

本

百万

円

円

④
円

⑤
円

十億 百万 千 本

①
円

②
円

百万十億 千

円

本 本

④
円

⑤
円

円

旧 ３ 級 品 の 紙 巻 た ば こ を
除 く 製 造 た ば こ

旧 ３ 級 品 の 紙 巻 た ば こ を
除 く 製 造 た ば こ

旧 ３ 級 品 の 紙 巻 た ば こ を
除 く 製 造 た ば こ

旧 ３ 級 品 の 紙 巻 た ば こ 旧 ３ 級 品 の 紙 巻 た ば こ 旧 ３ 級 品 の 紙 巻 た ば こ

円

本 本

円

円

円

⑦
円

⑧
円

千

④
課 税 免 除 を 受 け よ う と
す る 本 数

差 引 （ ③ － ⑥ － ⑨ ）

税 額

本

本

本

⑦

本

課 税 免 除 を 受 け よ う と
す る 税 額

円

円

円

口座番号（普通・当座）

銀行 支店

円

十億

①

本 百万

⑧

本

本 十億

月分 平成

年 月分から平成 年

年月分年 年

個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。

月分までの市町村たばこ税の
申 　告 　書

月分平成 平成

し た 税 額 又 は 金 額
既 に 納 付 又 は 還 付 の 確 定

⑨

⑩

⑪

第
四
十
八
号
の
六
様
式

(

用
紙
日
本
工
業
規
格
A
４

)

（
附
則
第
八
条
の
三
の
四
関
係

）

十億 千 円

修正申告書

す る 税 額 合 計 （ ④ ＋ ⑤ ）

す る 金 額 合 計 （ ⑦ ＋ ⑧ ）
返 還 控 除 を 受 け よ う と

課 税 標 準 数 量

税 額 合 計 （ ① ＋ ② ）

課 税 免 除 を 受 け よ う と

受 付 印 受 付 印 受 付 印 



   十億 百万 本

①

本

②

円

) ③

円

) ④

円

 

　個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　銀行　　　　　　　　　　　支店

　
　　口座番号（普通・当座）

返

還

に

係

る

製

造

た

ば

こ

の

数

量

申
　
告
　
者

氏 名 又 は 名 称

個人番号又は法人 番号

旧3級品の紙巻たばこの金額

合　　計　　（③＋④）

住 所 又 は 所 在 地

千

 還付を受けようとする金融機関及び

 支払方法

（電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

市町村たばこ税還付請求申告書

旧3級品の紙巻たばこを除く
製造たばこの数量

旧3級品の紙巻たばこの数量

還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額

1000

1000

（①×

（②×

旧3級品の紙巻たばこを除く
製造たばこの金額

予　　備

申 告 年 月 日
確認印

申告

区分

発 信 年 月 日

通 信 日 付 印

※
処
 

理
 

事
 

項

平成　　年　　月　　日

事業者コード
区
分

処理

区分
事務所整理番号

市町村長殿　　

第
四
十
八
号
の
九
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
A
4
）（
附
則
第
八
条
の
三
の
四
関
係
）
 

受付印 

印 



非　課　税　土　地　等　予　定　地　認　定　申　請　書
平成　　年　　月　　日

市町村長　殿

に規定する非課税土地として使用し、若しくは使用させ

る予定であること、同項に規定する特例譲渡をする予定であること又は同項に規定する免除土地として使用し、若し
くは使用させる予定であることにつき認定を受けたいので、申請します。

㎡ （　　）

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）

下記の理由により法附則 の２年の期間を平成　　年　　月　　日まで延長されたい

ので、申請します。

  第49号様式記載心得
1

2

3

4 法附則第31条の３の２第１項、第31条の３の３第１項又は第31条の３の４第１項の２年の期間の延長を求めよ
うとする者は、この申請書の「期間延長を必要とする理由」の欄にその延長を必要とする理由を記載すること。

住所又は所在地
( 電 話 番 号 )

備 考
地 番

期間延長を必要
とする理由

面積

第31条の３の２第１項
第31条の３の３第１項
第31条の３の４第１項

氏名又は名称 年月日

　申請の内容に応じ、不要の文字をまっ消すること。

個人番号又
は法人番号

この申請書は、地方税法（以下「法」という。）附則第31条の３の２第１項又は第31条の３の３第１項に規定
する非課税土地として使用し、若しくは使用させる予定であること、これらの項に規定する特例譲渡をする予定
であること又はこれらの項に規定する免除土地として使用し、若しくは使用させる予定であることにつき市町村
長の認定を受ける場合に、土地所在の市町村長に１通提出すること。

第31条の３の２第１項
第31条の３の３第１項

所　有　者（譲受者） 非課税土地と
しての使用開
始、特例譲渡
又は免除土地
としての使用
開始の予定年
月日

　「個人番号又は法人番号」欄には、申請者（譲渡者）の個人番号（行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）又は法人番号（同条第15
項に規定する法人番号をいう。）を記載すること。なお、個人番号を記載する場合には、左側を１文字空けて記
載すること。

非課税土地としての用
途、特例譲渡の目的又は
免除土地としての用途

（電話　　　　　　　　　）　

所 在 地

(電話番号)

(ふりがな) (ふりがな)

第
四
十
九
号
様
式
（

用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（

附
則
第
八
条
の
九
関
係
）

地目
土 地 の 所 在 及 び 譲 渡

 下記の土地について地方税法附則

申
　
請
　
者

（

譲
渡
者
）

住 所 又 は

　
　
㊞

　
　
㊞

氏 名 法人の代

又 は 名 称 表者氏名

受付
印 

 



平成　　年　　月　　日

市町村長　殿
（電話　　　　　　　）　

下記の土地について したので、その確認を申請します。

㎡

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）

平成 平成 平成
年度分 年度分 年度分

円 円 円 円 円

  第50号様式記載心得

2

3
4
　申請の内容に応じ、不要の文字をまっ消すること。

納税義務の免除に係る税額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その
端数金額又はその全額を切り捨てること。

非課税土地として
の使用開始、特例
譲渡又は免除土地
としての使用開始
をした年月日

個人番号又
は法人番号

住所又は所在地
（ 電 話 番 号 ）

合計

地目

　「個人番号又は法人番号」欄には、申請者（譲渡者）の個人番号（行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）又は法人番号
（同条第15項に規定する法人番号をいう。）を記載すること。なお、個人番号を記載する場合には、左側を
１文字空けて記載すること。

非課税土地と して の使 用を 開始
特 例 譲 渡 を
免 除 土 地 と し て の 使 用 を 開 始

所 有 者 （ 譲 受 者 ）

土地の所在及び地番

第
五
十
号
様
式
（

用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（

附
則
第
八
条
の
九
関
係
）

非 課 税 土 地 等 確 認 申 請 書

氏名又は名
称

(ふりがな)
法人の代

表者氏名

1 この申請書は、地方税法附則第31条の３の２第１項又は第31条の３の３第１項に規定する非課税土地とし
て使用が開始されたこと、これらの項に規定する特例譲渡があったこと又はこれらの項に規定する免除土地
として使用が開始されたことにつき、市町村長の確認を受ける場合に、土地所在の市町村長に１通提出する
こと。

平成　年　月　日か

ら平成　年　月　日

まで

納 税 義 務 の 免 除 に 係 る 税 額
備 考

法 第 596 条 第 １ 号 の 税 額
法第596条第２号の税
額

予 定 期 間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

住 所 又 は
所 在 地

（電話番号）

氏 名

又 は 名 称

申
　
請
　
者

（

譲
渡
者
）

(ふりがな)

面積

受付 

印 

 



非課税土地等予定地のための 申出書
平成　　年　　月　　日

市町村長　殿
（電話　　　　　　　）　

下記の土地について地方税法附則

の規定により、申出します。

㎡ （　　）

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）

  第51号様式記載心得

1

2

3

（

譲
渡
者
）

申
出
者

住 所 又 は
所 在 地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

面積
氏名又は名称

「個人番号又は法人番号」欄には、申出者（譲渡者）の個人番号（行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）又は法人番号
（同条第15項に規定する法人番号をいう。）を記載すること。なお、個人番号を記載する場合には、左側を
１文字空けて記載すること。

非課税土地としての用途、
特例譲渡の目的又は免除土
地としての用途（予定）

備考
地　　　　　番

地目
住所又は所在地
( 電 話 番 号 )

（電話番号）

個人番号又
は法人番号

氏 名 法人の代

又 は 名 称 表者氏名

(ふりがな) (ふりがな)

　申出の内容に応じ、不要の文字をまっ消すること。

第
五
十
一
号
様
式
（

用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（

附
則
第
八
条
の
九
関
係
）

譲 渡
用 途 変 更

第31条の３の２第１項の規定の適用を受けたいので、同条第２項
第 31 条 の ３ の ３ 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け た い の で 、 同 項
第 31 条 の ３ の ４ 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け た い の で 、 同 項

譲　受　予　定　者
非課税土地と
しての使用開
始、特例譲渡
又は免除土地
としての使用
開始の予定年
月日

譲　渡
予　定
年月日

この申出書は、地方税法附則第31条の３の２第１項、第31条の３の３第１項又は第31条の３の４第１項の
規定の適用を受けようとする場合に、土地所在の市町村長に１通提出すること。

土地の所在及び

受付
印 

 



平成　　年　　月　　日

市町村長　殿
（電話　　　　　　　）　

平成　　年　　月　　日付けで認定のあった下記の土地についての予定期間等の延長について、地方税法附則

において準用する同法第601条第２項又は同法附則第31条の３の４第３項の規定

に基づき申請します。

㎡

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）

　第51号の２様式記載心得
1

2

3 　申請の内容に応じ、不要の文字をまっ消すること。

申
　
請
　
者

（

譲
渡
者
）

(ふりがな)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞ 表者氏名又 は 名 称

住 所 又 は
所 在 地

（電話番号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

第
五
十
一
号
の
二
様
式
（

用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（

附
則
第
八
条
の
九
関
係
）

予 定 期 間 等 の 延 長 申 請 書

第 31 条 の ３ の ２ 第 ４ 項
第 31 条 の ３ の ３ 第 ３ 項

土地の所在及び地番
所有者（譲受者）の氏名
又は名称、住所又は所在
地（電話番号）

個人番号又

(ふりがな)

平成　年　月　日から

平成　年　月　日まで

氏 名

延長を必要

とする期間

平成　年　月　日から

平成　年　月　日まで

法人の代

備 考

期間延長を

必要とする

理由

地目

　「個人番号又は法人番号」欄には、申請者（譲渡者）の個人番号（行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）又は法人番
号（同条第15項に規定する法人番号をいう。）を記載すること。なお、個人番号を記載する場合には、左
側を１文字空けて記載すること。

　この申請書は、地方税法附則第31条の３の２第４項若しくは第31条の３の３第３項において準用する同
法第601条第２項又は同法附則第31条の３の４第３項に規定する災害その他やむを得ない理由により、予定
期間又は変更後予定期間の延長を申請する場合に、土地所在の市町村長に１通提出すること。

は法人番号

既に認定の

あった期間
面積

受付
印 

 



１　所得税の住宅借入金等特別控除に係る事項【平成11年から平成18年の間に居住の用に供したものに限る】

２　市町村民税・道府県民税から控除される住宅借入金等特別税額控除額の計算

（注１）

（注２）

（注３）

注意　この申告書の記載に当たっては、別に配付される各年度分に係る記載要領を参照してください。

（マイナスの場合は０）

整理番号

「個人番号」欄には、あなたの個人番号（行政手続における特定の
個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規
定する個人番号をいう。）を記載してください。

平成　　年　　月　　日

　　・　　・　　

　
の
所
得
税
相
当
額
（

注
３
）

平
成
十
八
年
所
得
税
法
等
改
正
法
施
行
前

④

前年分の所得控除の額の
合 計 額 ③

前 年 分 の 所 得 税 の
課 税 総 所 得 金 額
（ ② － ③ ）

整
理
欄

市町村民税の住宅借入金
等 特 別 税 額 控 除 額
（ ⑧ × 3/5 ）

⑨

道府県民税の住宅借入金
等 特 別 税 額 控 除 額
（ ⑧ × 2/5 ）

⑩

２回以上の増改築等に係る住宅借入金等について控除を受けている
場合又は新築や購入した家屋に係る住宅借入金等とその家屋を居住
の用に供した年の翌年以後に居住の用に供した増改築等をした部分
に係る住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受けてい
る場合には、当該二以上の住宅借入金等に係る居住開始年月日をそ
れぞれ記載してください。

「平成十八年所得税法等改正法施行前の所得税相当額」とは、所得
税法等の一部を改正する等の法律（平成十八年法律第十号）第十四
条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべ
き所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律（平成十一年法律
第八号）第四条の規定により読み替えられた所得税法等の一部を改
正する等の法律第一条の規定による改正前の所得税法第二編第三章
第一節の規定を適用して計算した所得税の額に相当する額をいいま
す。

（マイナスの場合は０）

前 年 分 の 所 得 税 額
（ 税 額 控 除 前 ） ⑥

生年月日

氏名 印　　　

フリガナ

控
除
額
の
計
算

① と ⑤ の い ず れ か
少 な い 方 の 金 額

第
五
十
五
号
の
三
様
式
（
第
二
条
の
三
関
係
）

市町村民税
住宅借入金等特別税額控除申告書

道府県民税

(年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受け、所得税の確定申告書を提出しない納税者用)

現住所

住宅借入金等
特別控除の対
象となる物件の

所在地

市町村長殿

⑦

市町村民税・道府県民税
の住宅借入金等特別税額
控 除 見 込 額
( ⑦ － ⑥ ）

②
前年分の給与所得控除後
の 給 与 等 の 金 額

④ に 対 す る
所 得 税 額 相 当 額 ⑤

⑧

居住開始年月日（注２）
平成　　年　　月　　日

電話番号

前年分の所得税の住宅借入金等
特別控除額（平成19年以降の居住
年 に 係 る 額 を 除 く 。 ）

①

年 　月 　日 個人番号
（注１）

新築又は購入

平成　　年
1月1日現在

の住所

平成 年度分

提出年月日

（単位：円）

地方税法附則第5条の4第1項及び第6項の規定の適用を受けたいので、同条第3項及び第8項の規定に基づき申告します。

増改築等

明・大
昭・平

受
付
印



地方税法附則第5条の4第1項及び第6項の規定の適用を受けたいので、同条第3項及び第8項の規定に基づき申告します。

１　所得税の住宅借入金等特別控除に係る事項【平成11年から平成18年の間に居住の用に供したものに限る】

２　市町村民税・道府県民税から控除される住宅借入金等特別税額控除額の計算

（注１）

（注２）

（注３）

注意　この申告書の記載に当たっては、別に配付される各年度分に係る記載要領を参照してください。

⑧+⑮-⑯-⑰

肉 用 牛 の
売 却 価 格

短 期 譲 渡

長 期 譲 渡

配当控除の額

前
年
分
の
分
離
課
税
等
の
所
得
税
額

整
理
欄

投 資 ・ リ ー ス
税 額 等 控 除 の 額

⑯

（マイナスの場合は0）

「個人番号」欄には、あなたの個人番号（行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定す
る個人番号をいう。）を記載してください。

⑬

「平成十八年所得税法等改正法施行前の所得税相当額」とは、所得税
法等の一部を改正する等の法律（平成十八年法律第十号）第十四条の
規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得
税及び法人税の負担軽減措置に関する法律（平成十一年法律第八号）
第四条の規定により読み替えられた所得税法等の一部を改正する等の
法律第一条の規定による改正前の所得税法第二編第三章第一節の規定
を適用して計算した所得税の額に相当する額をいいます。

平
成
十
八
年
所
得
税
法
等
改
正
法
施
行
前
の
所
得
税
相
当
額
（

注
３
）

②

③

２回以上の増改築等に係る住宅借入金等について控除を受けている場
合又は新築や購入した家屋に係る住宅借入金等とその家屋を居住の用
に供した年の翌年以後に居住の用に供した増改築等をした部分に係る
住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受けている場合に
は、当該二以上の住宅借入金等に係る居住開始年月日をそれぞれ記載
してください。

⑩

（ 21 - 20 ）

（ 22 × 3/5 ）

（ 22 × 2/5 ）

道府県民税の住宅借
入金等特別税額控除

額

控
除
額
の
計
算

（マイナスの場合は0）

①と⑱のいず れか
少 な い 方 の 金 額

⑲ - ⑯ - ⑰ ⑳

⑥

④ に 対 す る
所 得 税 額 相 当 額

⑦

⑤ + ⑥ + ⑦

税
額
相
当
額

前
年
分
の
所
得

24

市町村民税の住宅借
入金等特別税額控除

額 23

② に 対 す る
所 得 税 額 相 当 額

⑧

21

前年分の所得税の
課 税 総 所 得 金 額

前年分の所得税の
課税山林所得金額

居住開始年月日（注２）

税
額
控
除

⑪

⑰

⑭

⑱

⑫

⑨

⑮

株式等の 譲渡

先 物 取 引

租 税 条 約 実 施
特例法における
利 子 ・ 配 当

⑨から⑭までの
合 計

前年分の所得税の住宅借入金等
特別控除額（平成19年以降の居住
年 に 係 る 額 を 除 く 。 ）

①

前年分の所得税の
課税退職所得金額

④

（単位：円）

22

（マイナスの場合は0）市町村民税・道府県
民税の住宅借入金等
特別税額控除見込額

前年分の所得 税額
（ 税 額 控 除 前 ） ⑲

③ に 対 す る
所 得 税 額 相 当 額

提出年月日

住宅借入金等特別
控除の対象となる
物件の所在地

生年月日

　　・　　・　　
年 　月 　日

フリガナ

市町村長殿

氏名 印　　

新築又は購入 平成　　年　　月　　日

増改築等 平成　　年　　月　　日

⑤

平成 年度分
市町村民税 第

五
十
五
号
の
四
様
式
（
第
二
条
の
三
関
係
）

住宅借入金等特別税額控除申告書
道府県民税

(所得税の確定申告書を提出する納税者用)

個人番号
（注１）

整理番号
現住所

平成　　年
1月1日現在の

住所 電話番号



　　

　

　「個人番号」欄には、あなたの個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。）を記載してください。

フリガナ

氏　名

性　別 男　　　　女

個人番号

生年月日電話番号

住　所

平成　　　年寄附分
市町村民税
道府県民税

寄附金税額控除に係る申告特例申請書

平成　　　年　　　月　　　日　　
整理番号

　　　　　　　　　 　　　殿

２．申告の特例の適用に関する事項

　あなたが支出した地方団体に対する寄附金について、地方税法附則第７条第１項（第８項）の規定に
よる寄附金税額控除に係る申告の特例（以下「申告の特例」という。）の適用を受けようとするとき
は、下の欄に必要な事項を記載してください。

１．当団体に対する寄附に関する事項

寄附年月日 寄附金額

（注２）   申告の特例の適用を受けるために申請を行った者が、地方税法附則第７条第６項（第13項）
各号のいずれかに該当する場合には、申告特例対象年に支出した全ての寄附金（同項第４号に
該当する場合にあっては、同号に係るものに限る。）について申告の特例の適用は受けられな
くなります。その場合に寄附金税額控除の適用を受けるためには、当該寄附金税額控除に関す
る事項を記載した確定申告書又は市町村民税・道府県民税の申告書を提出してください。

平成　　　年　　　月　　　日 円

（注１）   上記に記載した内容に変更があった場合、申告特例対象年の翌年の１月10日までに、申告特
例申請事項変更届出書を提出してください。

　申告の特例の適用を受けるための申請は、①及び②に該当する場合のみすることができます。①及
び②に該当する場合、それぞれ下の欄の□にチェックをしてください。

① 地方税法附則第７条第１項（第８項）に規定する申告特例対象寄附者である □

（注）   地方税法附則第７条第１項（第８項）に規定する申告特例対象寄附者とは、⑴及び⑵に該当す
ると見込まれる者をいいます。

⑴　地方団体に対する寄附金を支出する年の年分の所得税について所得税法第120条第１項の規定によ
　る申告書を提出する義務がない者又は同法第121条（第１項ただし書を除く。）の規定の適用を受け
　る者

市町村民税
道府県民税

寄附金税額控除に係る申告特例申請書受付書

（切り取らないでください。）

② 地方税法附則第７条第２項（第９項）に規定する要件に該当する者である □

（注）   地方税法附則第７条第２項（第９項）に規定する要件に該当する者とは、この申請を含め申告
特例対象年の１月１日から12月31日の間に申告の特例の適用を受けるための申請を行う地方団体
の長の数が５以下であると見込まれる者をいいます。

⑵　地方団体に対する寄附金を支出する年の翌年の４月１日の属する年度分の市町村民税・道府県民
　税について、当該寄附金に係る寄附金税額控除の控除を受ける目的以外に、市町村民税・道府県民
　税の申告書の提出（当該申告書の提出がされたものとみなされる確定申告書の提出を含む。）を要
　しない者

平成　　　年寄附分

受付団体名

住　　所

氏　　名 殿

受付日付印

第
五
十
五
号
の
五
様
式
（
附
則
第
二
条
の
四
関
係
）

明・大

昭・平
． ．

印



男　　　　女

受付団体名

平成　　　年　　　月　　　日　　
　　　　　　　　　 　　　殿

住　所

電話番号

フリガナ

　あなたが寄附金税額控除に係る申告特例申請書を提出後、当該申請書に係る寄附金を支出
した年の翌年１月１日までの間に当該申請書の内容（電話番号を除く。）に変更があった場
合は、上記の欄に必要な事項を記載して当該申請書に係る寄附金を支出した年の翌年１月10
日までに、当該申請書を提出した地方団体に提出してください。

電話番号 生年月日

住　　所

氏　　名 殿

性　別

（切り取らないでください。）

（注）   これまでに申告特例申請事項変更届出書を提出している場合は、当該届出書に記載した内容
を記載してください。

平成　　　　年寄附分

受付日付印

市町村民税
道府県民税

寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書受付書

平成　　　年寄附分
市町村民税
道府県民税

寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書

生年月日

整理番号

性　別

氏　名

個人番号

　「個人番号」欄には、あなたの個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。）を記載してください。

氏　名

個人番号

申告特例申請書に記載した内容

住　所

フリガナ

男　　　　女

第
五
十
五
号
の
六
様
式
（
附
則
第
二
条
の
四
関
係
）

明・大

昭・平
． ．

明・大

昭・平
． ．

印



備考

合計寄附金額とは、申告特例の求めに係る地方団体に対する寄附金の額の合計額をいいます。

個人番号

合計
寄附金額

円

　地方税法附則第７条第１項（第８項）の規定により、下記の者から同条第２項（第９項）に規定する申告
特例の求めがありましたので、同条第５項（第12項）の規定により下記のとおり通知します。

フリガナ

性　別 男　　　　女

生年月日

電話番号

住　所

氏　名

平成　　　年　　　月　　　日

　　市町村長　　　殿

　　市町村長
　　知　　事

平成　　年寄附分
市町村民税
道府県民税

寄附金税額控除に係る申告特例通知書

明・大 

昭・平 
   ．    ． 

第
五
十
五
号
の
七
様
式
（
附
則
第
二
条
の
四
関
係
）
 



※ ※

（〒　　　　　－　　　　　　　　）

店舗名（ ）
― ― ）

（〒　　　　　－　　　　　　　　）

― ― ）

（フリガナ）

↓個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。

①
本

⑤
本

⑥（⑤×0.07） ⑦ ⑧（⑥又は⑥－⑦）

※欄には記入しないでください。

別記第１号様式記載要領

　　

(注)

通 信 日 付 印 平成　　　年　　　月　　　日
確認 平成28年9月30日

番 号 確 認 身元確認
□済

　□未済
     個人番号カード／通知カード・運転免許証
     その他（　　　　　　　　　　　　　　）

下記のとおり、平成28年４月１日現在における、紙巻たばこ三級品に係る道府県たばこ税の手持品課税
納税申告書（期限後申告書・修正申告書）を提出します。

都道府県整理欄

修正申告の場合の当初申告年月日 平成　　　年　　　月　　　日 確認 納　　期　　限

（〒     －       ）　　　（電話番号        －        －         ）

道 府 県 た ば こ 税 の 手 持 品 課 税 納 税 申 告 書

申告者の種別 小 ・ 卸 整理番号
収受印

平成　　年　　月　　日
営業所又は貯蔵場所
の所在地及び名称

（電話番号

（電話番号

氏 名 又 は 名 称
及び代表者氏名知事殿

個 人 番 号 又 は
法 人 番 号

同 上 代 理 人

申

告

者

所     在     地 名     称

（１円単位で記入）

道 府 県 税

住 所 又 は 居 所

税 理 士 法 第 30 条 の 書 面 提 出

（〒     －       ）　　　（電話番号        －        －         ）

修正申告の場合の 納付すべき税額
たばこ三級品の本数 りの税率

（１円未満切捨て）

0.07
円

　人番号（同条第15項に規定する法人番号をいう。）を記載すること。

作成税理士署名・押印

出張販売
先、自動
販売機等
の所在地
及び名称

所持する紙巻
たばこ三級品の数量

円 円

区　　　分
課税標準となる紙巻 １本当た

修正申告前の確定額
（１円単位で記入）

別
記
第
一
号
様
式
（

用
紙
日
本
工
業
規
格
A
4
）
（

地
方
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（

平
成
二
十
七
年
総
務
省
令
第
　
　
　
号
）

附
則
第
六
条
関
係
）

１　この申告書は、地方税法等の一部を改正する法律（平成27年法律第２号。以下「平成27年改正法」という。）

　附則第12条第４項の規定による申告又はこれに係る修正申告をする場合に使用すること。

２　※印の欄は、記載しないこと。

３　「個人番号又は法人番号」欄には、申告者が個人の場合は個人番号（行政手続における特定の個人を識別す

　るための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。）を記載し、法人の場合には法

税額

税 理 士 法 第 33 条 の 2 の 書 面 提 出 （電話番号　　 　　－　　 　 　－　　　 　　）

印 

印 

印 

有 

都

道

府

県

提

出

用
 

有 

※ ※ 

※ ※ 

※ ※ ※ 確認書類 ※ 

(

第
一
号
様
式
）
 



※ ※

（〒　　　　　－　　　　　　　　）

店舗名（ ）
― ― ）

（〒　　　　　－　　　　　　　　）

― ― ）

（フリガナ）

↓個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。

①
本

⑤
本

⑨（⑤×0.43） ⑩ ⑪（⑨又は⑨－⑩）

※欄には記入しないでください。

別記第２号様式記載要領

別
記
第
二
号
様
式
（

用
紙
日
本
工
業
規
格
A
4
）
（

地
方
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（

平
成
二
十
七
年
総
務
省
令
第
　
　
　
号
）

附
則
第
十
条
関
係
）

１　この申告書は、地方税法等の一部を改正する法律（平成27年法律第２号。以下「平成27年改正法」という。）

　附則第20条第４項の規定による申告又はこれに係る修正申告をする場合に使用すること。

２　※印の欄は、記載しないこと。

３　「個人番号又は法人番号」欄には、申告者が個人の場合は個人番号（行政手続における特定の個人を識別す

　るための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。）を記載し、法人の場合には法

税 理 士 法 第 33 条 の 2 の 書 面 提 出

0.43

　人番号（同条第15項に規定する法人番号をいう。）を記載すること。

市町村整理欄

（電話番号　　 　　－　　 　 　－　　　 　　）

たばこ三級品の数量

円

（１円単位で記入）

税 理 士 法 第 30 条 の 書 面 提 出 作成税理士署名・押印

（〒     －       ）　　　（電話番号        －        －         ）

納付すべき税額

市 町 村 税

たばこ三級品の本数

（〒     －       ）　　　（電話番号        －        －         ）

区　　　分
課税標準となる紙巻 修正申告の場合の

円 円

りの税率
（１円未満切捨て）

修正申告前の確定額
（１円単位で記入）

納税申告書（期限後申告書・修正申告書）を提出します。

所持する紙巻

出張販売
先、自動
販売機等
の所在地
及び名称

所     在     地 名     称

１本当た 税額

申

告

者

住 所 又 は 居 所

（電話番号

氏 名 又 は 名 称
及び代表者氏名

個 人 番 号 又 は
法 人 番 号

市町村長殿

同 上 代 理 人

下記のとおり、平成28年４月１日現在における、紙巻たばこ三級品に係る市町村たばこ税の手持品課税

市 町 村 た ば こ 税 の 手 持 品 課 税 納 税 申 告 書

申告者の種別 小 ・ 卸 整理番号
収受印

平成　　年　　月　　日
営業所又は貯蔵場所
の所在地及び名称

（電話番号

修正申告の場合の当初申告年月日 平成　　　年　　　月　　　日 確認 納　　期　　限

通 信 日 付 印 平成　　　年　　　月　　　日 確認 平成28年9月30日

(注)

番 号 確 認 身元確認
□済

　□未済
     個人番号カード／通知カード・運転免許証
     その他（　　　　　　　　　　　　　　）

印 

印 

印 

有 

市

町

村

提

出

用
 

有 

※ ※ 

※ ※ 

※ ※ ※ 確認書類 ※ 

(

第
二
号
様
式
）
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